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tヱ

じ

め

り

本
テ
!
?
選
択
の
理
由

日
本
国
憲
法
二
八
条
は
、
勤
労
者
の
団
結
権
、
団
交
権
及
び
そ
の
他
の
団

体
行
動
権
を
保
障
し
、
そ
れ
ら
は
労
働
基
本
権
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
労
働
基

H
 
本
権
を
具
体
的
に
保
障
す
る
制
度
と
し
て
労
働
組
合
法
(
七
条
、
二
七
条
)

は
不
当
労
働
行
為
制
度
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
労
働
委
員
会
に
対

し
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
の
救
済
権
限
を
付
与
し
、
も
っ
て
労
使
関
係
の

アメリカにおける「不当労働行為制度Jの形成

安
定
化
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
、
不
当
労
働
行
為
は
、
私

法
上
の
効
力
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
不
当
労
働
行
為
た
る
法
律
行
為

(
1
)
 

は
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。

企
業
別
組
合
が
圧
倒
的
に
多
い
我
が
闘
で
は
団
結
活
動
に
対
す
る
使
用
者

の
干
渉
が
容
易
且
つ
有
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
の
反
組
合
的
行

為
を
直
接
に
禁
止
す
る
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
特
に
わ
が
闘
に
お
い
て
、

労
働
某
本
権
保
障
に
と
り
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
我
が
国
の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
労
働
組
合
運
動
の
保

護
、
促
進
と
い
う
ア
メ
リ
カ
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
成
立
し
、
ア
メ
リ
カ

の
全
国
労
働
関
係
法

(za守口丘一戸川町寸
2

H

N

己
呉

5dm
〉
込
通
常
は
立
法
者

の
名
を
と
り
名
高
百
円
〉
♀
と
称
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ワ
グ
ナ

i
法
、
と

呼
ぶ
〉
の
影
響
を
強
く
う
け
て
い
る
。
「
不
当
労
働
行
為
」
な
る
用
語
は
、
ワ

グ
ナ

l
法
上
の

の
邦
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
使

戸口町民同門}山一
u
D「

七円山口仲田内。

用
者
の
反
組
合
的
行
為
の
総
称
で
あ
り
、
行
政
委
員
会
た
る
全
国
労
働
関
係

〈

S
V

局
が
、
そ
の
救
済
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
川
団
結

権
、
団
交
権
へ
の
介
入
、
妨
害
、
強
制
、
同
組
合
活
動
へ
の
支
配
介
入
、
バ

組
合
活
動
を
理
由
と
す
る
差
別
待
遇
及
び
労
働
関
係
局
へ
の
提
訴
等
を
理
由

と
す
る
差
別
待
遇
、
同
間
交
杭
否
、
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
不
当
労
働
行
為
と

し
て
禁
止
さ
れ
る
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
の
類
型
及
び
行
政
委
員
会
が
不

当
労
働
行
為
の
欽
済
機
関
と
な
る
点
の
そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
性
か
ら
、
日
本
法

上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
ワ
グ
ナ

l
法
上
の
そ
れ
を
継
承
し
た
こ
と
は

否
定
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ワ
グ
ナ

l
法
以
降
、
重
要
な
労
使
関

係
法
と
し
て
、

一
九
四
七
年
に
全
国
労
使
関
係
法
(
ピ
r
2
冨
主
主
2
5品

H
N
己
主

Z
E
〉
♀
通
称
叶
え
同
l
国内弓

z
q
〉円円)、

一
九
五
九
年
に
労
使
報
行

公
開
法

(
H
b
r
a
y向

E
a
g再
三

月

3
2
tロ
m
p
E
E
m
n
-
2
2
3
〉
円
円
通
称

〉
代
仲
間
、

E
仏門戸
H
B
I
C
Eご
口
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
。
特
に
タ
フ
ト
・
ハ

l

ト
レ
イ
法
は
、
労
働
組
合
の
不
当
労
働
行
為
を
規
定
し
、
多
く
の
点
で
ワ
グ

ナ
l
法
を
修
正
し
た
。
し
か
し
、
不
当
労
働
行
為
制
度
自
体
は
、
ア
メ
リ
カ

労
使
関
係
法
の
根
幹
と
し
て
現
代
で
も
最
も
積
一
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

上
述
し
た
こ
と
か
ら
周
一
解
さ
れ
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
法
上
の
不
当
労
働
行

北法24(2・105)337



本}

為
制
度
の
究
明
は
日
本
法
上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
の
研
究
に
か
な
り
有
益

ハ
4
X
6
)

な
一
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
日
本
法
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た

i'{f 

ワ
グ
ナ

l
法
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ω 
論
述
の
観
点

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
制
度
が
い
か
に
形
成
さ
れ

(
6
)
 

た
か
、
を
研
究
対
象
と
す
る
。
こ
の
研
究
対
象
に
対
し
て
種
々
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
は
次
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
。

第
一
は
、
ワ
ク
ナ

l
法
成
立
以
前
は
州
法
(
主
に
コ
モ
ン
ロ
ー
)
に
よ
る
労

〈

7
〉

使
関
係
規
制
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
問
題
を
争
議
行
為
に
対
す
る
法
規
制
及
び
団
結
権
を
侵
害
す
る
使

月
者
の
反
組
合
的
行
為
に
対
す
る
法
規
制
を
中
心
に
検
討
し
た
。
第
二
は
、

ワ
グ
ナ

l
法
成
立
ま
で
の
連
邦
労
使
関
係
法
は
い
か
な
る
目
的
を
有
し
、
い

か
に
労
使
関
係
を
規
制
し
た
か
、
の
問
題
で
あ
る
。
労
使
関
係
規
制
権
限

は
、
原
則
と
し
て
州
に
存
し
た
が
、
労
働
組
合
の
大
規
模
化
に
伴
な
う
活
動

の
州
際
性
等
の
原
因
か
ら
連
邦
の
労
使
関
係
規
制
が
不
可
避
と
な
り
一
連
の

連
邦
労
使
関
係
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
立
法
目
的
と
規
制
態
様
を
検

(
8
)
 

討
し
、
こ
れ
ら
諸
立
法
の
類
型
化
を
め
ざ
し
た
。
第
三
は
、
ワ
グ
ナ

l
法
の

立
法
意
凶
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
究
明
す
る

た
め
に
ワ
グ
ナ

l
法
の
共
体
的
な
立
法
過
利
引
を
検
討
し
た
。

(

1

)

医
療
法
人
新
光
会
事
件
全
誠
一
一
一
小
判
山
川
和
四
ゴ
了
間
・
九
民
集
二

二
巻
四
号
八
四
五
頁
〉
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
を
規
制

す
る
機
関
は
全
国
労
働
関
係
局
(
Z
任。
E
-
ピ
r
R
H
N
己
主
2
5
Fー

ロ
三
)
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
局
の
裁
定
に
対
す
る
司
法

審
査
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
不
当
労
働
行
為
を
な
さ
れ
た
者
が
直
接

裁
判
所
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
〉
口
出
N

守口

(U02cロ
Y
凸
一
一
の
p
k
-
同

8
3
Z
Z
Jそ
2
r
E
C
2
8
0『〉
E
E
E
a

一
白
吋
明
(

M

仏
)
一
∞
ω
・(一一工∞)・

(
2
)

労
使
関
係
法
研
究
会
報
告
書
「
労
使
関
係
法
運
用
の
実
情
及
び
問

題
点
四
(
一
九
六
七
年
)
四
頁
参
照
。

(
3〉
ワ
グ
ナ

l
法
人
条
。

(
4
)

最
近
、
先
進
資
本
主
義
同
に
お
い
て
労
使
関
係
に
対
す
る
悶
家
介

入
の
度
合
が
次
第
に
強
ま
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
英

国
の
労
使
関
係
法
(
一
九
七
一
年
)
と
イ
タ
リ
ア
の
労
働
者
窓
章
法

(
一
九
七

O
年
)
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
立
法
は
、
使
用

者
の
反
組
合
行
為
を
禁
止
し
団
結
権
を
保
障
す
る
と
の
側
面
も
強
く

有
し
、
ア
メ
リ
カ
法
上
の
不
当
労
働
行
為
制
度
の
影
響
を
う
け
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
本
多
淳
一
先
「
イ
ギ
リ
ス
労
使
関
係
法
の
不
公
正
労

働
行
為
L

学
会
誌
労
働
法
四
一
号
、
(
一
九
七
三
年
)
山
口
浩
一
郎

「
『
労
働
者
憲
章
』
法
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
一
凹
三
号
三
九
七
一

年
〉
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
立
法
の
理
解
の
た
め
に
も
ワ
、
ク
ナ
|
法
上

の
不
当
労
働
行
為
制
度
を
究
明
す
る
こ
と
は
有
益
と
思
わ
れ
る
。

日
米
両
同
の
不
当
労
働
行
為
制
度
の
比
較
を
試
み
た
も
の
と
し
て

JW~24(2 ・ 1Q6)338 

(
5〉



アメリカにおける「不当労働行為制度Jの形成け

は
、
岸
井
点
男
「
日
米
不
当
労
働
行
為
制
度
論
」
季
刊
労
働
法
八

O

号
(
一
九
七
一
年
)
五
六
頁

i
七
九
頁
が
あ
る
。

(
6
)

こ
の
テ

1
7
を
直
接
と
り
あ
つ
か
っ
た
主
要
な
論
文
は
以
下
で
あ

ヲ心。吾
妻
光
俊
t

労
働
法
の
展
開
=
(
一
九
四
八
年
)

本
多
淳
亮
一
米
国
不
当
労
働
行
為
制
度
」
(
一
九
五
三
年
)

片
問
舛
「
不
当
労
働
行
為
論
序
説
け
白
」
法
学
論
叢
六
八
巻
三
号
、

四
号
(
一
九
六

O
年〕

籾
井
常
喜
「
ア
メ
リ
カ
不
当
労
働
行
為
制
度
を
支
え
る
法
理
」
同

一
経
営
秩
序
と
組
合
活
動
』
(
一
九
六
五
年
)
所
収

坂
本
重
雄
=
ア
メ
リ
カ
の
団
体
交
渉
制
度
』
〈
一
九
六
六
年
)

光
岡
正
博
「
米
国
交
渉
単
位
制
度
の
本
質
」
立
命
館
法
学
一
六
見
守

(
一
九
五
六
年
)

(
7
)

労
使
関
係
規
制
権
は
、
原
則
と
し
て
州
に
あ
っ
た
。
州
は
、
コ
モ

ン
ロ

l
及
び
「
公
衆
の
健
康
、
道
徳
、
安
全
を
促
進
す
る
た
め
の
規

制
権
限
」
た
る
警
察
権
(
宮
-FB
宮
者
向
。
に
基
づ
い
て
規
制
を
な

し
た
。
一
方
、
連
邦
は
、
憲
法
上
そ
の
権
限
が
限
定
さ
れ
て
お
り

(
一
条
八
節
)
、
労
使
関
係
規
制
権
限
は
そ
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
連
邦
労
使
関
係
法
の
多
く
は
(
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ

l
デ
ィ
ア
法
を

除
く
)
、
州
際
通
商
規
制
権
(
一
条
八
節
三
項
)
に
基
づ
い
て
い
る
。

争
議
に
よ
り
し
ば
し
ば
州
際
通
商
が
阻
害
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
の

事
実
が
そ
の
前
提
と
な
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

連
邦
法
の
み
を
考
察
対
象
に
し
た
主
な
理
山
闘
を
ご
く
一
般
的
に
い

(
8
)
 

え
ば
、
一
九
三
五
年
ま
で
は
連
邦
労
使
関
係
法
が
州
労
使
関
係
法
を

先
導
し
、
州
法
は
連
邦
法
を
模
倣
す
る
場
合
、
が
多
か
っ
た
の
で
、
連

邦
労
使
関
係
法
の
み
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
労
使

関
係
法
全
体
の
傾
向
が
あ
る
程
度
抱
握
し
う
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
の
F
2
Z
M
の
宍
三
E
m
5
5叶
己
了

ω
t
z
r号
2
月
己
主

3
2
〉
三

(
一
宝
∞
)
同
y

子
参
照
。

第
一
章

団
結
権
制
約
法
制

第
一
節

総

論

本
章
で
は
団
結
権
を
制
約
す
る
法
理
及
び
立
法
を
検
討
す
る
。
そ
の
前
提

と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
法
理
及
び
立
法
が
労
働
組
合
運
動
の
い
か

な
る
側
面
を
規
制
し
た
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

一
般
的
に
の
べ
る
な
ら
ば
労
働
組
合
運
動
は
、
論
理
的
に
次
の
諸
過
程
に

K
分
さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
労
働
組
合
の
結
成
及
び
内
部
的
怠

思
統
一
の
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
を
団
結
過
程
と
呼
ぶ
。
第
一
一
は
、
団
結
の
力

を
前
提
に
使
用
者
と
取
引
す
る
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
を
団
交
過
程
と
呼
ぶ
。

第
三
は
、
第
一
、
第
二
の
過
程
を
前
提
と
し
て
な
す
使
用
者
に
対
す
る
闘
争
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の
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
を
争
議
過
程
と
呼
ぶ
。
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
労

働
組
合
運
動
は
、
団
結
過
程
を
基
礎
に
、
間
交
過
程
↓
争
議
過
程
↓
団
交
過



キヰ

程
↓
争
議
過
程
の
繰
り
返
し
と
な
ろ
う
。

次
に
、
労
働
組
合
運
動
の
各
段
階
と
法
規
制
と
の
関
連
を
あ
き
ら
か
に
し

資

p

-

、。

φ
ゎ

vhvア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
大
陸
法
の
場
合
と
凶
列
な
り
労
働
組
合
の
存
在
自

体
を
刑
事
上
違
法
と
み
な
す
法
理
は
、
労
働
運
動
が
放
判
問
題
に
な
っ
た
一

九
世
紀
以
降
ほ
と
ん
ど
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
が
故
に
、
団
結
過
程
及
び
団
交

過
程
自
体
が
刑
事
上
違
法
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ

ハ
2
)

の
過
程
は
、
労
使
間
の
契
約
の
自
由
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

故
、
交
渉
力
の
あ
る
使
用
者
は
、
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
き
被
用
者
を
自

由
に
解
雇
し
、
白
山
間
に
団
交
要
求
を
拒
否
し
え
た
。
さ
ら
に
、
黄
犬
契
約
の

効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
黄
犬
契
約
下
の
労
働
者
に
対
す
る
労
働
組
合

の
組
織
化
活
動
は
、
契
約
違
反
誘
致
と
し
て
差
止
命
令
に
よ
る
禁
止
の
対
象

と
さ
れ
た
。
総
じ
て
、
団
結
活
動
、
団
交
活
動
が
コ
モ
ン
ロ
ー
上
独
自
の
法

的
保
護
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
団
結
過
程
、
団
交

過
程
か
ら
生
ず
る
紛
争
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の

解
釈
の
問
題
と
し
て
は
黄
犬
契
約
の
場
合
を
除
き
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
団
結
活
動
、
団
交
活
動
の
権
利
性
を
認
め
る
立
法
が

な
さ
れ
た
後
に
は
、
当
該
立
法
の
解
釈
適
用
と
し
て
の
法
律
紛
争
が
裁
判
所

に
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
さ
節
で
検
討
さ
れ
る
。

コ
モ
ン
ロ
ー
の
解
釈
適
用
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
主
に
争
議
過
程
か
ら
生
じ

〔

3
〉

た
。
コ
モ
ン
ロ
ー
の
基
礎
に
あ
る
考
え
は
、
自
由
な
公
開
さ
れ
た
市
場
へ
の

〈

4
)

権
利
(
円
高
玄
同

0
1
3
2仏
毛

2
2
p
g
の
保
護
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
に
、
あ
る
べ
き
「
自
由
な
公
開
さ
れ
た
市
場
」
の
概
念
が
前
提
と
さ

れ
、
取
引
の
自
由
と
個
々
人
の
自
由
競
争
が
奨
励
さ
れ
る
。
自
由
な
取
引
の

結
果
た
る
合
意
は
原
則
と
し
て
有
効
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
合
意
の
内
、

自
由
競
争
秩
序
自
体
を
否
定
す
る
も
の
は
無
効
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
自
由
競

争
秩
序
自
体
を
侵
申
一
目
す
る
行
為
は
非
難
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

経
済
法
や
労
使
関
係
を
規
制
す
る
法
制
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
後
者
に
関

し
、
共
謀

(
S
E宮
日
々
〉
の
法
理
、
営
業
制
限
(
円
2
r百
件
む
町
内
円
え
る

の
法
閣
内
及
び
契
約
違
反
誘
致
ハ
百
合
丘
コ
田
町
2
与

え

gコ
片
言
ユ
〉
の
法
理

が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
法
理
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。
争
議
行
為
の
集
四
階

は
共
謀
の
法
理
の
適
用
を
、
争
議
行
為
の
本
来
有
す
る
取
引
制
約
性
は
営
業

制
限
の
法
理
の
適
用
を
促
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
両
法
理
は
、
具
体
的
事
件

に
お
い
て
は
一
体
と
な
り
、
あ
る
績
の
争
議
行
為
を
営
業
制
限
の
共
謀

〈

5
v

(
g
E
Z
E
Q
片
口
百
ω
昨
日
百
件
。
ご
ヨ
舟
)
と
み
な
し
た
と
い
わ
れ
る
。
契
約

違
反
誘
致
の
法
理
は
、
既
成
の
契
約
関
係
に
対
す
る
第
三
者
の
介
入
の
み
を

規
制
対
象
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
契
約
締
結
の
可
能
性
を
有
す
る
当
事
者

間
の
潜
在
的
関
係
に
対
す
る
第
三
者
の
介
入
を
も
規
制
対
象
と
し
た
。
そ
れ
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故
、
「
什
由
な
公
開
さ
れ
た
市
場
へ
の
権
利
」
は
、
そ
の
法
理
の
基
礎
の
一
つ

〈

6
)

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
o

争
議
過
程
を
規
制
し
た
法
と
し
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
外
に
連
邦
法
た
る
反

ト
ラ
ス
ト
法

3
7
2
5
2
法
、
。

-agロ
法
)
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
目
的
は
、
独
占
の
弊
害
を
な
く
す
た
め
に
、
州
際
文

は
外
国
と
の
通
商
の
制
限
や
独
占
を
目
的
と
す
る
結
合
若
し
く
は
共
謀
を
禁

止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
労
働
組
合
の
大
規
模
化
に
伴
う
活
動
の
州
際
性
及

アメリカにおける「不当労・働行為制度」の形成 け

び
争
議
行
為
の
集
団
也
、
取
引
制
約
性
は
、
争
議
行
為
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス

ト
法
の
適
用
を
余
儀
な
い
も
の
と
し
た
。

コ
モ
ン
ロ
ー
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
る
争
議
過
程
に
対
す
る
規
制
は
、
二

節
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
。

(
1〉
こ
こ
に
い
う
団
結
権
と
は
、
広
義
の
意
味
で
あ
り
、
団
交
権
、
争

議
権
を
も
含
む
。

(

2

)

労
使
間
に
は
実
質
的
意
味
に
お
け
る
契
約
の
自
白
は
存
し
な
い
、

と
の
認
識
が
一
般
化
し
た
の
は
一
九
三

O
年
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
以

前
に
州
の
警
察
権
(
吉
-
R何
回
石
毛
ぬ
る
に
基
づ
き
立
法
化
さ
れ
た
最

長
労
働
時
間
法
、
最
低
賃
金
法
、
反
黄
犬
契
約
法
は
、
多
か
れ
少
な

か
れ
労
使
関
の
交
渉
力
不
平
等
な
り
と
の
事
実
認
識
に
基
づ
い
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
立
法
の
多
く
は
違
憲
と
判
示
さ
れ
た
。
違
憲
理
由

は
、
自
由
競
争
原
理
の
法
的
表
現
た
る
適
法
手
続
条
項
及
び
平
等
取

扱
条
項
の
違
反
で
あ
っ
た
。
警
察
権
に
つ
い
て
は
、
高
原
賢
治
「
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
〔
警
察
権
能
L

の
理
論
の
展
開
付
。
」
同
家
学
会

雑
誌
七
四
巻
九
・
十
号
十
一
・
十
二
号
(
一
九
六

O
年
)
が
詳
し
い
。

な
お
、
労
働
関
係
と
警
察
権
能
と
の
関
係
は
、
同
論
文
、
十
一
・
十

二
号
、
一
一
一
九
頁

l
六
一
ニ
頁
に
お
い
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

円
、
戸
牛
毛
布
斗
巳
-
2・Fω
『

2
0
5官三
2

2
ハ
目
。
乙

z
n
t
s
∞mw円
程
一
三
l

口問・

5}・
一
・
(
一
宏
口
)
宅
・
日
l
一
た
・
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
一
と
争
議

行
為
と
の
関
係
を
網
羅
的
に
検
討
し
て
い
る
。

(
4
)
E
L
-
-
七
・
一
白
?
…
J

司
王
宮
=
「

H
J
9
2
2・
F
E
Z
-
r
q
{

己
百
円
、
ロ
ポ
〈
む
『

H
，C
H
丹
(
一
回
全
〉
℃
-
一
口
N
M

(
5
)
(
U
m
q
E
}
一戸

U
E四
7
2丹
い
ご

Hkmwr2HνErr-己
古
〉
口
市
コ

c
E
Hロ
デ
E
l

件

同

可

(

一

U
A
∞
)
司
古
・
∞
吋
ω
1
1∞〕よ・

(
6
)

「
斗
己

-
2・
3
℃
己
ア
℃
・
一
ou.

第
二
節

争
議
行
為
に
対
す
る
規
制

第
一
款

可
f
J一
共
謀
の
法
斑

「
Lコ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
争
議
行
為
の
規
制
が
い
か
に
な
さ
れ
た
か
を
理
解
す

る
に
は
、
ま
ず
共
謀
の
法
理
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
謀
と
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
規
制

~I::法24(2 ・ 109)341

「
違
法
な
目
的
又
は
正
当
な
目
的
を
違
法
な
手
段
で
な
そ
う
と
す
る
こ
人
以

上
の
合
意
」
で
あ
り
、
か
よ
う
な
合
意
を
な
し
た
も
の
は
後
述
す
る
法
的
効

果
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
法
的
効
果
の
差
異
か
ら
本
法
見
で
い
う
共
謀
は
次



ポ|

(
1〉

の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

m，
は
、
(
刑
事
)
共
謀

(
5
5
5
ω
-
8
5官
町

R
5

資

で
あ
る
。
こ
の
共
謀
と
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
損
害
を
発
生
さ
せ
る
外
形
的

な
行
為
す

Z
ユ
R
C
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
そ
の
違
法
性
は
、
損
害
の
発

生
一
で
は
な
く
謀
議
〈

g
三
丘
2
弘
5
口
)
自
体
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
対
す
る
法

的
効
果
は
刊
事
制
裁
で
あ
る
。
第
二
は
、
(
民
事
〉
共
謀
で
(
円

7
4
-
g
E宮
日
々
)

あ
る
。
こ
の
共
謀
と
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
凱
官
官
を
発
生
さ
せ
る
外
形
的
行

為
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
法
的
効
果
と
し
て
、
損
害
を
う
け
た

者
は
、
損
害
賠
償
請
求
と
違
法
行
為
の
差
止
を
討
求
し
う
る
。
な
お
、
刑
事

共
謀
、
民
事
共
謀
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
は
共
謀
自
体
の
性
質
に
基
づ
く
柔

災
で
は
な
く
、
共
謀
に
対
す
る
法
的
効
果
の
違
い
に
基
つ
く
差
異
で
あ
る
こ

と
を
再
度
注
恕
さ
れ
た
い
。

共
謀
の
法
浬
の
特
徴
と
し
て
ミ
ル
ズ
と
モ
ン
ト
、
コ
メ
リ
ー
は
次
の
四
点
を

(
2
)
 

あ
げ
て
い
る
。
①
悪
立
自
体
を
違
法
と
す
る
。
②
個
人
で
な
せ
ば
合
法
的
行

〈
日
)

為
も
集
問
的
で
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
違
法
と
な
る
。
③
違
法
計
回

〈
甘

-c丹
〕

が
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
共
謀
者
全
員
が
そ
の
立
を
負
う
。
④
共
謀
の
日
的
、
か

違
法
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
合
法
的
な
行
為
も
含
む
そ
の
付
的
達
成
の
た
め
に

な
す
総
て
の
行
為
は
進
法
と
な
る
。

労
働
組
合
運
動
の
集
団
性
、
つ
ま
り
対
使
問
者
の
関
係
に
お
い
て
な
す
組

合
員
相
互
間
の
ム
日
立
が
本
法
理
適
用
の
基
礎
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
争
議
行
為
の
日
的
、
手
段
の
是
非
に
よ
り
当
該
争
議
が
共
謀
に
該
当
す

る
か
否
か
が
判
断
さ
れ
た
。
次
に
、
こ
の
問
題
を
ご
く
簡
単
に
年
代
を
追
っ

て
概
観
す
る
。

違
法
な
争
議
行
為
は

一
九
世
紀
初
頭
か
ら
一
八
八

O
年
に
か
け
て
(
刑

中
引
)
共
謀
と
認
定
さ
れ
、
そ
れ
以
降
一
九
一
ニ

0
年
代
ま
で
は
(
民
事
)
共
謀

と
認
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
は
、
刑
事
共
謀
期
、
民
事
共
謀
期
と
よ

ば
れ
て
い
る
。

(
4〉

一八

O
六
年
の
フ
イ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
靴
職
人
事
件
に
お
い
て
当
該
争
議
行

為
が
(
刑
事
〉
共
謀
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
て
か
ら
一
八
八

O
年
頃
ま
で
が
刑

事
共
謀
期
で
あ
る
。
(
刑
事
)
共
謀
と
い
っ
て
も
英
同
と
兵
な
り
労
働
組
合
の

存
在
自
体
が
違
法
つ
ま
り
刑
事
共
謀
な
り
と
の
法
理
は
ほ
と
ん
ど
形
成
さ
れ

(
5〉

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
個
々
の
争
議
行
為
の
日
的
及

(
6
)〔
7
)

び
そ
の
際
に
採
用
さ
れ
た
争
議
手
段
の
違
法
性
の
み
で
あ
っ
た
。

争
議
行
為
に
対
す
る
(
刑
事
)
共
謀
の
適
用
は
一
八
八

O
年
頃
ま
で
に
次

第
に
減
少
し
、
一
八
八

O
年
以
降
は
、
(
民
事
〉
共
謀
を
理
由
と
す
る
差
止
命
令

が
大
い
に
利
用
さ
れ
た
。
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
の
容
易
さ
と
迅
速
性
が
そ

の
理
由
と
思
わ
れ
る
ο

つ
ま
り
、
(
刑
事
)
共
謀
事
件
に
お
い
て
は
陪
審
員
の

関
与
が
必
要
と
さ
れ
、
陪
審
員
の
中
に
は
労
働
組
合
に
同
情
的
な
人
も
少
な

く
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
刑
事
裁
判
に
は
諸
々
の
証
拠
法
上
の
制

~t ii;24(2 ・ 110)342



約
も
存
し
て
い
た
の
で

λ
刑
事
)
共
謀
の
認
定
は
困
難
で
あ
っ
た
。

ガ

ハ
民
事
〉
共
謀
を
理
由
と
す
る
差
止
命
令
を
発
布
す
る
に
は
、
陪
審
員
の
関

与
は
不
必
要
で
あ
り
、
証
拠
法
上
の
制
約
も
少
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、

-
方
の
申
請
の
み
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
う
る
一
時
的
制
止
命

令
(
ヨ
宮
崎
件
。
な
ヨ
℃
2
ロ
ミ
耳
切
片
5
5
5
m
2
r
c
さ
え
認
め
ら
れ
て
い
た

{
8
X
9
)
 

の
で
、
差
止
命
令
は
容
易
か
つ
迅
速
な
救
済
方
法
で
あ
っ
た
。

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成け

一
八
八

O
年
頃
か
ら
争
議
行
為
の
原
則
的
合
法
性
が
確
立
さ
れ
る
一
九
一
一
一

0
年
代
ま
で
が
(
民
事
)
共
謀
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
も
、
争
議
行
為
の
違

法
性
、
つ
ま
り
、
(
民
事
〕
共
謀
該
当
性
は
、
争
議
目
的
及
び
争
議
手
段
の
違

法
性
い
か
ん
に
よ
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
違
法
性
の
判
断
基
準
と
し
て
比
較
的

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
を
二
、
一
二
掲
げ
て
み
た
い
。
第
一
は
、
主
要
日
的
説
と
も

(
川
)

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
争
議
目
的
は
、
通
常
、
①
自
己
の
労
働
条
件
の
維

持
、
改
葬
と
の
目
的
、
②
使
用
者
に
害
を
与
え
る

H
的
、
と
を
有
す
る
と

し
、
そ
の
内
い
ず
れ
が
主
要
目
的
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
争
議
の
違
法
性
を
判

断
す
る
。
争
議
の
主
要
目
的
が
前
者
で
あ
れ
ば
合
法
と
さ
れ
、
後
者
で
あ
れ

ば
違
法
と
さ
れ
た
。
第
二
は
、
正
当
事
由
(
]
ロ
込

2
5
q
)
説
で
あ
る
。
こ

の
説
に
よ
れ
ば
、
他
人
の
権
利
に
対
す
る
怠
図
的
干
渉
に
よ
る
損
害
の
発
生

又
は
そ
の
お
そ
れ
は
一
応
の
訴
訟
の
原
因
な
5

5
『R
5
2
5。
ぇ

2
2
5ロ)

と
な
り
う
る
が
、
被
行
が
そ
の
行
為
の
正
当
性
を
立
証
し
た
な
ら
ば
そ
の
責

(
日
〉
(
げ
)

を
免
れ
う
る
。
第
三
は
、
違
法
手
段
(
三
何
回
乙

E
Eコ
乙
説
で
あ
る
。
争
議

目
的
で
は
な
く
争
議
手
段
を
判
断
基
準
と
す
る
。
違
法
と
さ
れ
る
の
は
、
暴

行

会

5
-
2
2
)
、
強
要
(
『
E吋
円
。
)
、
威
嚇

(53ω
仲
間
)
、
強
制

(
5
2
n
Z口)、

脅
迫

(

F

ロ
t
E
E
m凶
丹
同
(
》
コ
)

で
あ
り
、

合
法
と
さ
れ
る
争
議
手
段
は
、
結
合

(
U
X
H
)
 

(
2
2ゲ
5
2同
5
ロ
)
及
び
説
得
(
宮

R
E
t
s〉
で
あ
る
。
そ
の
他
の
判
断
基

準
と
し
て
は
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
違
法
目
的

(
己
認
乙
宮
司
宮
古
〉
説
や
怒
S

B

U

(

冒
と
お
る
を
重
視
す
る
立
場
が
あ
っ
団
山

か
よ
う
に
争
議
の
違
法
性
の
判
断
基
準
は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
具
体

的
適
用
の
結
果
、
結
論
、
か
異
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
多
く
は
な
か
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
い
か
な
る
説
に
よ
っ
て
も
、
労
働
時
間
短
縮
や
賃
上
げ
要
求
を
目
的

を
す
る
争
議
は
合
法
と
さ
れ
、
一
方
、
政
治
的
圧
力
を
か
け
る
た
め
の
争
議

や
同
情
ス
ト
は
違
法
と
み
な
さ
れ
た
。
主
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ク
ロ

l

(
問
)

、
ス
ド
シ
ョ
ッ
プ
を
要
求
す
る
争
議
の
是
非
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
組
合

非
加
者
や
ラ
イ
バ
ル
組
合
加
入
者
の
解
雇
を
要
求
す
る
ス
ト
が
問
題
と
な
っ

た。
(
1〉
「
叫
，

i
r
p
c
-
v
-
己
件
、
円
)
・
四
円
・

ζ
2
2
z
ロ
・
明

2
r
C
M
Y
〉

-
Z
2
0
0ロピゲ
2
E戸
(
一
自
己
石
-ω
∞吋
1
8∞・

(
2〉

Z
・
〉
・

Y
向
ニ
ロ
邸
内
山
口
ハ
凶
阿
川
開
玄

B仲
間

2
5
2ア
O
円四

S
M
E
L
T
-
r
c吋

(一回ム印一)同
y

印』〕
0
.

(
3
)

集
団
化
に
よ
る
違
法
の
理
由
づ
け
は
、
川
辺
公
一
一
一
色
労
働
紛
争
と

~tì1;24(2 ・ 11 1)343



市千

裁
判
」
(
一
九
六
五
年
〉
七
四

l
七
七
頁
、
円

-
U
}
}
F
8・
1
F
u

宅

ωDvi--
ぉ
・
を
み
ら
れ
た
い
。

(
4
)
事
案
は
、
靴
職
人
達
が
一
定
の
賃
金
以
下
で
は
働
か
な
い
旨
の
中

し
ん
口
せ
を
し
、
使
用
者
に
ス
卜
を
な
す
と
と
も
に
、
脅
迫
的
手
段
を

も
っ
て
他
の
職
人
に
ス
卜
参
加
を
よ
び
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
レ

ビ
ィ
必
判
官
は
、
「
労
働
者
の
賃
金
引
上
げ
の
た
め
の
問
紡
は
二
章
一
の

観
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
自
分
遠
の
利
益
の
た
め
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
仲
間
に
加
わ
ら
な
い
者
を
害
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
原
則
は
、
こ
の
両
者
を
と
も
に
回
訓
す
る
」
と

判
一
示
し
、
刑
事
共
謀
の
成
立
を
認
め
た
。

(
5〉
肉
牛
耳
、
吉
開
J
F

〈
芹
件
。
:
何
日
】
『
〉
E
司
即
日
S
Fロ
『
己
円
の
E
q
-
-
J
P
}
O
H
h
E戸、

』

CE-ロ
己
〈
《
ニ
・

ω
印(一
U
N
m
)
℃

∞

N
m
-

例
外
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ィ
ル
フ
ィ
ア
靴
職
人
事
件
の
レ
ビ
ィ

9
0
4
)

判
事
と
司

2
1命
〈
・
出
各
自
事
件
(
一
八
三
五
年
)
の
サ
ベ

l
ジ

〈
ω雪
印
問
。
)
判
事
の
怠
見
と
い
わ
れ
る
。

(
6
)

一
八
四
二
年
の
の
G
5
2
0コ2
2
}
丹『〈

-z=三
に
よ
っ
て
、
共
謀

の
法
理
は
明
確
に
さ
れ
た
。
事
案
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
の
締

結
を
要
求
す
る
ス
ト
が
刑
事
共
謀
に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
の
シ
ョ

13zε

判
事
は
、
「
同
一
職
業
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
人
を
組
合
に
参
加
せ
し

め
よ
う
と
す
る
目
的
は
違
法
で
は
な
い
」
と
し
、
且
つ
、
本
件
争
議

に
用
い
ら
れ
た
手
段
も
欺
問
や
脅
迫
に
該
当
し
な
い
、
と
判
示
し
刑

事
共
謀
の
成
立
を
否
認
し
た
。

資

(
7
)

こ
の
時
期
の
判
決
を
紹
介
し
た
主
要
伝
論
文
は
次
の
も
の
で
あ

る
。
良
川
忠
久
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ

1
法
尽
の

変
選
過
程
」
法
と
政
治
二
一
巻
二
号
〈
一
九
七

O
年
)

野
村
平
繭
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
団
結
権
の
歴
史
」
未
弘
還
暦
論
文

集
一
団
結
権
の
研
究
」
所
収
(
一
九
五

O
年〉

が
沼
謙
一
「
総
菜
権
の
生
成
過
程
」
一
橋
大
川
十
法
乍
会
編
「
現
代
法

学
の
諸
問
題

a-所
収
(
一
九
五
二
年
〉

ζ
3
9
5
ω
・
吋
戸
町
ロ
2
・
H，

Z

Tユ可
K
P
5
2
2ロ
(
い

S
弓
E
G

(
U
2
2
・(一

8
3
・
特
に
、
タ
l
ナ
!
の
論
文
は
詳
細
で
あ
る
。

(
8〕
差
止
命
令
に
つ
い
て
は
、
福
島
正
夫
「
労
働
差
止
命
令
の
理
論
と

実
際
お
よ
び
ノ
リ
ス
・
ラ
カ
|
デ
イ
ア
法
ま
で
の
立
法
史
」
比
較
労

働
法
研
究
会
、
「
米
国
労
働
差
止
命
令
し
(
一
九
五

O
年
)
所
収
が
詳
し

、0
・し
V

(
9
)

労
働
差
止
命
令
に
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
基
づ
く
も
の
と
シ
ャ
!
?

ン
法
に
基
づ
く
も
の
が
あ
り
、
前
者
の
ガ
が
よ
く
利
用
さ
れ
た
。
そ

の
理
由
は
以
下
で
あ
る
。
①
シ
ャ

l
マ
ン
法
に
基
づ
く
差
止
命
令
は

当
事
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
え
ず
連
邦
地
方
検
事
の
み
が
提
起
し
え

た
。
但
し
ク
レ
イ
ト
ン
法
は
私
人
に
よ
る
差
止
命
令
の
申
請
を
認
め

る
。
②
一
九
一
一
一
一
年
以
降
、
差
止
命
令
申
請
の
た
め
の
予
算
が
削
除

さ
れ
た
。
同
上
論
文
二
六
頁

O
E
m
Z
5
J
C古
門

戸

?

℃

∞

吋

0
.

明
C
円rcιFMWc-v-
の戸丹
i

・官・

ω
∞U
・

こ
の
一
説
の
長
大
の
問
題
点
と
し
て
正
当
性
の
基
準
の
あ
い
ま
い
さ

~t l1;24(2 ・ 112)344

(問〕
〈け〉

(
刊
は
〉



(寸

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
テ
ー
ラ
ー
は
よ
り
目
《
体
的
基
準
と
し
て
①
悪

意
の
不
存
在
、
②
当
該
行
為
は
行
為
者
の
直
接
且
つ
密
接
し
た

2
5
2
2
L
E
g
a
z
o
)
利
益
の
た
め
、
③
競
争
の
類
推
可
能
、

を
あ
げ
て
い
る
。
、
吋
丘
一
2
・

8
・
2
ア
宅
-
一
∞
ム
ー
ー
一
∞
吋
・

〈内川

)
H
W
L
i
z
H
W
巧
M
2
0
u
C
2
2
5
d
g
Zロ
「
与

2
E
m官三
2
・(一回
ω
N

H
N
3
)
ユ
ロ
件
。
仏
-
一
回
目
白
)
司
・
印
ω
・

(
川
門
〉
こ
の
説
の
欠
点
と
し
て
、
①
強
制
、
威
嚇
等
の
内
容
が
あ
い
ま
い
、

②
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
に
は
や
は
り
行
為
の
目
的
を
も
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
は
は
〉
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
蔦
川
忠
久
「
ア
メ
リ
カ
争
議
法
理
論
史
に

関
す
る
一
考
察

H
O」
法
と
政
治
二
三
巻
二
号
(
一
九
七
二
年
)
二

四
巻
一
号
(
一
九
七
三
年
〉
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

ハ
ぱ
山
〉
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
裁
判
所
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
を
要
求

す
る
争
議
を
違
法
と
み
な
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
は
、
そ
れ

を
合
法
と
み
な
し
た
。
よ
り
詳
し
く
は
問
中
和
夫
『
米
国
労
働
法
F
「

(
一
九
五

O
年
)
一
一
六

l
四
六
頁
を
み
ら
れ
た
い
。

アメリカにおける「不当労働行為市l度」の形成

二
信
業
制
限
の
法
理

営
業
制
限
の
法
理
は
、
自
由
競
争
秩
序
の
保
護
の
た
め
、
営
業
を
制
限
す

る
合
意
を
無
効
と
す
る
際
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
法

理
が
争
議
行
為
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
組
合
員
相
互
間
の
合
意
を
無
効

と
す
る
の
で
は
な
く
、
共
謀
の
法
理
と
結
び
つ
き
違
法
な
争
議
行
為
を
営
業

制
限
の
共
謀

(
E
E
U
H
g
a
E
H
2門
g
U丹
C
ご
日
号
)
と
み
な
し
た
と
い
わ

れ
る
。
「
罷
業
と
は
、
組
合
員
間
の
強
固
な
団
結
の
約
定
が
、
共
同
の
取
引
停

止
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
団
結
と
は
、
か
よ
う

な
罷
業
を
前
提
と
し
、
そ
の
威
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

い
わ
ば
一
潜
在
的
な
状
態
に
あ
る
罷
美
一
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
罷
業
の
適
法
性
を
論
ず
る
場
合
に
、
そ
の
前
提
を
な
す
強
固
な

(
2〉

共
同
行
動
の
約
定
に
対
す
る
法
的
評
価
が
重
要
な
意
味
」
を
も
っ
、
と
論
じ

ら
れ
る
ご
と
く
組
合
員
相
互
悶
の
約
定
の
取
引
制
約
性
、
つ
ま
り
、
違
法
性

が
本
法
理
の
適
用
を
促
し
た
。
そ
し
て
、
約
定
内
容
の
違
法
性
は
約
定
行
為

の
集
団
性
に
謀
介
さ
れ
て
、
共
謀
の
4

コ
ロ
ラ
リ
l
た
る
営
業
制
限
の
共
謀

の
観
念
す
)
成
立
せ
し
め
た
。

次
に
、
本
法
理
と
争
議
行
為
の
関
係
を
検
討
す
る
。
争
議
行
為
は
以
下
の
、3
)

諸
事
自
の
内
一
事
由
で
も
若
山
起
す
れ
ば
形
式
上
営
業
制
限
と
み
な
さ
れ
た
。

①
公
衆
が
商
品
市
場
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
公
衆
に
損
害
を
与
え
る
。

②
使
用
者
間
の
競
争
の
自
由
を
妨
げ
る
。
③
使
用
者
が
労
働
市
場
を
利
用
す

る
こ
と
を
妨
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
質
的
に
も
違
法
と
判
断
さ
れ
る
た

北法24(2・113)345

め
に
は
、
営
業
制
限
の
態
様
が
以
下
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

〈

4
V

、
か
必
要
と
さ
れ
た
。
①
不
合
理
且
つ
不
当
な

(
E
H
2
3
5
E
2邑
口
3
5
E
l

EU}勾
)
競
争
方
法
に
よ
る
時
。
②
強
制
、
詐
欺
、
暴
行
そ
の
他
不
法
行
為
に
よ



キヰ

る
時
。

資

な
お
、
本
法
理
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
た
る
シ
ヤ

l
マ
ン
法
一
条
に
も
導
入
さ

〈

5
)
れ
、
組
合
運
動
を
大
い
に
抑
圧
し
た
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。

(
1
〉
例
え
ば
、

A
B
聞
で

A
は
B
の
居
住
地
附
近
で
あ
る
種
の
営
業
に

従
事
し
な
い
と
の
協
定
を
な
し
、
違
反
し
た
な
ら
ば
違
約
金
を
支
払

う
と
約
束
し
た
と
し
て
も
、
営
業
制
限
の
法
理
に
よ
り

A
は
こ
の
約

束
に
な
ん
ら
拘
束
さ
れ
ず
、
そ
の
協
定
に
違
反
し
て
も
違
約
金
の
支

払
義
務
は
生
じ
な
い
。

(
2
)

凶
辺
公
ニ
前
掲
書
八
二

i
八
三
頁
。

(
3
)

ロ
E
間
宮
ユ
予
告

2
7
℃
・
∞
お

(
4
)
M
E
p
w
甘
∞
日
・

(
5〉
反
ト
ラ
ス
ト
訟
に
与
え
た
コ
モ
ン
ロ
ー
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

∞
耳
目
ロ

p
c
r
z
g
L
ω
7
2
E
E
〉

2
・(一
S
O
)
日】七

M
O
m
-
-
同一。

を
み
ら
れ
た
い
。

一一一争
議
行
為
は
、
契
約
違
反
誘
致
を
刻
一
巾
と
す
る
差
止
命
令
に
よ
っ
て
も
大

契
約
違
反
致
誘
の
法
理

い
に
抑
制
さ
れ
た
。
契
約
違
反
誘
致
の
法
理
は
、
契
約
関
係
を
対
外
的
に
保

護
す
る
も
の
で
あ
る
。
正
当
な
理
由
な
く
且
つ
故
意
に
他
人
の
契
約
関
係
を

侵
害
す
る
こ
と
は
契
約
違
反
誘
致
に
な
る
と
さ
れ
、
か
よ
う
な
行
為
を
し
た

も
の
は
損
害
賠
償
の
支
を
負
い
、
且
つ
当
該
行
為
は
差
止
命
令
の
対
象
と
な

る
。
本
法
制
止
の
歴
史
的
系
譜
は
、

ロ
1
7
法
上
の
官
民
2

F
百
二
回
目
に
さ
か

;Iti去24(2・114)346

の
ぼ
り
、
英
国
に
お
い
て

F
Z
B
-
a
〈
・

0
3
(
一
8
3
事
件
に
適
用
さ
れ
て

(
3〉

か
ら
本
法
理
は
広
く
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

本
法
理
適
用
の
際
の
主
要
問
題
の
一
つ
は
、
い
か
な
る
契
約
(
関
係
)
が

本
法
理
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
か
、
と
の
問
題
で
あ
っ
た
。
公
け
の
政
策
に
反

ハ
4
}

し
な
い
契
約
は
す
べ
て
保
護
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
第
三
者
が
干
渉
し
な
け
れ

ば
契
約
が
締
結
さ
れ
る
め
骨
骨
を
有
す
る
契
約
以
前
の
関
係
も
保
護
さ
れ

日
戸
つ
ま
り
、
第
三
者
に
よ
る
子
渉
は
、

期
待
権

(
匂
円
。
ω
℃ヨ
u品
い
凶
〈
一
角
川
日
目
〈
m
l
i

三
お
る
の
侵
害
と
し
て
不
法
行
為
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ

〈

6
〉
る。

次
に
、
本
法
理
が
労
動
組
合
運
動
に
い
か
に
適
用
さ
れ
た
か
を
検
討
し
よ

う
。
そ
れ
は
二
つ
の
場
合
に
わ
け
ら
れ
る
。

第
一
は
、
組
合
が
被
用
者
に
対
し
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
す
る
よ
う
働
き
か

け
る
場
合
で
あ
る
。
被
用
者
の
雇
用
契
約
が
期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の
な
ら

ば
、
組
合
の
働
き
か
け
は
契
約
破
棄
の
勧
奨
と
な
り
契
約
違
反
誘
致
に
該
当

(
6
)
 

す
る
。
さ
ら
に
、
被
用
者
の
雇
用
契
約
が
任
意
に
終
了
さ
せ
得
る
も
の
〈
三
1

5-一
巴
ロ

1
3ヨ
g
C
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
契
約
破
棄
の
勧
奨
は
契
約
違
反

誘
致
に
な
る
場
合
が
多
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
大
多
数
の
判
例
は
、

任
意
に
終
了
さ
せ
得
る
契
約
関
係
の
存
続
が
一
応
当
事
者
間
で
事
実
上
予
定

さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
期
待
利
益
も
現
に
存
在
す
る
以
上
、
他
人
を



誘
致
し
て
か
よ
う
な
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
狭
義
の
契
約
違
反
誘
致
と

〈

7
)

同
視
し
て
よ
い
と
考
え
た
し
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
但
し
、

」
の
場
合
に

は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
の
破
棄
を
勧
奨
す
る
場
合
よ
り
免
責
の
幅
は

広
か
っ
た
。
そ
の
他
、
契
約
解
除
時
に
予
告
(
ロ
c
t
nら
を
す
る
義
務
が
あ

る
場
合
に
、
そ
れ
に
反
す
る
行
為
を
勧
め
る
こ
と
及
び
契
約
条
件
に
ス
ト
不

参
加
条
項
が
あ
る
場
合
に
、
ス
ト
参
加
を
よ
び
か
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

契
約
違
反
誘
致
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
。

け

本
法
理
の
第
二
の
適
用
例
は
、
組
合
が
黄
犬
契
約
下
に
あ
る
被
用
者
に
対

し
組
合
加
入
を
勧
め
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
ヒ
ッ
チ
マ
ン
石

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

炭
、
コ
ー
ク
ス
会
社
対
ミ
ッ
シ
ェ
ル
事
件
、

E
E
S
E
の

s-
ロ
互
の

c
z

(
8〉

の
3

J

〈
・
玄
広
円
Z
Z
-
Mム
印
己
∞
-
M
M
P
C
2
3
で
判
示
さ
れ
た
よ
う
に

当
該
行
為
は
契
約
違
反
誘
致
に
な
る
。

本
法
理
は
、
二

O
世
紀
初
頭
以
降
、
労
働
組
合
運
動
抑
圧
の
た
め
に
大
い

に
利
用
さ
れ
た
。
特
に
、
裁
判
所
は
、
契
約
違
反
誘
致
行
為
を
禁
止
す
る
差

止
命
令
を
安
易
に
発
布
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
組
合
運
動
は
苦
し
い
立

場
に
た
た
さ
れ
た
。
因
に
、
損
害
賠
償
訴
訟
は
次
の
欠
点
・
含
有
し
て
い
た
の

で
、
差
止
命
令
の
方
が
使
用
者
に
と
り
よ
り
有
利
な
教
済
手
段
で
あ
っ
た
と

〔
日
)

い
わ
れ
る
。
①
組
合
は
支
払
能
力
に
欠
け
る
場
合
が
多
い
。
②
組
合
を
一
体

と
し
て
(
日
巾
三

5々
)
訴
え
る
手
続
が
困
難
。
③
組
合
に
同
情
的
な
人
が

〈
印
〉

防
審
員
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
④
判
決
が
な
さ
れ
る
ま
で
時
間
が
か
か
る
。

(
1
)

正
当
事
由
と
し
て
カ

l
ぺ
ン
タ

l
は
以
下
の
寺
山
を
掲
げ
て
い

る
。
①
自
己
の
契
約
法
上
及
び
財
産
法
上
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
。

②
生
命
、
名
誉
、
健
康
を
保
護
す
る
た
め
。
③
公
正
な

2
Z
E
2
1

2
Z
L
)
助
言
合
与
え
る
た
め
。
④
懲
戒
の
た
め
(
父
母
や
教
師
は
懲

戒
の
た
め
子
供
ぞ
生
徒
に
対
し
契
約
の
破
棄
を
主
張
し
う
る
)
、
救
済

し
て
ほ
し
い
と
当
局

(
2
5
2
E
g〉
に
訴
え
る
た
め
(
第
三
者
の

真
正
な
申
立
に
よ
っ
て
あ
る
人
の
営
業
許
可
が
取
消
さ
れ
た
場
合
、

そ
れ
に
よ
る
損
害
を
第
三
者
に
請
求
し
え
な
い
)
、
義
務
履
行
の
た

め
。
。
日
目
】

g
gア
.
H
E
q
p
Bロ
円
。
者
芹
y
n
c
D昨
E
n丹

HN己
主

-
o
E
.

F
3丘
Cd〈
如
何
己

2
・〈
C
}
・ム
-
(
F
U
M
e

宅
-
吋
品
目

i
吋四日・

(
2
)

あ
る
行
為
が
偶
然
契
約
違
反
誘
致
と
同
じ
結
果
を
生
じ
さ
せ
て
も

違
法
性
は
な
い
。
違
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
は
少
く
と
も

既
存
の
契
約
関
係
を
了
知
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
要
件
に
関

し
、
英
国
で
は
、
契
約
関
係
の
了
知
で
足
り
、
一
方
、
米
国
で
は
悪

意
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
。
伊
藤
正
己
編
「
笑
米
法
概
論
』
(
一
九

六
八
年
)
四
九
五
四
九
七
頁
。

(
3〉
∞
m
q
H
P
J
コLznFzm
∞円
E
n
y
q『
(
U
C
H
再

g
n同
俳

Z
2
2三
円
、
。
君

阿
佐
〈
広
君
ぐ
c-'ω
∞
(
一
∞

N
3
3・
m
g
l
m吋
口
・
は
、
本
法
理
の
系
譜

を
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
。

ハ
4
)
保
護
さ
れ
な
い
契
約
の
例
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
う

る
。
①
詐
欺
防
止
法
公

g
z
g
c二円
2
3
違
反
の
契
約
。
②
形
式

北法24(2・115)347



料

上
の
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
公
守

口
出
向
』
舟

ra)契
約
。
③
約
図
の
不
足
し
た
今
白
鳥
え

B
E正
O
B
t
l

g)
契
約
。
④
相
互
性
に
欠
け
る

(
-
R
r
o
h
自
己
E
5
5
契
約
。

⑤
条
件
の
不
確
定
な

(
5
9吋
g
2
3
0同
丹
市
同
旨
凶
)
契
約
。

H
J
2
8吋・

9目
y
n
X
J
切

-
y
u
∞O
l
l
U
∞一-

(
5〉

F
F
?
宅・

}
O
ミ
l
S
N
0・

(
6〉

E
L
J
宅

一

g
M
I
S
S・
h

円
・
、
『
主
耳
、
告
-
n
X
J
司
二
∞
・

(
7
〉
凶
辺
前
掲
書
七
九
頁
。

〈

8
〉
事
実
関
係
は
、
一
章
三
節
〔
=
己
を
み
ら
れ
た
い
。

(
9
)
C
g
ュa
c
-
C
B四
c
q
w
r
w
σ
2
E門ご
Z
F
h
E
(一
甲
町
一
〉
匂
-
U
∞・

U
J
5口同
2
¥円、与
2
F
Z
R
t
o
D回
目
仏
』
戸
牛
肉
。
忌
包
。
ピ
t
c
H

F
Eへ
〈
主
命
戸
白
岩
』
D
z
g州
尚
一
〈

c--g(
一8
0
)
司
・
芯
-

(
叩
〉
昔
一
宏
止
命
令
の
裁
判
に
は
陪
審
員
は
関
与
し
な
い
。
一
般
的
に
い
っ

て
、
裁
判
官
は
、
組
合
に
対
し
好
意
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

資

第
二
次

、ll
J一
歴
史
的
展
開

r
1
4

、
労
働
組
合
運
動
、
と
り
わ
け
争
議
行
為
を
規
制
し
た
も
の
と
し
て
反
ト
ラ

ス
ト
法
(
シ
ャ

i
マ
ン
法
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
〉
が
あ
げ
ら
れ
る
。
シ
ャ

l
マ

反
ト
ラ
ス
ト
訟
に
よ
る
規
制

ン
法
の
目
的
は
、
独
市
の
弊
容
を
な
く
す
た
め
に
、
州
際
又
は
外
凶
と
の
通

商
の
制
限
や
独
占
を
目
的
と
す
る
結
合
若
し
く
は
共
謀
を
禁
止
す
る
こ
と
で

あ
り
、
違
法
な
結
合
若
し
く
は
共
謀
を
な
し
た
者
は
以
下
の
責
を
負
う
と
さ

れ
た
。
第
一
は
、
軽
罪

(
E色。
B
2
5る
を
犯
し
た
者
と
し
て
刑
事
訴
追

北法24(2・116)348

を
う
け
る
。
第
二
は
、
連
邦
地
方
検
事
の
申
請
に
よ
り
当
該
行
為
に
対
し
て

差
止
命
令
を
発
布
さ
れ
る
。
第
三
は
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
う
け
た

者
へ
損
害
額
の
コ
一
倍
の
賠
償
金
支
払
い
義
務
を
負
う
。

集
団
性
及
び
取
引
制
的
性
を
本
来
有
す
る
争
議
行
為
は
、
市
場
の
円
滑
な

流
通
た
阻
害
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
対
象
と
さ
れ
た
。

一
九

O
八
年
の
レ

{
2
u
 

ー
ウ
ェ
対
ロ
ー
ラ
ー
事
件
、
「
定
者
伶
〈
・
「
ロ
毛
-
c
p
M
O
∞
C
・
ω
-
M
豆
w

以
降

八
九
三
年
来
シ
ャ
!
?
ン
法
は
争
議
行
為
に
適
用
さ
れ
、

広
く
適
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
争
議
行
為
に
シ
ャ
!
?
ン
法

を
適
用
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
運
動
は
、

一
九
一
四
年
の
ク
レ
イ
ト
ン
法
成

立
の
一
原
因
と
な
っ
た
。

ク
レ
イ
ト
ン
法
六
条
は
、
労
働
組
合
が
正
当
な
目
的
を
適
法
に
遂
行
す
る

二

O
条

」
と
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
禁
止
さ
れ
な
い
と
規
定
し
た
。
ま
た
、

は
、
原
則
と
し
て
労
働
争
議
に
制
止
命
令
、
差
止
命
令
を
発
布
し
て
は
な
ら

な
い
旨
定
め
た
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
法
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁

は
、
デ
ュ
プ
レ
ッ
ク
ス
印
刷
株
式
会
社
対
デ
ィ
ア

l
リ
ン
グ
事
件
、

2
5

ハ
3
〕

M
V
江
口
江
口
町
可
』

142v，
n
c
J
〈
・
ロ

2江
口
町
・

M
U
A

C-
∞
-
h
4
4
ω

・
今
回
目
〉
・
判
決

に
お
い
て
両
条
項
の
限
定
解
釈
を
な
し
、
争
議
行
為
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト

法
の
適
用
を
一
品
び
認
め
る
に
い
た
っ
た
。
さ
ら
に
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
一
六
条



は
、
私
人
に
よ
る
差
止
命
令
の
申
請
を
認
め
た
の
で
組
合
運
動
は
以
前
よ
り

(
4
V
 

抑
圧
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
労
働
組
合
運
動
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
か
ら
の
解
放

は
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ

1
デ
ィ
ア
法
の
成
立
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一一「にシ
ャ
!
?
ン
法
の
適
用
対
象
と
な
っ
た
争
議
の
類
型
は
争
議
主
体
及
び
そ

〈

6
)〔
6
v

の
態
様
に
よ
り
次
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
は
、
商
品
流
通
の
手

段
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
産
業
、
例
え
ば
運
輸
産
業
に
お
け
る
争
議
で
あ

争
議
と
の
関
連

(斗

一
八
九
四
年
の
プ
ル
マ
ン
(
司
三
宮
山
口
)

鉄
道
車
輔
会
社
事
件
が
こ
の

る。

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

系
統
に
属
す
る
。
第
二
は
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
手
段
に
よ
る
争
議
で
あ

る
。
争
議
の
相
手
で
あ
る
使
用
者
の
取
引
先
に
対
し
ス
ト
そ
の
他
の
手
段
で

圧
力
を
加
え
、
当
の
使
用
者
と
の
取
引
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
使
用

者
の
立
場
を
弱
ら
せ
、
争
議
に
勝
利
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
一
包
こ
の
類

型
の
争
議
は
、
取
引
制
限
の
意
図
が
重
視
さ
れ
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
対
象

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
、
相
手
会
社
の
生
産
量
、
販
売
量
の
規
模

が
大
き
い
場
合
に
、
そ
の
会
社
に
対
し
て
な
す
争
議
で
あ
る
。
争
議
に
基
づ

く
生
産
阻
害
に
よ
り
州
際
通
商
の
円
滑
な
流
れ
が
損
わ
れ
る
こ
と
が
反
ト
ラ

〈

8
〉

ス
ト
法
の
適
用
と
な
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

ジ
ャ

1
7
ン
法
の
解
釈
の
際
、
条
理
の
法
則
合
己
ゆ
え
円
8
5口
)
が
最
も

重
要
な
問
題
と
い
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
条
理
の
法
則
と
争
議
行
為
と

の
関
係
を
若
干
検
討
し
て
お
こ
う
。
条
理
の
法
則
と
は
、
個
々
の
事
件
に
お

い
て
特
定
の
結
合
や
共
謀
が
シ
ャ

1
7
ン
法
上
の
目
的
に
て
ら
し
違
法
か
谷

か
を
判
断
す
る
基
準
で
あ
る
。
条
理
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
場
合
に
結

合
な
い
し
共
謀
に
よ
り
州
際
通
商
が
違
法
に
制
限
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
①

州
際
通
商
を
制
限
す
る
意
図
が
存
し
且
っ
そ
の
制
…
限
の
効
果
が
直
接
的

(
缶
詰
円
。
、
重
大
(
自
己
2
2
3
、
実
質
的

(
E
Z
S己
主
)
な
場
合
。
②
州
際

通
商
を
制
限
す
る
意
図
が
推
定
さ
れ
る
ま
で
に
そ
の
制
限
が
直
接
的
、
重
大
、

実
質
的
な
場
合
。
③
実
質
的
制
限
は
伴
わ
な
い
が
州
際
通
商
を
制
限
す
る
意

図
が
存
す
る
場
合
。
以
上
の
内
、
一
一
一
番
目
の
意
図
を
重
視
す
る
考
え
方
が
争

議
に
多
く
適
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
は
、
争
議
目
的
が

本
来
有
す
る
取
引
制
約
性
、
つ
ま
り
、
州
際
通
商
制
限
性
を
一
面
的
に
強
調

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
1
)

こ
こ
で
述
べ
る
判
決
に
関
し
て
は
、
吾
妻
光
俊
「
シ
ャ
!
?
ン
法

と
ア
メ
リ
カ
の
労
働
規
制
付
句
同
」
法
律
時
報
一
八
巻
三
、
四
、
六

号
(
一
九
四
七
年
)
、
が
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

〈
2
)

〈
事
実
関
係
〉
北
米
帽
子
工
組
合
は
、
原
告
レ

i
ウ
ェ
経
営
の
帽

子
工
場
の
組
織
化
を
開
始
し
た
が
、
原
告
は
、
そ
れ
を
妨
害
し
た
。

組
合
及
び

A
F
L
は
、
原
告
に
圧
力
を
加
え
る
た
め
原
告
経
営
工
場

に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
帽
子
を
買
わ
な
い
よ
う
大
衆
に
訴
え
た
。
原

告
は
、
当
該
行
為
は
営
業
制
限
の
共
謀
に
該
当
す
る
と
し
て
シ
ャ

l

北法24(2・117)349



来↑

マ
ン
法
に
基
づ
き
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
た
。

(
3
)

〈
事
実
関
係
〉
国
際
印
刷
機
械
工
組
合
は
唯
一
の
未
組
織
工
場
で

あ
る
デ
ュ
プ
レ
ッ
ク
ス
会
社
の
組
織
化
を
開
始
し
た
が
、
会
社
は
そ

れ
を
妨
害
し
た
。
組
合
は
、
会
社
に
圧
力
を
加
え
る
た
め
同
組
合
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
部
を
し
て
会
社
の
印
刷
機
の
運
転
を
拒
否
さ
せ
、
ま

た
、
運
輸
業
組
合
の
協
力
を
得
て
会
社
の
印
刷
機
の
運
搬
を
拒
否
せ

し
め
た
。
会
社
は
、
当
該
行
為
は
営
業
を
制
限
す
る
共
謀
で
あ
る
と

し
て
、
シ
ャ
!
マ
ン
法
に
基
づ
き
組
合
の
な
し
て
い
る
当
該
行
為
の

差
止
を
求
め
た
。

(
4
)

ク
レ
イ
ト
ン
法
が
労
働
組
合
運
動
に
与
え
た
有
利
な
影
響
は
、
「
わ

ず
か
に
裁
判
所
侮
辱
罪
を
構
成
す
る
行
為
が
同
時
に
刑
事
犯
罪
を
構

成
し
て
い
る
事
件
に
お
い
て
陪
審
裁
判
を
認
め
る
と
の
条
項
士
一
一

条
、
二
二
条
)
」
だ
け
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

』

HN・〈
U
G
E
5
0
5
5
L
H
-
∞
・
〉
ロ
ι司
君
♂

HV
ユ=
2
1
0
3
h
H
b
r
2

「何回
t
F門
5
ロ・
(
k
p

三回
E

ぬハ日・一回目吋)甘・

ω∞吋・

(
5
)

吾
妻
光
俊
「
ア
メ
リ
カ
労
働
法
の
発
展
」
一
橋
論
叢
二
三
巻
四
号

(
一
九
五

O
年
)
二
九
四
|
二
九
五
頁
。

(
6〉
パ
!
?
ン
は
、
シ
ャ

1
7
ン
法
の
対
象
と
な
っ
た
争
議
行
為
を
、

①
輸
送
へ
の
干
渉
、
②
生
産
へ
の
干
渉
、
③
販
売
へ
の
干
渉
、
と
区

分
し
て
い
る

o
F
E
E
-
-古
-hz-
宅

一

8
1一2
.

(
7
)

以
下
の
判
決
が
こ
の
系
列
に
属
す
る
。

Hhcヨ
耳
〈
・
「
m
w
t
乙
c
F
M
O∞
d.ω
心
一
三
入
-uo∞)

。
戸
何
回
以
]
巾
同
司
ユ
コ
立

=m
司

3
E
n
o
w
〈
口
百
円
E
m
w
N印ム
-Cω
ム
ム
一

y

資

(}UN-) 
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ロ

ar止
の
己
主
C
口
ぬ
の
司
、
〈
E

]

D

ロ
2
3
4ロ再ロ

〉

ω
m
R
E
t
s
-
M吋
ム

d.ω
・
ωア

(-UNd-

(
8
)

以
下
の
判
決
が
こ
の
系
列
に
属
す
る
。

c

z

a

E
口
。
宅
2
5
2
c『
〉

5
2
2
〈・

P
S
E
E
(
U
S
E
D
-
-

N印
UC-ω
・ω主、
(
E
N
G
-

(
U
9
3
5
L
Q
(
U
Q白
}
の
p
-
〈

-
C
ζ
君

。

『

〉

s
q
R
P
M
E
d
-
ω
・日

U印

(
一

UM印一)

(
9
)

∞
2
5
5
u
C甘
-
E
・
3
・
一
句
llMON
・

な
お
、
パ

l
マ
ン
は
、
争
議
の
違
法
性
合
そ
の
目
的
で
は
ふ
ほ
く
そ
の

結
果
で
判
断
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

E
p
w
℃
-

M
土・

(
山
)
四
段
高
裁
は
、
第
二
次
コ
ロ
ラ
ド
事
件
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
判
示

し
た
。
「
商
品
製
造
や
生
産
に
対
す
る
違
法
又
は
不
法
な
妨
害
に
よ
っ

て
川
際
通
商
に
船
積
み
さ
れ
る
べ
き
商
品
の
供
給
を
減
ら
す
こ
と

は
、
通
常
、
州
際
通
商
に
対
す
る
間
接
的
(ZLMH百件

ω
E
R
g
o件。)

妨
害
で
あ
る
。
し
か
し
、
製
造
や
生
産
を
不
法
に
妨
害
す
る
意
図
が

(
傍
点
、
引
用
者
)
州
際
通
商
に
入
り
、
そ
こ
を
流
通
す
る
(
商
品
)

の
供
給
及
び
州
際
市
場
に
お
け
る
供
給
価
格
の
制
限
若
し
く
は
管
理

に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
に
は
、
か
よ
う
な
行
為
は
反
ト

ラ
ス
ト
法
に
直
接
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

P
E
E
L
E
〈
-
c
ζ
毛
色
〉
言
。
ュ
2
・
M
g
c
.
ω
M
U印、出件、

2
0
.

∞件。口。

(
U
ロ
2
2
ヘ

第
三
節

団
結
、
団
交
活
動
に
対
す
る
規
制

ー
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
は
い
か
に
規
制
さ
れ
た
か



二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
争
議
行
為
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
め
諸
法
理
及
び
反

ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
数
多
く
の
判
決
が
な
さ
れ
た
c

団
結
活

動
、
団
交
活
動
も
コ
モ
ン
戸

i
の
規
制
対
象
と
な
っ
た
が
、
団
結
活
動
、
団

交
活
動
が
コ
モ
ン
ロ
]
上
な
ん
ら
か
の
形
で
独
自
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
そ
れ
ら
の
活
動
に
関
す
る
独
自
の
法
理
を
形
求
す
る
こ
と
は
少

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
団
結
活
動
、
図
交
活
動
に
関
す
る
法
律
問
題
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
使
用
者
は
、
自
給
活
動
、
団
交
活
動
を
制
約
す
る

た
め
に
、
多
-
様
な
反
組
合
的
行
為
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
反
組
合
的

(→ 

行
為
は
、
契
約
自
由
の
原
則
、
私
的
所
有
権
の
絶
対
と
い
う
コ
モ
ン
ロ
ー
の

諸
法
理
に
よ
り
是
認
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
団
結
活
動
、
回
突
活
動
を
な

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

ん
ら
か
の
形
で
保
障
L
ょ
う
と
す
る
立
法
の
多
く
は
使
用
者
の
反
組
合
的
行

為
を
規
制
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
。
そ
ご

で
、
こ
れ
ら
諸
立
法
の
解
釈
適
用
に
関
し
て
多
く
の
裁
判
が
な
さ
れ
、
斡
に

こ
れ
ら
諸
立
法
の
違
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
多
様
な
反
組
合
的
行
為
の
う
ち
、
使
用
者
に
よ
り
頻
繁
妃
使

わ
れ
、
且
っ
そ
れ
に
関
す
る
裁
判
例
も
多
い
差
別
待
遇
、
会
社
組
合
、
黄
犬

契
約
を
検
討
し
た
い
。

(
1
〉
そ
の
多
く
は
、
違
法
な
反
組
合
的
行
為
を
な
し
た
者
に
対
し
て
刑

事
制
裁
を
課
す
も
の
で
あ
っ
た
。

(
2
)

そ
の
他
の
反
組
合
的
行
為
と
し
て
は
、
ス
パ
イ
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス

ト
、
罷
業
破
り
、
反
組
合
宣
伝
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

本
多
淳
亮
「
米
国
不
当
労
働
行
為
制
度
一
一
一
章
を
み
ら
れ
た
か
。

、J1J
f
i
目、労
働
組
合
の
組
合
員
た
る
こ
と
、
又
は
組
合
活
動
を
な
し
た
こ
と
を
理
由

差

待

遇

別

と
す
る
差
別
的
取
扱
は
、
組
合
活
動
を
抑
圧
す
る
手
段
と
し
て
頻
繁
に
利
用

さ
れ
た
。
そ
の
態
様
氏
、
差
別
的
解
雇
を
始
め
、
「
昇
進

Q
3ロ
5
5与、

昨
陣
織
(
骨
ヨ
己
芯
ロ
)
、
不
況
期
の
一
時
的
解
一
雇

o
a
c
S、
好
況
期
m
b

再
雇

用
(
見
l
Eコ
ロ
向
〉
、
職
場
の
配
置
転
換
、
福
司
施
設
又
は
失
業
救
済
施
設
の

提
供
、
機
械
設
備
の
技
術
的
改
良
に
伴
う
剰
員
の
掬
汰
」
の
際
の
ス
刺
益
取

扱
等
、
多
彩
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
組
合
活
動
家
に
対
す
る
差
別
的
解
雇

は
、
組
合
運
動
を
企
業
外
に
完
全
に
放
逐
す
る
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
。

期
間
の
定
め
な
き
雇
用
契
約
は
、
い
っ
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
う
て
も
解

約
し
う
る
と
の
コ
そ
ン
ロ
]
の
原
則
が
そ
の
法
的
根
拠
で
あ
っ
た
唱
も
う
と

も
、
コ
モ
ン
ロ
!
上
も
差
別
的
解
雇
が
無
制
限
に
許
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
解
雇
が
制
限
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
刀
第
-

北法24(2・119)351

は
、
雇
用
契
約
を
期
間
の
定
め
あ
る
も
の
に
し
、
そ
の
期
間
内
は

π一
当
事
由

が
存
し
な
け
れ
ば
解
一
躍
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
方
法
で
あ
る
。
労
働
者
の
債

務
不
履
行
が
、
通
常
正
当
な
解
雇
事
自
に
あ
土
る
の
で
、
単
に
組
合
員
で
あ



1r 
政干

る
こ
と
若
し
く
は
債
務
不
履
行
に
該
当
し
な
い
組
合
活
動
の
故
を
も
っ
て
解

雇
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、
労
働
協
約
の
締
結
に
よ
り

資

解
雇
事
由
を
限
定
し
、
組
合
員
た
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
解
雇
を
防
ぐ
方
法

(
3
)
 

で
あ
る
。
し
か
し
'
か
よ
う
な
二
方
法
は
、
契
約
締
結
の
際
、
使
用
者
に
比

し
弱
い
立
場
に
あ
る
労
働
者
に
と
っ
て
事
実
上
不
可
能
に
近
い
方
法
で
あ
っ

た。
次
に
、
差
別
待
遇
を
禁
止
す
る
立
法
を
検
討
し
よ
う
o

組
合
員
に
対
す
る

差
別
待
遇
を
刑
事
制
裁
を
も
っ
て
禁
止
す
る
立
法
と
し
て
は
、
連
邦
段
階
で

は
エ
ル
ド
マ
ン
(
伺
え
2
8
)

法
(
一
八
九
八
年
)
が
あ
り
、
州
段
階
で
は

八
州
が
反
差
別
待
遇
法
を
有
し
て
い
た
。
八
州
と
は
、
オ
ハ
イ
オ
(
一
八
九

二
年
)
、
イ
リ
ノ
イ
(
一
八
九
三
年
)
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
(
一
八
九
一
二
年
〉
、
ミ
ズ

リ
l
(
一
八
九
三
年
)
、
ヵ
ン
サ
ス
(
一
八
九
七
年
〉
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
エ
ニ
ア

(
一
八
九
七
年
)
、
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
(
一
八
九
九
年
可
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ

(
一
九

O
九
年
)
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
反
差
別
待
遇
法
の
中
で
最
も
注
目
に

価
す
る
の
は
エ
ル
ド
マ
ン
法
一

O
条
の
規
定
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
エ

ル
ド
マ
ン
法
一

O
条
は
、
「
・
:
労
働
者
の
団
体
、
組
合
、
組
織
体
の
構
成
員

た
る
こ
と
を
理
由
に
当
該
被
用
者
に
対
し
雇
用
を
拒
否
す
る
と
威
嚇
し
た

り
、
彼
ら
を
不
当
に
差
別
待
遇
す
る
こ
と
・
:
・
」
を
禁
止
し
、
あ
ら
ゆ
る
形

(
4
)
 

態
の
差
別
待
遇
を
そ
の
禁
止
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
エ
ル
ド
マ
ン
法
一

O
条
は
、
ア
デ
イ
ア
対
合
衆
国
事
件
、
〉
《
宮
町

〈

5
v

〈

-
C
-

∞-
M
g
d
ω
-
2
・(一

8
∞
)
で
違
憲
と
判
示
さ
れ
た
の
で
実
質
的
な

規
制
力
は
な
か
っ
た
。
違
憲
理
由
は
、
適
法
手
続
条
項
違
反
及
び
州
際
通
商

条
項
違
反
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
き
、
ハ

l
ラ
ン
(
出
R
gコ
)
判
事
は
、
多

数
意
見
を
代
表
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
自
ら
妥
当
と
考
え
る
条
件
に
よ

っ
て
自
己
の
労
働
力
を
売
ろ
う
と
す
る
者
の
権
利
は
、
労
働
力
を
買
う
者
が

労
働
力
を
売
ろ
う
と
申
し
出
る
者
か
ら
買
い
受
け
る
際
に
条
件
を
設
定
し
う

る
権
利
と
同
一
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
由
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
使
用
者
の

業
務
を
離
れ
る
被
用
者
の
権
利
は
、
理
由
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
被
用
者
を

解
雇
す
る
使
用
者
の
権
利
と
同
一
で
あ
る
。
(
中
略
)
か
よ
う
に
総
て
の
点
に

お
い
て
使
用
者
と
被
用
者
と
は
権
利
に
つ
き
平
等
で
あ
り
、
こ
の
平
等
を
侵

筈
す
る
あ
ら
ゆ
る
立
法
は
契
約
の
自
由
に
対
す
る
怒
青
山
的
干
渉
で
あ
り
、
自

由
国
土
に
お
い
て
は
い
か
な
る
政
府
も
か
か
る
干
渉
を
法
的
に
正
当
化
し
え

〈

6
〉

な
い
」
。
こ
の
判
示
は
、
形
式
的
な
契
約
自
由
の
原
則
を
明
確
に
表
現
し
て
い

る
。
か
よ
う
な
見
解
が
当
時
の
多
く
の
裁
判
官
の
共
通
し
た
考
え
方
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
反
差
別
待
遇
法
た
る
州
法
の
多
く
が
同
様
な
理

(
7
)
 

凶
に
よ
り
違
憲
と
判
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
結
局
、

九
三

O
年
以
前
に
は
、
組
合
員
に
対
す
る
差
別
待
遇
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
た
だ

一
九
二
六
年
鉄
道
労
働
法
が
唯
一
の
例
外
で
あ
っ

北法24(2・120)352



た
。
本
法
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

け

(
1
)

本
多
前
掲
書
九
頁
。

(
2〉
F

日
米
比
較
労
働
法
一
研
修
叢
書
五
五
号
(
一
九
六
八
年
)
九
三

頁。

(
3
)

労
働
協
約
に
よ
っ
て
個
々
の
被
用
者
が
法
的
権
利
を
取
得
し
、
協

約
条
項
を
強
行
し
う
る
、
と
の
理
論
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら

れ
る
。
①
慣
行
・
慣
習
説

(Em民
T
W
E
E込
9
5
子

g
q
)、
労
働

協
約
所
定
の
条
件
は
産
業
な
い
し
企
業
内
の
「
慣
行
・
慣
習
」
で
あ

り
、
そ
れ
が
個
別
的
一
一
雇
用
契
約
に
組
入
れ
ら
れ
た
と
き
に
法
的
効
力

を
有
す
る
。
②
代
理
説
(
担
問
。
三

5
3
3司
)
、
労
働
組
合
は
そ
の
組
合

員
を
代
理
し
て
使
用
者
と
労
働
協
約
を
締
結
す
る
。
③
第
三
者
の
た

め
に
す
る
契
約
説
公
広
三
宮
司
々

Z
Z
F
E弓
子
。
2
5、
労
働
組

合
は
被
用
者
の
利
益
の
た
め
に
使
用
者
と
労
働
協
約
を
締
結
す
る
。

近
藤
享
一
「
ア
メ
リ
カ
の
労
働
協
約
L

労
働
法
講
座
七
巻
下
勺
九

五
九
年
)
二
一
一
五

l
一
一
一
一
八
頁
。

(
4
)

司
・
者
M
E
d・
0
3
2
5同
百
三
吉
ι
h
c一一

2
5
F『
2
2コ悶

(一回一山一一)・匂・一∞ム

(
5
)

〈
事
実
関
係
〉
鉄
道
の
監
督
技
術
者
た
る
ア
デ
ィ
ア
は
、
鉄
道
会

社
に
麗
用
さ
れ
て
い
た
機
関
車
火
夫
を
組
合
員
た
る
こ
と
を
理
由
に

解
雇
し
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
検
事
は
、
当
該
行
為
が
エ
ル
ド
マ
ン
法

一
O
条
違
反
と
な
る
と
し
て
ア
デ
ィ
ア
を
起
訴
し
た
。

(

6

)

N

口∞
C
・ω・5
7

2
円
二
ム
!
一

3
・

アメリカにおける「不当労働行為制度Jの形成

(
7
)
ω
片
山
門

:-ECFω
一ω-
完
吋
∞
ア
つ
∞

U
3
・

。ニ}2H》
ぽ

〈

-
H
M
g
H
L
P
印∞
Z
-
H
W

一00
ア
今
国
〔
]
O
)

・

ω
Z
Z
〈

同

門

2Nr作
品
ム

oz-
者
一
口

gw
つ
8
3
.

。。止命〕『丘一一作唱。一円

n-n--u
〈・可
2131
吋市山間
UEH

∞ム∞・(↓
U
O
A
)
。

}
ω
η
r
ω
9
ロ
〈
・
回
2
向
。
ァ
ご

oz-
開・吋一凶
M
a

〈一回一印)・

η
i
J
 
一一
r
i
l
l

、
会
社
組
合

(
S
E宮
ミ

E
Zロ
)
又
は
会
祉
支
配
組
合
(
n
c
ヨ
宮
ミ
号
コ
T

(
1
)
(
2
)
 

-
E
Z
L
C
E
Cコ
〉
と
は
、
会
社
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
会
社

b. 
A 

ネ土

組

メ'-
口

若
し
く
は
工
場
単
位
の
被
用
者
集
団
で
あ
り
、
「
日
常
の
小
さ
な
苦
情
を
と
り

あ
げ
て
処
理
し
、
労
使
協
調
精
神
を
た
か
め
、
職
能
意
識
や
階
級
意
識
の
代

(
3
}
 

り
に
企
業
意
識
を
高
め
る
手
段
で
あ
っ
た
」
。
使
用
者
は
、
企
業
意
識
を
被
用

者
に
も
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
性
向
上
と
外
部
組
合
勢
力
の
排
除
を
め
ざ

し
た
。
会
社
組
合
の
中
に
は
組
合
の
自
主
性
が
比
較
的
強
く
会
社
と
団
交
を

な
す
も
の
も
あ
っ
た
が
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
真
の
団
交
の
可
能
な
条
件
に

(
4〉

欠
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
第
一
に
、
労
働
者
代
表
は
、
会
社
従
業
員
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
組
合
代
表
者
が
通
常
有
す
る
団
交
の
知
識
や
熟
練

:lWa4(2・121)353

を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
第
二
に
、
労
働
者
代
表
は
、
解
雇
等
の
不

利
益
取
扱
を
恐
れ
て
使
用
者
を
烈
し
く
闘
争
し
な
い
。
第
三
に
、
会
社
組
合
は

ス
ト
資
金
を
有
せ
ず
、
ま
だ
外
部
組
合
の
支
援
も
な
い
。
会
社
組
合
の
萌
芽

は
、
第
一
次
大
戦
中
、
全
国
戦
時
労
働
局
に
よ
り
奨
励
さ
れ
た
従
業
員
代
亥



不十

制
や
工
場
委
員
会
で
あ
る
。
ま
た
、
輸
送
法
(
一
九
二

O
年
)
に
よ
っ
て
設

1ft 

医
さ
れ
た
鉄
道
労
働
局
は
、
団
結
権
を
保
障
す
る
こ
と
な
く
労
使
聞
の
直
接

交
渉
を
促
し
た
の
で
、
使
用
者
の
多
く
は
白
己
の
支
配
可
能
な
会
社
組
合
を

結
成
し
、
そ
れ
と
交
渉
を
も
っ
た
。
こ
れ
ら
の
影
響
も
あ
っ
て
会
社
組
合
員

一
九
一
九
年
の
約
四

O
万
人
か
ら
一
九
二
八
年
の
約
一
五
五
万
人
へ

(
5
)
 

と
激
期
し
た
。
な
お
、
会
社
組
合
が
広
く
組
織
さ
れ
た
産
業
分
野
は
、
鉄

道
、
公
益
事
業
、
ゴ
ム
製
造
業
、
食
肉
販
売
業
、
配
電
事
菜
、
精
油
業
と
い

(
G〉
(
7〉

わ
れ
る
。

数

はー労
働
者
の
自
主
的
凶
結
が
法
的
保
護
の
対
象
と
な
ら
な
い
一
九
一
二

O
年
以

前
に
あ
っ
て
、
使
用
者
は
、
自
由
に
会
社
組
合
の
結
成
を
援
助
し
、
そ
の
運

九
日
山
を
支
配
し
え
た
。
会
社
組
合
に
対
す
る
法
規
制
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か

っ
た
。唯

一
の
例
外
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
輸
送
法
に
基
づ
く
鉄
道
労
働
局

(
阿
川
巳

-3ω
仏
円
、

ω
σ
G
H

∞
富
三
i
以
下
、
局
、
と
よ
ぶ
)
が
定
め
た
内
規
で
あ

ろ
う
。
局
の
役
割
は
、
労
使
双
方
が
直
接
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な
い
、

苦
情
、
諸
規
則
、
労
働
条
件
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、

局
は
内
規
に
よ
り
次
の
二
原
則
を
定
め
、
そ
れ
に
某
「
つ
い
て
労
使
間
の
話
し

合
い
の
ル

l
ル
を
設
定
し
た
。
第
一
は
、
「
白
己
の
選
択
し
た
代
表
者
、
そ
れ

が
特
定
使
用
者
の
被
用
者
若
し
く
は
誰
で
あ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
な
す
合
法

的
な
目
的
を
有
す
る
合
法
的
な
組
織
の
権
利
は
、
使
用
者
。

5
5問。
2
2
C

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
の
原
則
で
あ
る
。
第
二
は
ベ
被
用

者
の
い
か
な
る
職
種
又
は
階
層
の
過
半
数
も
、
い
か
な
る
組
織
が
職
種
、
階

同
閣
の
構
成
員
を
代
表
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
組
織
は
、
当
該
職
種
、
階
層
の
被
用
者
全
員
に
適
用
さ
れ
る
協
定
を
締

結
す
る
権
利
を
も
つ
も
の
と
す
る
」
と
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
三
原
則
は
、

お f史
り周

ぎ芝
?対」し
ょ
被

る
佃用

fZ者
H の
支出

堅主
語的
万て 匹羽

lr. ~'t 
"'-ドサCI

Z 体
もせ
I~l 主
的雪
と 20
しフ
J¥ 

て
いき
J 義
、務
T を

F5 
てせ
以て

下
の
二
判
決
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
原
則
が
単
に
道
徳
的
な
意
味
し
か
も
た

な
い
旨
判
一
示
さ
れ
た
の
で
、
局
は
、
実
効
性
の
あ
る
会
社
組
合
規
制
を
な
し

え
な
か
っ
た
。
第
一
の
判
決
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ェ
ニ
ア
鉄
道
会
社
対
鉄
道
労

働
局
事
件
、

HvgE
ユg
巳
民
間
丘
町

c
t
n
s
d
g可
〈
・
河
口
凶

M
m
-
c
-
ω
・

ロ
入
一

UNG-
で
あ
る
。
本
件
は
原
告
た
る
ペ
ン
シ
ル
ベ
ェ
ニ
ア
鉄
道
会
社

が
、
原
告
に
対
し
て
被
用
者
代
表
選
出
選
挙
を
命
じ
た
鉄
道
労
働
局
の
手
続

の
差
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
原
作
の
申
請
を
認
容
こ
そ
し

(
8
)
 

な
か
っ
た
、
か
、
局
の
命
令
は
「
道
徳
的
な
制
約
(
ヨ

cs一
8
5可
巳
ロ
丹
)
」
を

も
つ
に
過
ぎ
な
い
と
判
示
し
た
。
第
二
の
判
決
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ェ
ニ
ア
鉄

道
系
統
連
盟
第
九

O
支
部
対
ペ
ン
シ
ル
ベ
ェ
ニ
ア
鉄
道
会
社
事
件
、

F
E
ω
I

可
}
〈
山
口

U
H
N己
-BPLω
ヨ件。
E

H什作品。門主一
C
D
Z
p
u
c
-

H
U
O

ロロ
ω
ア
占
口
M
P

〈
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河内ニ一
3
え
の
号
、
同
町
吋
C
ω
M口
ωw

〈
一
回
日
目
)
・
で
あ
る
。
局
の
命
令
に
基
づ
く

選
挙
の
結
果
、
自
主
的
組
合
た
る
司
止
命
日
門
戸
D
ロ
Z
C・
B-
が
被
用
者
の
過

半
数
の
信
任
を
得
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
会
社
は
、
別
の
組
合
た
る

従
業
員
団
体
を
被
用
者
代
表
と
し
て
承
認
し
、
そ
れ
と
労
働
協
約
を
締
結
し

た
。
そ
こ
で
、
会
社
の
行
為
は
、
輸
送
法
の
諸
規
定
に
反
し
、
且
つ
輸
返
法

上
定
め
ら
れ
た
被
用
者
の
権
利
を
奪
う
会
社
と
会
社
役
員

(
C
E
2
p〉
に
よ

る
共
謀
に
該
当
す
る
と
し
て
、
原
告
組
合
、
か
当
該
行
為
等
の
差
止
を
申
訪
し

た
。
こ
の
事
案
に
対
し
全
裁
判
官
の
意
見
を
代
表
し
て
タ
フ
卜
(
叶
え
ご
判

け

事
は
、
「
制
定
法
の
諸
条
項
は
、
会
社
や
被
用
者
に
対
し
て
強
制
的
な
も
の
で

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

は
な
い
。
制
定
法
を
理
由
に
し
て
裁
判
上
相
手
側
に
対
し
強
制
し
う
る
権
利

ハ
9
v

は
、
各
当
事
者
に
付
守
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
。
実
際
上
の
強
制
手
段

と
し
て
は
、
局
に
よ
る
違
反
事
実
の
公
開
(
吉
正
民
主
5
る
と
そ
れ
に
よ
る

世
論
の
支
持
し
か
存
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
組
合
の
申
請
は
認
容

さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
丙
判
決
は
、
局
が
定
め
た
原
則
を
事
実
上
完
全
に
骨

抜
き
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
右
の
よ
う
な
判
例
の
態
度
も
手
伝
っ
て
結

局
、
局
の
運
営
は
、
自
主
的
団
結
を
保
護
す
る
こ
と
な
く
労
使
間
の
医
接
交

渉
に
よ
る
紛
争
処
理
を
奨
励
し
た
の
で
、
鉄
道
に
お
け
る
会
社
組
合
消
加
を

助
長
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
団
結
権
及
び
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
白
川
由
を
う
た
っ
た

R
L
B
の
定
め
た
一
一
原
則
は
、
鉄
道
労
働
法
及
び
修
正
鉄
道
労
働
法
に
お
い

て
具
体
化
さ
れ

つ
い
に
は

ワ
グ
ナ
|
法
の
基
本
原
則
に
な
る
に
い
た
っ

た。

一
九
二
六
年
鉄
道
労
働
法
は
、
被
用
者
の
内
」
的
団
結
を
宣
一
一
一
H

し
、
会
社
組
合
に
対
す
る
法
規
制
を
め
ざ
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

な
お

(
1
)

「
会
社
組
合
」
と
「
会
社
支
配
組
合
」
と
の
別
認
は
あ
ま
り
厳
密

に
ば
一
分
さ
れ
て
い
る
と
は
恩
わ
れ
な
い
。
組
合
の
組
識
形
態
が
企
業

別
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
組
合
は
会
社
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
推

定
さ
れ
、
会
社
組
合
イ
コ
ー
ル
会
社
(
支
配
)
組
合
と
の
イ
メ
ー
ジ

が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

会
社
組
合
の
内
特
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
共
通
の
特
徴
と

思
わ
れ
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
形
態
で
従
業
員
を
経
伝
に
参
加
さ
せ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
会
社
組
合
は
、
被
用
者
代
表
制

(
g
t
C
3ぬ

耳
目
見
m
g
g
t
Q
Z
1
2
)、
被
用
者
団
体
守
口
三
ミ
2
E
z
n
F邑
5
コ)、

労
働
評
議
会
(
玉
、
G
円

r
g
c
Rニ
)
、
産
業
民
主
化
連
盟
公
コ
L
c
z
E乙

門

F
2
2
E
n可
)
、
工
場
委
員
会
(
ω

「
告

g
ヨ
5
2
2
)
、
協
力
団
体

(Ew-

-
甘
耳
己
完

0
2
5
2主
芯
ロ
)
、
合
同
協
議
委
員
会

C
S三

S
E
2
5
2

3
5
5
5
2
)、
共
済
委
員
会
(
ヨ
三

E
Z弓

g
ヨ
E
2
2
)、
社
友
会

(
2
5冒
=
可
『
『
♀
百
円

FCC-L)、
親
臨
ク
ラ
ブ

(
m
g
L
E
]
2『
円
一
ロ
ゲ
)

等
の
名
称
で
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
本
名
J

前
…
掲
主
回
一
八
頁
。
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が}

(
3〉
川
凶
労
「
一
九
二

0
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
労
使
関
係
の
展

関
」
一
一
一
旧
学
会
雑
誌
六
二
巻
四
号
(
一
九
六
九
年
)
五
頁
。

(
4
)
門

U
S
H
M
ヨ
2
E
ロコ
ι
〉
コ
牛
見
当
p
o
u
-
n
F
f
司・ム一回・

(
5
)

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
従
業
員
代
表
制
が
よ
く
機
能
し
え
た
理
由
と

し
て
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
国
民
経
済
に
お
い
て
巨
大

企
業
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
労
働
者
が
従
業
員
と
し
て
も
消
資
者

と
し
て
も
区
大
企
業
に
対
し
無
力
な
位
置
に
お
か
れ
た
。
②
一
九
二

0
年
代
は
果
て
し
れ
ぬ
好
況
の
連
続
、
物
価
の
継
続
的
低
落
、
実
費
賃

金
の
上
昇
が
実
現
さ
れ
て
、
労
働
組
合
を
無
力
と
す
る
よ
う
な
要
因

が
作
用
し
た
。
③
排
他
的
な
組
織
政
策
を
と
る
労
働
組
合
か
ら
疎
外

さ
れ
た
多
数
の
労
働
者
(
非
白
人
、
非
熟
練
労
働
者
)
は
、
従
業
員

代
表
制
の
中
に
は
じ
め
て
自
己
が
含
ま
れ
う
る
組
織
を
見
出
し
た
。

律
問
真
激
「
ア
メ
リ
カ
労
働
運
動
史
』
(
一
九
七
二
年
)
一
七
二
頁
。

(
6〉
本
多
前
掲
笠
宮
一
九
頁
。

(

7

)

な
お
、
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
と
し
て
、
大
企
業
に
お
い
て
は

会
社
組
合
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
賞
犬
契
約
が
広
く
利
用
さ
れ
た

と
い
わ
れ
る
。

』

ω
2
L
E
ω
P
仇、H
J

}

凶
作
ペ
己
-
E
2
0
0

向。G
口
同
岡
《
呂
一
.
、
叶
『
。

ρ
c
m同
同
日
ぞ

]
q
c自
己
申
同
開
門

G
E
g
g
s
-
品
目
・

(-uω-ー
l
-
u
ω
N
)

宅・
ω印
印

1
8
m
・

(
8
)
旬
。
コ
ロ
毛
-
5
2
白
河
丘
一
円
S
L
(
U
G
E宮
口
可
〈

-
H
N円、一∞
-

M
町一

C
・
ω・吋
M
-

資

ω
同∞
h

ア

(
9
)

司
自
ロ
回
三
2
2
P
河川ニ一『ロロ

ι
ω
ヨ
窓
口
M
m，
E]Rmw
件芯ロ

Zq-
∞O
〈

同

μ
3
2
ω
三
5
2
m
H
N
E
-
Z
R同
【

U
0
・
w
同
町
吋
己

ω
N
O
ω
w
内
凶
昨
日
一
印
目

「
l
l
J一一一

(
1
)
 

黄
犬
契
約
(
三
一
-
9
4ミ

ι
£
B
E
E♀
)
と
は
、
労
働
組
合
に
加
入
し
な
い

ゴヒrJ;24(2・124)356

賞

犬

ポヨ

契

こ
と
、
既
に
労
働
組
合
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
労
働
組
合
を
脱
退
す
る

こ
と
を
雇
用
条
件
と
し
、
且
つ
一
雇
用
関
係
継
続
中
は
労
働
組
合
に
加
入
し
な

い
こ
と
を
約
定
す
る
契
約
で
あ
る
o

「
契
約
」
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
か
な

り
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
被
用
者
は
、
そ
の
「
契
約
」
に
基
づ
く
な
ん
ら

か
の
権
利
を
取
得
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
「
契
約
」
は
、
使

用
者
側
の
交
渉
力
の
優
位
性
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
黄
犬
契
約

が
広
く
利
用
さ
れ
た
の
は
、
東
部
諸
州
の
制
限
青
炭
抗
労
働
者
、

ニ
ュ
ー
ー
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
製
靴
労
働
者
、
洋
日
開
雑
貨
業
関
係
の
労
働
者
、
市
街
電
鉄
従
業

円

2
v

員
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

一
九
世
紀
に
お
い
て
既
に
黄
犬
契
約
が
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
質

的
効
果
は
、
単
に
署
名
者
た
る
被
用
者
に
対
し
組
合
に
加
入
し
な
い
よ
う
心

理
的
圧
力
を
加
え
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
解
雇
自
由
の

原
則
に
よ
り
、
使
用
者
は
、
任
・
誌
に
終
了
し
う
る
一
雇
用
契
約
下
に
あ
る
被
用

者
を
、
い
っ
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
解
雇
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。

賞
犬
契
約
が
組
合
排
除
の
強
力
な
武
器
に
な
っ
た
の
は
一
九
一
七
年
の
ヒ

ッ
チ
マ
ン
石
炭
コ
ー
ク
ス
会
社
対
ミ
ッ
シ
ェ
ル
事
件
、

(
3
v
 

g
L
(
U
C
Z
(
U
p
u

〈
-
宮
戸
仲
代
7
0
ニ
-

M
品
目

d
・ω
-
M
M
少
以
来
で
あ
る
。
ア
デ
ィ
ア

出回件。

r
E
E
M
の
oω-



対
合
衆
国
事
件
や
コ
ッ
パ
ジ
対
カ
ン
サ
ス
事
件
(
後
述
〉
に
お
い
て
は
反
賞
犬

契
約
法
の
違
憲
性
が
判
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
判
決
に
お

い
て
、
最
高
放
は
、
黄
犬
契
約
の
有
効
性
を
承
認
し
、
さ
ら
に
、
黄
犬
契
約

下
に
あ
る
労
働
者
に
組
合
加
入
を
説
得
す
る
こ
と
は
契
約
違
反
誘
致
に
該
当

す
る
と
し
て
、
組
織
化
の
た
め
の
説
得
自
体
を
差
し
止
め
る
差
止
命
令
の
発

布
を
認
森
し
た
。
ピ
ッ
ト
ニ
イ

(
E
2
3
)
判
事
は
、
黄
犬
契
約
と
任
窓
に

終
了
し
う
る
雇
用
と
の
関
係
に
つ
き
多
数
意
見
を
代
表
し
て
次
の
よ
う
に
述

ベ
た
。
「
当
事
者
双
方
が
レ
つ
に
で
も
雇
用
関
係
を
終
了
し
う
る
こ
と
は
、
明
山

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成け

一
一
一
者
の
怠
に
よ
っ
て
そ
れ
が
終
了
さ
れ
う
る
こ
と
ま
で
を
意
味
し
な
い
。
使

用
者
が
自
己
の
権
限
に
基
づ
き
不
当
な
干
渉
や
強
制
を
う
け
る
こ
と
な
く
白

由
に
判
断
す
る
こ
と
は
、
被
用
者
に
と
っ
て
も
明
白
な
利
益

(EEHM
『虫同

百円

q
g丹
〉
で
あ
る
。
一
雇
用
が
任
意
に
終
了
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
第
一
一
一

者
の
不
当
な
干
渉
(
ロ
ロ
』

Z
E
F
L
E円
q
p
s
R内
包
ご
E
H《ご
V2mgω)
に
対

〔

4
V

し
て
は
訴
訟
を
提
起
し
う
る
」

o
U
M
W
に
よ
る
組
織
化
の
実
態

iω
賃
金
の

引
き
下
げ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
脅
し
、
②
組
合
加
入
と
雇
用
紙
統
の
両

立
が
使
用
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
詐
欺
的
方
法
を
つ
か

ぃ
、
@
組
合
員
が
増
加
し
た
後
、
ス
ト
ラ
イ
キ
等
で
使
用
者
を
強
制
し
ク
ロ

ー
ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
協
定
を
締
結
す
る
目
的
を
も
っ

i
を
理
由
と
し
て
本
件
組

織
化
活
動
は
契
約
違
反
に
該
当
す
る
、
と
判
示
さ
れ
た
。

一
方
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ズ
、
ホ
ー
ム
ズ

ク
ラ

l
ク
の
各
判
事
は
、
多
数
意

見
に
同
調
せ
ず
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ズ
が
代
表
し
て
次
の
よ
う
な
少
数
意
見
を
述

ベ
た
。
黄
犬
契
約
と
任
怠
に
終
了
し
う
る
雇
用
契
約
と
の
関
係
に
つ
き
、
「
こ

の
契
約
は
、
雇
用
を
任
意
に
終
了
し
う
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
被

用
者
は
、

い
つ
で
も
一
雇
用
を
離
脱
し
う
る
。
契
約
に
よ
れ
ば
、
被
用
者
は
組

合
に
加
入
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
。
被
用
者
は
い
つ
で
も
組
合

に
加
入
し
う
る
。
契
約
は
、
被
用
者
が
組
合
に
加
入
し
た
な
ら
ば
原
告
の
雇

子
、
，
)

用
か
ら
離
脱
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
(
傍
点
、
引
用
者
〉
」
の
で
単
に
組
合

加
入
の
み
を
説
得
す
る
本
件
の
組
織
化
活
動
は
い
ま
だ
契
約
違
反
誘
致
に
該
(
6
)
 

当
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
差
止
命
令
を
発
布
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
労
働
組
合
の
組
織
化
の
必
要
性
に
つ
き
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
見

解
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
「
単
に
手
段
と
し
て
の
説
得
は
ま
っ
た
く
適
法
で
あ

る
。
原
告
と
そ
の
被
用
者
と
の
関
係
へ
の
干
渉
が
正
当
な
事
由
に
よ
る
時
に

の
み
被
告
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
。
組
合
強
化
に
よ
る
鉱
山
労
働
者
の
労

働
条
件
の
改
善
の
た
め
に
干
渉
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
個
別
労
働
者
の

交
渉
力
は
、
同
交
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

ま
た

は
、
労
働
協
約
の
締
結
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

契
約
上

労
働
者
の
雇
用
継
続
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
上
述
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
の
雇
用
を
離
脱
す
る
よ
う
若
し
く
は
雇
用
さ
れ
な
い
よ
う
労

団
交

北法24(2・125)357



料

(
7〉

働
者
を
説
得
す
る
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
る
」
。
か
よ

う
な
見
解
は
、

一
九
二
一

0
年
代
に
な
っ
て
や
っ
と
一
般
化
す
る
。

資

黄
犬
契
約
の
組
合
運
動
に
対
す
る
抑
制
力
は
ヒ
ッ
チ
マ
ン
判
決
以
降
強
化

さ
れ
た
が
、
黄
犬
契
約
(
締
結
・
効
果
〉
を
な
ん
ら
か
の
形
で
制
約
す
る
判

決
、
立
法
も
数
多
く
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
類
型
化
し
て
検
討
し
た
い
。

付

コ
モ
ン
ロ
ー
の
解
釈
に
よ
る
も
の

黄
犬
契
約
が
被
用
者
に
対
し
な
ん
ら
の
権
利
も
付
与
し
な
い
こ
と
は
既
に

述
べ
た
と
う
り
で
あ
る
。
そ
の
点
に
着
目
し
て

一ュ

l
ヨ
l
ク
及
び
オ
ハ

イ
オ
の
州
裁
判
所
は
、
黄
犬
契
約
に
は
契
約
に
不
可
欠
な
約
因

へ
8
)

円
白

t
c口
)
が
存
し
な
い
と
し
て
黄
犬
契
約
の
「
契
約
」
性
を
否
認
し
た
。
そ

の
結
果
、
こ
れ
ら
の
州
で
は
黄
犬
「
契
約
L

下
に
あ
る
被
用
者
に
対
し
労
働

(
8
5広
?

組
合
の
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
が
組
合
加
入
を
説
得
す
る
こ
と
は
契
約
違
反
誘
致

に
は
該
当
せ
ず
、
か
よ
う
な
説
得
を
禁
止
す
る
差
一
止
命
令
は
発
布
し
え
な
く

円

9
)

な
っ
た
。
か
よ
う
な
解
釈
は
、
黄
犬
契
約
の
効
力
を
否
認
す
る
一
連
の
立
法

に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

同

黄
犬
契
約
の
締
結
自
体
を
禁
止
す
る
方
法

黄
犬
契
約
が
公
け
の
政
策
に
反
す
る
と
し
て
、
そ
の
締
結
自
体
に
刑
事
制

裁
を
課
す
立
法
は
、

一
九
世
紀
以
来
数
多
く
な
さ
れ
た
。
連
邦
段
階
で
は
エ

ル
ド
マ
ン
法
一

O
条
、
州
段
階
で
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
(
一
八
八
七
年
)
、
マ

サ
チ
ュ

i
セ
ッ
ツ
(
一
八
九
二
年
〉
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
(
一
八
九
三
年
〉
、
ァ

イ
ダ
ホ
(
一
八
九
三
年
)
、
一
一
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
(
一
八
九
四
年
)
、
ミ
ネ
ソ
タ

(
一
八
九
五
年
)
、
ヨ
ネ
チ
ィ
カ
ッ
ト
(
一
八
九
九
年
〉
、
ヵ
ン
サ
ス
(
一
九

O

コ
一
年
)
、
ネ
パ
ダ
(
一
九

O
一
二
年
)
、
オ
レ
ゴ
ン
へ
一
九

O
三
年
〉
、
オ
ク
ラ
ホ
マ

(
一
九

O
七
年
〉
、
コ
ロ
ラ
ド
(
一
九
一
一
年
)
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
(
一
九
一
四
年
)

の
一
三
州
が
反
黄
犬
契
約
法
を
有
し
て
い
た
。

し
か
し
最
高
裁
が
コ
ッ
パ
ジ
対
カ
ン
サ
ス
事
件
、
。
喜
志
向
。
〈
・
同
E
E
?

日

ω白

C
・
ω・一

(
一
回
一
印
)
に
お
い
て
カ
ン
サ
ス
州
反
黄
犬
契
約
法
を
違
憲
と

判
示
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
州
法
は
、
ま
っ
た
く
実
質
的
な
規
制
カ
を
失
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
事
案
は
以
下
の
と
う
り
で
あ
る
。
原
告
で
あ
る
コ
ッ
パ
ジ

は
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
鉄
道
会
社
の
監
督
(
臣
克
己
ロ
l

z
E
g⑦
で
あ
り
、
こ
の
鉄
道
会
社
に
雇
用
さ
れ
た
訴
外
ヘ
ッ
ジ
(
白
色
m
g
)

は
、
転
轍
手
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
ヘ
ッ
ジ
に
対
し
鉄
道
会

社
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
聞
は
組
合
を
脱
退
す
る
旨
の
署
名
を
要
求
し
た
。
へ

ッ
ジ
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
、
会
社
は
へ
ッ
ヲ
を
解
雇
し
た
。
そ
二
で
、

原
告
の
上
述
し
た
行
為
が
カ
ン
サ
ス
州
反
黄
犬
契
約
法
一
条

r該
当
す
る
と

し
て
、
原
告
は
刑
事
制
裁
を
う
け
た
。
カ
ン
サ
ス
州
最
高
裁
が
本
法
の
合
憲

性
を
認
め
た
の
で
、
原
告
は
、
本
法
が
憲
法
修
正
一
四
条
(
適
法
手
続
条
項
)

に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
本
件
上
告
に
及
ん
だ
。
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多
数
意
見
を
代
表
し
て
ピ
ッ
ト
ニ
イ
判
事
は
、
概
略
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。
原
則
と
し
て
労
使
聞
に
は
地
位
の
上
で
の
平
等
と
契
約
の
自
由
が
存
す

る
の
で
、
黄
犬
契
約
の
締
結
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
な
契
約
関

係
に
介
入
し
、
平
等
な
権
利
を
侵
害
す
る
に
は
州
の
警
察
権
の
適
正
な
行
使

〔

uv

(
B
E
g
m
r
F
3
2
n
F。
ohFα
℃
ロ
ロ
口
。
唱
。
当
日
l
c
h
s
o
m
g
g
)
に
よ
ら
な

け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
賞
犬
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
を
罰
す

る
こ
と
は
、
弾
圧
、
強
制
、
不
当
威
圧
の
規
制
と
も
関
連
せ
ず
、
結
局
、
任

意
団
体

?
o
-
g
g
q
o円
mmEN己
目
。
る
た
る
労
働
組
合
自
体
の
強
化
の
み
を

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、

「
個
人
の
自
由
や
本
来
の
目
的
に
そ
っ
た
財

産
権
の
行
使
に
対
す
る
干
渉
が
本
制
定
法
の
一
次
的
目
的
で
あ
り
、

般
福

祉

(
m
E
o
s
-
4
0
ロ
月
刊
)
の
促
進
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
我
々
の
意
見
に
よ

れ
ば
、
修
正
一
四
条
は
、
州
が
個
人
の
自
由
や
財
産
権
を
制
限
し
若
し
く
は

そ
れ
の
本
来
の
目
的
に
そ
っ
た
行
使
を
実
質
的
に
制
約
す
る
こ
と
を
禁
止
し

お
り
、
た
だ
、
公
共
の
福
祉
に
か
か
わ
る
他
の
よ
り
以
上
優
越
す
る
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
か
ぎ
り
そ
れ
は
例
外
と
さ
れ
る
。
自
由
や

財
産
権
に
対
す
る
単
な
る
制
限
は
、
そ
れ
自
身
『
公
共
の
福
祉
』
の
た
め
で

(
H〉

は
な
く
、
ま
た
、
警
察
権
の
適
正
な
目
的
と
も
な
ら
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、

本
法
は
、
適
法
手
続
に
違
反
し
違
憲
で
あ
る
。

(
同
M
V

多
数
意
見
は
労
働
組
合
の
必
要
性
を
十
分
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
労
働
組
合
強
化
と
警
察
権
の
規
制
目
的
た
る
「
八
ム
共
の

福
祉
、
安
全
、
道
徳
及
び
一
般
福
祉
の
促
進
」
と
の
関
連
性
を
認
め
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

と)

黄
犬
契
約
の
効
力
を
否
認
す
る
立
法

黄
犬
契
約
の
締
結
自
体
に
刑
事
制
裁
を
課
す
立
法
が
違
憲
と
判
示
さ
れ
た

の
で
、
以
後
の
立
法
は
、
こ
の
コ
ッ
パ
ジ
対
カ
ン
サ
ス
判
決
を
前
提
に
制
定

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
黄
犬
契
約
の
目
的
は
、
外
部

組
合
の
組
織
化
活
動
を
排
除
す
る
こ
と
な
の
で
、
黄
犬
契
約
の
効
力
を
否
認

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
黄
犬
契
約
の
目
的
の
大
半
を
失
わ
せ
る
こ
と
は
可
能
で

あ
り
、
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
っ
判
決
も
存
し

て
い
た
。
そ
こ
で
、
違
憲
判
決
回
避
と
黄
犬
契
約
の
実
質
的
骨
抜
き
と
の
要

(
凶
〉請
に
基
づ
い
て
、
責
犬
契
約
の
効
力
を
否
認
す
る
一
連
の
立
法
が
な
さ
れ

た
。
黄
犬
契
約
は
、
「
公
け
の
政
策
に
反
し
、
ま
っ
た
く
無
効
で
あ
り
、
い
か
な

る
裁
判
所
も
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
律
若
し
く
は
衡
平
法
上
の
救
済
を
認
め
て

は
な
ら
な
い
」
と
定
め
た
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
法
が
そ
の
嶋
矢
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
ア
リ
ゾ
ナ
(
一
九
三
一
年
)
、
コ
ロ
ラ
ド
(
一
九
一
一
一
一
年
)
、
オ
ハ

イ
オ
(
一
九
一
一
一
一
年
)
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
(
一
九
三
三
年
〉
、
ペ
ン
シ
ル

ベ
エ
ニ
ア
(
一
九
三
二
一
年
)
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
(
一
九
三
三
年
可
マ
サ
チ

ュ
l
セ
ッ
ツ
(
一
九
三
三
年
)
、
イ
リ
ノ
イ
(
一
九
三
五
年
)
に
お
い
て
、
葉
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平:↓

犬
契
約
の
効
力
を
否
認
す
る
立
法
が
な
さ
れ
た
。
な
お
、
か
よ
う
な
立
法
は
、

連
邦
段
階
で
は
ノ
リ
ス
、
ラ
ガ

l
デ
イ
ア
法
へ
と
結
実
し
た
。

資

(
1
)

別
名
を
E
E
-
l
E
F
2
8
三
E
F

ロg
n
一
え
g
三
E
n
?
-
E
E
l

戸内

}ω-
ロ
2
M
l
E
回
目
。
ロ
m
w
四
百
0
2
0
3
丹
と
も
い
う
。

(
2
)
十
本
多
前
掲
書
、
二
二
頁
。

(
3〉
〈
事
実
関
係
〉
ヒ
ッ
チ
マ
ン
石
炭
鉱
山
に
お
い
て
、
合
同
鉱
山
労

働
組
合

(
U
M
W
)
の
争
議
が
失
敬
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
会
社

は
、
例
々
の
被
用
者
と
初
め
口
頭
、
の
ち
文
書
で
も
っ
て
黄
犬
契
約

を
締
結
し
た
。

U
M
W
が
原
告
会
社
の
被
用
者
を
再
組
織
し
よ
う
と

し
て
従
業
員
に
対
し
葉
犬
契
約
を
破
棄
し
、
又
は
黄
犬
契
約
を
締
結

し
な
い
よ
う
働
き
か
け
た
の
で
、
原
告
会
社
は
、

U
M
W
の
オ
ル
ガ

ナ
イ
ザ
ー
た
る
ミ
ッ
シ
ェ
ル
迷
の
説
得
活
動
を
禁
止
す
る
差
止
命
令

の
発
布
を
申
請
し
た
。

(
4
)
N
品
目
白
・
ω
M
M
U
U
2
包
丁
l
M
印
N
.

(
5
)
F
H
L
・
・
三
日
吋
N
-
な
お
、
ω
m
V
W
3
・

9
古
・
2
7
古
田
由
ω
・
も
こ
の
点

を
強
調
し
て
い
る
。

(
6
)

本
判
決
の
解
釈
と
し
て
、
木
判
決
は
、
黄
犬
契
約
下
の
労
働
者
を

組
織
化
す
る
こ
と
を
一
般
的
に
違
法
と
し
た
の
で
は
な
く
、
上
述
の

手
段
に
よ
る
組
織
化
の
み
を
違
法
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
見
解

が
あ
る
。
巧
広
2
3
0
〈
3
5
3
C噌

q
ヲ
n
F
円
J
司
-
N
N
印
・

(

7

)

 

(
B
)
 
M
品
印
C
・
ω
M
M
U
u

己

吋
ω

反
黄
犬
契
約
法
に
批
判
的
立
場
を
と
る
ボ
ン
、
ネ
ッ
ト
は
、
被
用
者

側
に
も
約
因
は
あ
る
と
し
て
次
の
利
益
を
あ
げ
て
い
る
。
①
組
合
代

(
S
F
S
E
。
)
の
支
払
免
除
。
②
組
合
の
規
制
や
制
限
〈
耳
宮
古
2
3

5仏
吋

g
E
n
t
g
)
か
ら
の
解
放
。

図
。
=
口
内
円
円
¥
吋
}
百
ペ
丘
一
C
2

ロc
m
h
c三
g
a
E
H
件
以
阿
川
己
主
F
C
E
Z

H
V
Z
Z
R
司
C
E
円
、
吋
=
-
E
凶
作
戸
山
宅
問
。
〈
庁
者
ぐ
q
一
ア
(
一
∞
ω
ω
〉
司
・
ω
ω
∞
-

(
9
)

以
下
の
判
決
が
有
名
で
あ
る
。
開
v
R
r
m
口
問
。
F
E
そ
g
L
H同
官
官
l

ロ
ヨ
ロ
昨
日
ロ
了
〈
-
E『
F
E
D
-
M
A
印
Z
・
J
K
M
m
p
(
一
回
日
吋
〕
一
F
Z
号
C
7

2
同
四
一
回
河
山
吉
L
吋
日
ロ
白
色
(
u
p
u
〈
-
戸
川
2
F
P
M
Kミ
Z
'
J
門
町
印
(
一
∞
日
∞
)
-

H
H
=
件
。
号
2
0戸
高
山

7
H
N
m
w
℃
三
叶
円
山
口
巴
ω
件
。
G
W
〈

O
B
B
・
M
M
~
1
Z
J
円
・

ω-M印∞
w

(

一∞M∞).

(
叩
)
「
い
か
な
る
個
人
、
商
会
の
構
成
員
、
会
社
の
代
理
人
、
役
員
、

被
用
者
も
、
そ
の
者
が
雇
用
保
証
や
個
人
、
商
会
、
会
社
と
の
雇
用

継
続
の
条
件
と
し
て
、
労
働
組
合
の
構
成
員
と
な
ら
ず
若
し
く
は
そ

こ
に
残
留
し
な
い
1

旨
を
口
頭
又
は
書
面
で
合
意
す
る
よ
う
強
要
、
要

日
印
、
要
求
、
影
響
力
行
為
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
」
o

(
日
)
少
数
意
見
は
、
ホ
ー
ム
ズ
、
デ
イ
、
ヒ
ュ
ー
ズ
の
各
判
事
で
あ

る。

(口
)
N
8
C
・
ω
・
ア
弘
一
品
・

(
門
川
)
F
三
-
w

弘
一
四
・

(
川
門
〉
手
M
L
J
m品

S
I
S
-

(
日
)
六
年
後
に
労
働
組
合
の
必
要
性
を
明
確
に
表
明
し
た
判
決
が
な
さ

れ
た
。
そ
の
中
で
、
タ
フ
ト
判
事
は
、
多
数
意
見
を
代
表
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。
「
労
働
組
合
は
、
そ
の
必
要
性
の
放
に
組
織
さ
れ
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l→ 

た
。
被
用
者
は
、
一
人
で
は
使
用
者
と
十
分
に
交
渉
し
え
な
い
。
被

用
者
は
、
普
通
、
日
々
の
賃
金
に
よ
っ
て
自
分
自
身
と
家
族
を
養
っ

て
い
る
。
被
用
者
が
公
正
と
考
え
る
賃
金
を
使
用
者
が
支
払
わ
な
く

と
も
、
被
用
者
は
、
雇
用
を
離
れ
た
り
で
き
ず
、
ま
た
、
使
用
者
の

怒
意
的
且
つ
不
当
な
処
置
に
抵
抗
し
え
な
い
。
労
動
組
合
は
、
労
働

者
に
使
用
者
と
平
等
な
立
場
で
交
渉
す
る
機
会
を
与
え
る
の
に
必
要

な
も
の
で
あ
る
。
」
〉
ヨ
2
5
2
ω
な
己
司

E
口《
E
2
〈
吋
ユ

i
C
々

の
ゆ
口
々
乙
吋
E
L命
。
。
z
R
-
Y
M勾

C-ω
・
一
∞
品
、
民
昨
日
口
U

E

(

一回日↓)・

(
日
)
り

s
r
c
F
凶作凶

Z
2
0
c
g三
口
問
ペ
己
-o君
。
D
ぬ
の
き
同
5
2
・

〉
5
2月
ロ
コ
切
ミ
〉
E
2
E
2
0口
]2MgmL
ぐ
D
一
・
コ
(
一
∞
ω
一
)
甘
官
印
一
白

1
1印}∞・

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

第
二
章

団
結
権
保
障
法
制

連
邦
労
使
関
係
法
の
類
型
化
の
試
み

l

第
一
節

団
結
権
保
障
法
制
の
ニ
潮
流

こ
こ
で
は
、
ワ
グ
ナ

l
法
以
前
の
連
邦
労
使
関
係
法
を
考
察
す
る
。
連
邦

に
よ
る
労
使
関
係
規
制
は

一
八
八
八
年
の
鉄
道
仲
裁
法
を
も
っ
て
そ
の
鴨

矢
と
す
る
。
そ
の
後
、
州
際
鉄
道
の
労
使
関
係
を
規
制
す
る
一
連
の
鉄
道
労

働
法
制
が
一
九
二

0
年
代
ま
で
に
次
第
に
整
備
さ
れ
、
一
九
三

O
年
以
降
は
、

ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
政
策
の
一
環
と
し
て
多
様
な
連
邦
労
使
関
係
法
が
制
定
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
ら
鉄
道
仲
裁
法
以
降
の
連
邦
労
使
関
係
法
は
、
一
一

O
世
紀
初
頭
に
な
さ
れ
た
連
邦
政
府
の
争
議
原
因
調
査
委
員
会
の
提
言
及
び

第
一
次
大
戦
時
の
全
国
戦
時
労
働
局
の
運
常
の
影
響
を
強
く
う
け
て
い
る
と

い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

一
款
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
提
言
及
び
運
営
を

考
察
し
、
ワ
グ
ナ

l
法
の
基
礎
に
な
る
考
え
が
こ
れ
ら
の
機
関
に
よ
っ
て
も

次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
二
款
で
、
連
邦
労

使
関
係
法
の
類
型
化
な
試
み
、
こ
れ
ら
の
諸
立
法
が
ワ
グ
ナ

l
法
に
い
か
伝

る
影
響
を
与
え
た
か
を
究
明
し
た
い
。

第
-
款

一
政
府
調
査
委
員
会
に
よ
る
労
働
争
議
の
実
態
調
査
と
提
言

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
に
か
け
て
鉄
道
を
中
心
に
企
図
的
な

影
響
力
を
有
す
る
争
議
が
頻
発
し
た
。
政
府
は
、
そ
の
原
因
究
明
と
解
決
の

同
結
権
保
障
の
先
駆
的
経
験

た
め
に
調
査
委
員
会
を
設
置
し
た
。
著
名
な
委
員
会
と
し
て
次
の
も
の
が
あ

(
2〉

げ
ら
れ
る
。

一
八
九
四
年
(
年
次
は
報
告
書
作
成
時
、
以
下
、
同
じ
)
ス
ト

ラ
イ
キ
委
員
会

(
C
ω
・
ω
E
r
の
q
B
E
E
-
=〉、

一
九

O
二
年
産
業
委
員

会
(
門
口
ι
E同
ユ
乙
の
c
g
B』
E
S口)、

一
九

O
二
年
無
煙
炭
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員

会
(
〉
口
件
F
E
n
-
Z
の
自
}
∞
可
子
作
の
C
Eヨ
MmECロ)、

(
S
V
 

委
員
会

(C-ω
・
。
G
E
E
-
m
z
g
g
H
E
E
E止
対
己
主

S
C、

一
九
一
六
年
労
使
関
係

一
九
一
八

年
調
停
委
員
会
ハ
玄

Z
E
t
g
の
申
ヨ

E
3
3
)
一
九
二
二
年
石
炭
委
員
会
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t4 

(
C
・
ω
・の
O
川

w
-
n
c
E
Eば
10ロ)。

』
れ
ら
の
委
員
会
の
報
告
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
争
議
原
因
と
そ
の
解
決
策
を

資

提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
共
通
性
を
有
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
争
議
の
主
要
な
原
因
は
使
用
者
の
反
組
合
的
行

為
に
よ
る
場
合
が
多
い
。
第
二
に
、
争
議
解
決
の
た
め
に
、
使
用
者
は
組
合

の
存
立
を
認
め
、
反
組
合
的
行
為
を
継
続
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
政
府

は
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
議
犬
契
約
、
組
合
員
に
対
す
る
差
別
待
遇
、
ブ
ラ

ツ
ク
ワ
ス
ト
、
ス
ト
か
ら
会
社
財
産
を
守
る
警
備
員

(
m
E
E
m
c日
巴

一
雇
用
等
の
反
組
合
的
行
為
を
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
で
あ
る
。

争
議
原
因
の
位
段
づ
け
及
び
争
議
解
決
の
方
法
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
報
化
け

惑
の
見
解
は
、
確
か
に
ワ
ゲ
ナ

l
法
に
結
実
す
る
団
結
権
、
団
交
権
思
想
の

仙
刷
芽
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
の
主
要
な
役
割
は
、
個
別

争
議
の
原
因
究
明
と
そ
の
解
決
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
が
一
般

的
且
つ
明
確
な
団
交
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は

一
連
の
鉄
道
労
働
、
法
制
の
経
験
と
一
九
三

一
一
ラ
七
条
例
、
ワ
グ
ナ

l
法
の
成

0
年
代
の
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ

l
デ
ィ
ア
法
、

立
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

具
体
的
に
は
、

一
八
九
四
年
の
鉄
道
労
働
組
合
に
よ
る
プ
ル
マ
ン

ス
ト
、

一
九

O
一
年
の
合
同
鉄
鋼
錫
労
働
組
合
に
よ
る

U
S
ス
テ
ィ の

ー
ル
に
対
す
る
メ
ト
、

あ
る
。

(
2〉
委
員
会
報
告
書
の
内
容
は
、
本
多
前
掲
書
一
二

O
i三
三
頁
、
の
・

Y
山
誕
百
円
目
。
『
¥
〉
出
己
目
わ
ぬ
ロ
片
戸
与
え
「
内
四
位

-
F
E
3
2
品
。
ロ
子
。

U
2
m
L
G日
)
E
S片
弘

行

ozzzz
岡
山
問
問
丘
三
口
問
r

出
ω
3
R
L
r問
看

H
f
i
z
〈

D
「
印

ο
(
-
u
ω
m
l
|
}
S
3
B・
5
1
N
1
5国
・
・
が
詳
細
で

あ
る
D

(
3〉
労
使
関
係
委
員
会
の
少
数
意
見
(
九
名
中
四
名
)
報
告
書
は
、
労

使
関
係
を
規
制
す
べ
き
機
関
と
し
て
行
政
委
員
会
た
る
連
邦
取
引
委

員
会
(
明
丘
四
包
}
吋
包
母

n
c
B
E
g
-
B
)
を
あ
げ
て
い
る
。
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一
九

O
二
年
の
源
青
炭
ス
ト
な
ど
が
有
名
で

一一初
期
の
連
邦
労
使
関
係
政
策
の
う
ち
で
、
最
も
大
規
模
且
つ
社
会
的
影
終

第
一
次
大
戦
時
に
お
け
る
全
国
戦
時
労
働
局
の
運
営

カ
が
大
き
か
っ
た
の
は
第
一
次
大
戦
時
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
一
九
一

七
年
以
降
、
連
邦
政
府
は
、
効
果
的
な
戦
争
遂
行
の
た
め
に
、
種
々
な
機
関

を
設
置
し
、
争
議
の
防
止
及
び
そ
の
迅
速
な
解
決
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、
使
用
者
側
及
び

A
F
L

の
賛
意
を
得
て
、

一
九
一
八
年
四
月
に
設
置
さ
れ
た
全
国
戦
時
労
働
局

(Zm門芯ロ
ω
一
巧
向
山
門
戸
刊
号
耳
切
富
三
以
下
、
局
、
と
い
う
)
と
い
わ
れ
る
。

局
の
構
成
は
、
労
使
双
方
の
代
表
者
各
五
名
、
公
益
代
表
二
名
、
計
一
一
一
名

で
あ
り
、
そ
の
外
に
一

O
名
の
裁
定
官
官
吉
宮
円
。
)
が
い
た
。
ま
た
、
局
の

管
轄
は
、
戦
争
遂
行
に
必
要
な
総
て
の
生
産
部
門
と
さ
れ
た
。



局
の
目
的
は
、
労
使
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
よ
る
生
産
阻
害
の
同
避
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
局
は
、
労
使
勢
力
の
現
状
維
持
(
ス
ト
、

ロ
ッ
ク
ア

ウ
ト
の
禁
止
〉
、
労
使
双
方
の
権
利
義
務
の
明
確
化
及
び
紛
争
の
斡
旋
、
調

内

O
G
】

停
、
仲
裁
に
努
め
た
σ

そ
し
て
、
労
使
双
方
の
権
利
義
務
は
、
次
の
よ
う
に

具
体
化
さ
れ
た
。
「
①
労
働
者
の
有
す
る
、
労
働
組
合
を
組
織
し
、
選
出
さ
れ

た
代
表
者
を
通
じ
て
団
交
を
な
す
権
利
は
承
認
さ
れ
る
。
こ
の
権
利
は
、
ぃ

か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
使
用
者
に
よ
り
否
定
さ
れ
、
奪
わ
れ
、
干
渉
さ

れ
で
は
な
ら
な
い
。
②
使
用
者
の
有
す
る
、
団
体

(
E
E
C
-
5
8
2
四

3
z巴

‘寸

を
組
織
し
、
選
出
さ
れ
た
代
表
者
を
通
じ
て
団
交
を
な
す
権
利
は
承
認
さ
れ

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

る
。
こ
の
権
利
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
労
働
者
に
よ
り
否
定
さ

れ
、
奪
わ
れ
、
干
渉
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
③
使
用
者
は
、
労
働
者
を
労
働
組

合
員
で
あ
る
こ
と
又
は
正
当
な
組
合
活
動
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
解
雇
し
て

は
な
ら
な
い
。
④
労
働
者
は
、
団
結
権
の
行
使
に
お
い
て
、
あ
る
人
を
白
ら

の
組
織
に
加
え
る
た
め
、
又
は
使
用
者
を
自
ら
と
交
渉
若
し
く
は
接
触
さ
せ

{su 

る
た
め
に
、
い
か
な
る
種
類
の
強
制
的
方
法
を
も
と
っ
て
は
な
ら
な
い
」
。
こ

(
4
)
(
5〉

れ
ら
の
原
則
に
基
づ
き
、
局
は
、
数
多
く
の
裁
定
を
な
し
た
と
い
わ
れ
る
。

労
使
関
係
に
与
え
た
局
の
運
営
の
影
響
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
局
の
最
大
の
功
績
は
、
組
合
組
織
化
の
た
め
の
ス
ト
ラ
イ
キ

(
2
m
l

S
E
t
-
E一
弘
円
二
自
)
の
必
要
性
を
減
少
さ
せ
、
労
使
紛
争
の
平
和
的
解
決

に
役
立
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
経
験
は
、
以
後
の
連
邦
労
使
関
係

法
立
法
の
際
、
大
い
に
考
慮
さ
れ
た
。
第
二
に
、
労
使
勢
力
の
現
状
維
持
政

策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
組
合
員
は
、

一
九
一
五
年
の
二
七

O
万
人
か
ら

一
九
二

O
年
の
五

O
五
万
人
へ
と
急
増
し
た
。
か
よ
う
な
現
象
を
み
る
な
ら

ば
、
局
の
実
質
的
運
営
は
、
か
な
り
労
働
組
合
側
に
有
利
で
あ
っ
た
と
推
定

〈

6
d

さ
れ
る
。
少
く
と
も
、
労
使
双
方
の
代
表
が
な
す
交
渉
に
よ
っ
て
労
働
条
件

を
設
定
す
べ
し
、
と
の
局
の
政
策
が
こ
の
間
の
組
合
員
急
滑
に
寄
与
し
た
こ

(
7〉

と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
影
響
と
し
て
工
場
委
員
会
公
7

毛

S
E
E
-円
宮

勾

)

の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
o

局
は
、
労
働
者
側
交
渉
代
表
者
の

選
出
に
際
し
、
労
働
者
の
秘
密
投
票
に
よ
り
工
場
委
員
を
選
出
さ
せ
、
こ
れ

ら
の
委
員
か
ら
な
る
工
場
委
員
会
を
交
渉
代
表
者
と
認
定
し
た
。
か
よ
う
に

し
て
多
く
の
工
場
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
第
一
次
大
戦
後
、
使
用
者
の

多
く
は
、
工
場
委
員
会
を
会
社
組
合
へ
と
再
編
成
し
、
外
部
組
合
の
企
業
内

侵
入
を
く
い
と
め
る
強
力
な
武
器
と
し
た
。
つ
ま
り
、
局
の
運
営
は
、
結
果

的
に
一
九
二

0
年
代
に
お
け
る
会
社
組
合
増
加
の
原
因
と
も
な
っ
た
わ
け
で

(
8
)
 

あ
る
。最

後
に
、
局
の
規
制
目
的
と
団
結
権
、
団
交
権
保
障
と
の
関
係
を
検
討
す

る
。
労
使
紛
争
に
よ
っ
て
生
産
が
阻
害
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
戦
争
の
効
果
的

遂
行
に
支
障
を
き
た
す
事
態
に
な
る
の
を
き
け
る
た
め
に
、
全
国
戦
時
労
働

北法24(2・131)363



料

局
は
、
労
使
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
め
ざ
し
た
。
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
策

(
9
v
 

と
し
て
、
第
一
に
、
労
使
双
方
の
団
結
権
、
団
交
権
、
か
保
障
さ
れ
、
団
交
代

表
者
選
出
手
段
と
し
て
の
秘
密
投
票
制
が
と
ら
れ
、
さ
ら
に
、
反
組
合
的
行

為
(
反
使
用
者
的
行
為
も
含
む
)
の
規
制
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
労
使
勢

資

力
の
現
状
維
持
の
必
要
性
か
ら
、
ス
ト
及
び
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
は
禁
止
さ
れ
た
。

第
二
に
、
労
使
紛
争
の
斡
旋
、
調
停
、
仲
裁
が
推
奨
せ
ら
れ
た
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
全
国
戦
時
労
働
局
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
団
結
権

及
び
団
交
権
は
、
労
使
紛
争
の
回
避
を
目
的
と
し
て
、
労
使
双
方
に
対
し
て

認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
「
団
結
権
」
、
「
団
交
権
」
の
考
え
方

は
、
鉄
道
労
働
法
制
上
の
そ
れ
と
類
似
し
て
お
り
、
局
の
運
営
は
、
鉄
道
労

働
法
制
を
通
じ
て
ワ
ク
ナ

l
法
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)
J
-
T
・
7

7

ケ
ル
ビ

l
、
(
小
林
康
助
、
附
凶
和
秀
訳
)
『
経
営
合

理
化
と
労
働
組
合
片
一
九
七
二
年
)
五
一
五
人
頁
に
そ
の
経
緯
が

詳
し
い
。

(
2〉
同
上
書
五
八

l
五
九
頁
。

(
3
)
町
三
四
回

2
2
g
F
P
Z雪
之

U
E
-
n
o
-
z
n
t
z
∞ω『
笠
宮
古
田

P
L
l

片
可
・
(
之
内
山
(
〕
〉
℃
・
一
回
・

(
4
)

具
体
的
総
定
内
容
は
、
木
多
前
掲
書
一
二
三
l
l
一
二
四
頁
を
み
ら
れ
た

l
v
 

(
5〉
裁
定
に
は
法
的
強
制
力
は
存
し
な
か
っ
た
、
か
、
戦
時
下
と
い
う
特

殊
事
情
か
ら
大
統
領
及
び
陸
海
軍
省
の
権
限
に
そ
の
裁
定
を
実
効
あ

ら
し
め
る
実
質
的
強
制
力
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

(
6
)

局
の
原
則
に
よ
れ
ば
労
働
組
合
の
行
為
も
規
制
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
が
、
実
際
上
、
組
合
の
行
為
は
規
制
さ
れ
な
か
っ
た
。
片
岡
前

掲
論
文
三
号
五
一
一
民
参
照
。

(
7
)

組
合
員
増
加
の
他
の
理
由
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ

る
。
①
戦
時
下
に
お
け
る
経
済
的
繁
栄
及
び
労
働
需
要
の
増
大
。
②

生
産
物
需
要
が
多
か
っ
た
の
で
、
使
用
者
は
ス
ト
の
危
険
を
回
避
し
、

労
働
者
と
妥
協
し
た
。
③
戦
争
遂
行
に
労
使
双
方
が
協
力
し
た
。

同

-
P
5
5
:邑
何

わ

・

回

3
3唱ヲ
q
口
二
百
巧
ω
間
口
2
〉内庁

Z
吋
え

T
E
R
z
a
-
(
-
8
0
)
司・

5
・

(
8
)
本
多
前
掲
書
三
五
1

一一一六頁。

(
9〉
局
の
運
営
に
よ
り
、
団
交
権
が
団
結
権
と
分
離
附
さ
れ
、
あ
る
程
度

独
自
な
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
注
目
に
仰
す

る
。
団
交
権
の
自
立
化
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
産

業
平
和
の
要
請
か
ら
、
労
使
闘
で
自
主
的
平
和
的
に
労
働
条
件
を
設

定
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
方
、
使
用
者
側
は
、
労
働
組
合
の
承
認
を

頑
に
拒
否
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
局
は
、
使

用
者
側
へ
の
妥
協
と
し
て
団
結
権
と
団
交
権
の
分
離
を
は
か
り
、
団

交
権
を
中
心
に
産
業
平
和
の
達
成
を
め
ざ
し
た
。
片
岡
前
掲
論
文

三
号
五
三
真
。
因
に
、
団
交
権
が
争
議
回
避
の
要
請
に
強
く
規
定
さ

れ
て
成
立
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

~!tìt;24(2 ・ 132)364

第
二
款

間
結
権
保
障
法
制
の
二
潮
流



労
使
関
係
を
規
制
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
の
は
、
原
則
と
し
て
州
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
労
働
組
合
運
動
の
大
規
模
化
、
そ
れ
に
伴
な
ょ
っ
州
際
化
及

び
そ
の
社
会
経
済
的
役
割
の
増
大
に
よ
り
、
連
邦
に
よ
る
労
使
関
係
規
制
が

余
儀
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
は
、
憲
法
上
限
定
さ
れ
た
連
邦

の
権
限
と
労
使
関
係
規
制
と
を
関
連
e

つ
け
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
。
か
よ
う

な
背
景
を
も
っ
て
成
立
し
た
連
邦
労
使
関
係
法
は
、
主
に
立
法
目
的
の
相
違

か
ら
大
き
く
次
の
二
類
型
に
一
民
分
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
o

な
お
、
こ
の
分
類

一
九
三
五
年
ま
で
の
連
邦
労
使
関
係
法
を
対
象
と
し
て
い
る
。

i土第
一
の
類
型
は
、
労
使
紛
争
の
回
避
に
よ
り
州
際
通
商
の
円
滑
な
流
れ
を
保

護
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
す
る
。
こ
れ
を
「
紛
争
回
避
型
」
と
よ
び
た

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

し、。

一
八
八
八
年
以
降
の
欽
道
労
働
法
制
の
流
れ
が
こ
の
型
に
該
当
す
る
。

」
の
型
は
、
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
(
と
い
っ
て
も
、

一
九
二
六
年
鉄
道

労
働
法
に
お
い
て
始
め
て
そ
の
構
造
が
完
成
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

が
)
。
①
事
実
認
識
|
州
際
鉄
道
は
、
州
際
通
商
の
主
要
な
媒
介
手
段
で
あ

り
、
州
際
鉄
道
に
お
け
る
労
使
紛
争
、
特
に
争
議
は
、
州
際
通
商
の
自
由
な

流
れ
を
阻
害
す
る
。
②
政
策
目
標
l
労
使
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
よ
る
州
際

通
商
の
円
滑
な
流
れ
の
保
護
。
③
目
標
達
成
手
段

l
斡
旋
、
調
停
、
仲
裁
制

度
の
確
立
及
び
労
使
関
の
権
利
義
務
関
係
の
明
確
化
、
つ
ま
り
、
ル

l
ル
の

設
定
。
設
定
さ
れ
た
ル

l
ル
の
一
環
と
し
て
団
結
権
、
団
交
権
が
保
障
さ
れ

〔

1
X
2〉

る
に
い
た
る
。

第
二
の
類
型
は
、
労
使
関
の
交
渉
力
の
不
平
等
を
是
正
し
適
正
な
労
働
条

件
を
確
保
す
る
た
め
に
、
労
働
組
合
運
動
を
推
奨
し
団
交
制
度
の
確
立
を
め

、
、
、
(
旬
。
)

ざ
す
の
が
主
要
な
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
団
交
制
度
確
立
型
」
と
よ
ぴ
た

い
。
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ
!
デ
ィ
ア
法
、

ニ
ラ
七
条
川
問
、
及
び
ワ
グ
ナ

l
法
が
こ

の
類
型
に
該
当
す
る
。
こ
の
型
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
。
①
事
実
認
識

i
労
使
関
の
交
渉
力
は
不
平
等
で
あ
り
、
個
別
的
交
渉
に
よ
っ
て
は
、
労
働

者
は
、
適
正
な
労
働
条
件
を
確
保
し
え
な
い
。
ま
た
、
労
働
組
合
の
主
要
な

役
割
は
、
労
使
間
の
交
渉
カ
の
平
等
化
で
あ
る
。
②
政
策
目
標
l
労
使
関
の

〈

4
)

交
渉
力
の
平
等
化
に
よ
る
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
。
③
目
標
達
成
手
段
i
l

こ
の
点
に
お
い
て
二
形
態
が
と
ら
れ
る
。
第
一
の
形
態
は
、
争
議
の
自
由
を

広
め
る
こ
と
に
よ
り
間
接
的
に
団
交
制
度
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
を

「
争
議
権
型
」
と
よ
ぶ
。
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ

l
デ
ィ
ア
法
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

第
二
の
形
態
は
、
団
結
権
、
団
交
権
を
保
障
し
、
直
接
的
な
国
家
介
入
に
よ

っ
て
団
交
制
度
の
確
立
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
団
交
・
団
結
権

円

5
v

型
」
と
よ
ぶ
。
ニ
ラ
七
条
例
、
ワ
グ
ナ
l
法
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
「
争
議

権
型
」
と
「
団
交
・
団
結
権
型
」
の
相
違
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
以
上
述

べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

北法24(2・133)365



ドl

『
紛
争
回
避
型

l
鉄
道
労
働
法
制

一

『

争

議

権

型

|

ノ

リ

ス

・

ラ

ガ

J
デ

連

邦

労

使

関

係

法

〈

一

ィ

ア

法

一
団
交
制
度
確
立
型
(

一

一

団

交

・

団

結

権

型

|

ニ

ラ

七

条

同

F

F

ワ
グ
ナ

l
法

資

(
1
)

ワ
グ
ナ

l
法
一
条
の
文
言
は
、
紛
争
回
避
型
の
事
実
認
識
、
政
策

日
僚
を
宣
言
し
て
い
る
。
連
邦
は
、
州
際
通
商
規
制
権
限
(
憲
法
一

条
八
節
三
項
)
に
よ
ら
な
け
れ
ば
労
使
関
係
規
制
を
な
し
え
な
い
、

と
の
憲
法
上
の
要
請
が
か
よ
う
な
構
成
を
と
ら
せ
た
主
な
理
由
で
あ

る
と
忠
わ
れ
る
。

(
2
)
紛
争
回
避
型
は
、
究
極
的
に
は
州
際
問
の
円
滑
な
商
品
流
通
の
保

護
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
シ
ャ
!
?
ン
法
、
ク
レ
イ

ト
ン
法
の
立
法
目
的
と
類
似
し
て
い
る
。

(
3
)

こ
の
考
え
は
ア
メ
リ
カ
労
使
関
係
法
の
基
礎
で
あ
る
、
と
い
わ
れ

る。
円、

.
H
i一R
W
C七
口
広
二
d
一
-
一
℃
七
・
一
お
|
一
品
∞
・

回
日
々
回
・
君
主

-
5
m
g
p

亡
σ
2
E
L
同

Z
F
m
m
m一
3
0
2
2・

(
石
町
∞
)
問
者
・
日
目
1lN吋・

同
-
F

∞3
4
2
0
¥、目。

Z
円
、
河
回
自

ι
5
0
者
三
さ
え
の
g
m
Z
E
-

U
F円}
内

E
m
C
口円、
ω
司
河
内
三
。
司
ぐ
G
}
・吋一
y
h
F
N
N
一

(
4〉
ニ
ラ
以
降
は
、
労
働
組
合
運
動
強
化
に
よ
っ
て
賃
上
げ
を
な
さ
し

め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
衆
購
買
力
を
増
強
し
、
不
況
克
服
を
め
ざ
す

べ
し
と
の
主
張
も
な
さ
れ
る
に
い
た
る
。

(
5
)

ニ
ラ
七
条
例
の
実
際
の
運
針
を
み
る
な
ら
ば
、
争
議
の
回
避
・
調

整
が
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
ニ
ラ
七
条
例
は
、
規
制
目
的
及
び
そ
の
態
様
に
つ
き
、

鉄
道
労
働
法
制
と
類
似
す
る
側
面
も
多
分
に
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ

v
Q

。
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第
二
節

鉄
道
労
働
法
制
の
展
開

一
連
の
鉄
道
労
働
法
制
が
連
邦
労
使
関
係
法
の
杭
矢
と
な
っ
た
。
一
川
際
通
商

の
主
要
な
媒
介
手
段
た
る
州
際
鉄
道
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
頻
発
が
か
よ
う

な
立
法
を
促
す
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に

一
九
二
六
年
鉄
道
労
働

法
立
法
運
動
の
よ
う
に
鉄
道
労
働
組
合
が
積
極
的
な
立
法
活
動
を
な
し
た
こ

〈

1
)

と
及
び
あ
る
種
の
労
使
協
調
が
存
し
て
い
た
こ
と
も
立
法
を
促
進
し
た
理
由

と
い
わ
れ
る
。

以
下
、
鉄
道
労
働
法
制
の
歴
史
、
鉄
道
労
働
法
制
に
お
け
る
団
結
権
、
間

ホ
〈
権
の
位
置
を
検
討
し
、
鉄
道
労
働
法
制
と
ワ
グ
ナ

l
法
と
の
相
違
を
あ
き

ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
鉄
道
労
働
法
制
が
ワ
グ
ナ
|
法
に
い
か
な
る
影

間
四
日
を
与
え
た
か
も
考
察
す
る
。

鉄
道
仲
裁
法
か
ら
鉄
道
労
働
法
ま
で

第
一
款

一
鉄
道
仲
裁
法
(
問

2
-
3邑
〉
号
庁
防
庁
一
口
口
〉
え
一
八
八
八
年
)

本
法
は
、
大
統
領
に
鉄
道
争
議
を
対
象
と
す
る
調
査
委
員
会
の
任
命
権
を



与
え
且
つ
争
議
当
事
者
、
か
希
望
す
る
場
合
に
仲
裁
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を

定
め
た
。
調
査
委
員
会
は

一
八
九
四
年
の
プ
ル
マ
ン
ス
ト
の
時
、
唯
一
回

だ
け
設
置
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
仲
裁
機
関
も
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か

(
2
)
 

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
本
法
は
、
始
め
て
の
連
邦
労
使
関
係
法
と
い
う
以
外
、

(
3
v
 

み
る
べ
き
も
の
が
な
い
。

コ
エ
ル
ド
マ
ン
法
(
何
門
会
出
山
口
〉
♀
一
八
九
八
年
)

「
L鉄
道
仲
裁
法
上
の
紛
争
調
整
機
構
を
よ
り
整
備
す
る
目
的
を
も
っ
て
エ
ル

ド
マ
ン
法
が
立
法
化
さ
れ
た
。
本
法
は
、
州
際
通
商
委
員
会
と
労
働
局
長
官
同

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成け

(C-ω
・(い
O
E
5
2
1
8
R
G町
下

mwrcc
と
に
よ
る
紛
争
調
停
、
及
び
調
停

不
調
の
際
に
な
さ
れ
る
コ
一
者
構
成
の
仲
裁
委
員
会
に
よ
る
紛
争
処
理
を
定
め

(
4
)
 

た
。
ま
た
、
仲
放
裁
定

(ω
当
日
仏
)

は
、
連
邦
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
承
認
を

経
る
こ
と
を
条
件
に
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
強
制
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た。
本
法
は
、
単
に
紛
争
処
理
機
構
の
み
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
労
使
聞
の
権
利
義
務
関
係
の
明
確
化
も
は
か
つ

た
。
木
法
一

O
条
は
、
「
:
-
被
用
者
又
は
求
職
者
に
対
し
、
雇
用
の
条
件
と

(ncH-uRot-ロ
)
、
組
合

(
M
E
m
-

し
て
、
書
面
又
は
口
頭
で
労
働
者
の
団
体

R
E
F
S
)、
組
織
体

合同開
ω
E
N弘
己
ロ
〉

の
構
成
員
と
な
ら
ず
若
し
く
は
そ

の
構
成
員
た
る
地
位
に
留
ま
ら
な
い
と
の
協
定
を
要
求
す
る
こ
と
、
或
い
は
、

労
働
者
の
団
体
、
組
合
、
組
織
体
の
構
成
員
た
る
こ
と
を
理
由
に
当
該
被
用

者
に
対
し
一
雇
用
を
拒
否
す
る
と
威
嚇
し
た
り
、
彼
ら
を
不
当
に
差
別
待
遇
す

る
こ
と
:
・
」
を
禁
止
し
、
違
反
者
を
軽
罪
に
処
す
る
と
し
た
。
か
よ
う
な

黄
犬
契
約
と
差
別
待
遇
の
禁
止
は
、
ま
さ
に
団
結
権
保
障
の
茄
芽
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
木
条
項
は
、
ア
デ
ィ
ア
対
合
衆
国
事
件
、
〉
岳
町
〈

-c.
∞・

N
D
∞
C
・
ω・
5
7
C
8
8
に
お
い
て
、
適
法
手
続
条
項
違
反
、
州
際
通
商

規
制
条
項
違
反
の
理
由
で
違
憲
と
判
一
不
さ
れ
た
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、

章
三
節
一
を
み
ら
れ
た
い
。

コ
一
ニ
ュ

l
ラ
ン
ズ
法

(
Z
9乙
g
r
〉
♀
一
九
一
一
二
年
)

(
5
)
 

木
法
は
、
始
め
て
常
設
の
調
停
委
員
会
を
設
置
し
た
。
調
停
委
員
会
の
構

成
は
、
専
門
の
調
停
委
員
一
名
と
大
統
領
任
命
の
二
名
の
政
府
職
員
よ
り
成

る
。
そ
の
役
割
は
、
重
大
な
紛
争
に
関
し
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
の

要
請
に
基
づ
き
、
若
し
く
は
、
委
員
会
独
自
の
発
意
に
よ
っ
て
調
停
を
な
す

こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
事
者
双
方
の
要
求
に
基
づ
い
て
仲
裁
委
員
会
が

設
置
さ
れ
る
と
の
定
め
も
な
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
規
定
を
み
る
と
、
紛
争
処

理
制
度
を
中
心
に
鉄
道
労
働
法
制
が
成
立
し
た
事
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
鉄
道
労
働
法
制
土
の
団
結
権
、
団
交
権
の
考
え
は

一
九
こ
六
年
鉄

道
労
働
法
以
降
次
第
に
明
確
に
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
の
団
結
権
、
団
交
権
の

考
え
は
、
あ
く
ま
で
紛
争
処
理
制
度
の
補
完
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
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本}

あ
る
。四

第
一
次
大
戦
時
の
鉄
道
労
働
行
政

第
一
次
大
戦
中
、
鉄
道
労
働
法
制
の
分
野
に
お
い
て
も
貴
重
な
経
験
が
な

資

さ
れ
た
。
戦
時
に
お
け
る
州
際
鉄
道
の
重
要
性
は
、
国
に
よ
る
直
接
的
鉄
道

一
九
一
七
年
二
一
月
か
ら
一
九
二

O
年
三
月
ま
で
鉄
道
の
国

経
営
を
促
し
、

家
接
収
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
閥
、
鉄
道
管
理
局
(
何
回
目

}
3邑
〉

L
S
E
Z
E
l

t
o
D〉
が
鉄
道
を
経
品
目
し
、
紛
争
回
避
の
目
的
か
ら
次
の
政
策
を
と
っ
た
。

第
一
は
、
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
差
別
待
遇
の
禁
止
で
あ
る
。

一
九
一
八
年
二
月
に
、
鉄
道
管
理
局
局
長
は
、

一
般
命
令
第
八
号
(
の

2
号
乙

。
丘
R
Z
0・
∞
)
を
出
し
、
労
組
員
た
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
被
用
者
に
対

す
る
差
別
待
遇
を
禁
止
し
た
。
か
よ
う
な
措
置
は
、
労
使
聞
の
権
利
義
務
関

係
の
明
確
化
に
よ
る
紛
争
原
因
の
除
去
を
目
的
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
般
命
令
第
八
号
は
、
実
質
的
に
エ
ル
ド
マ
ン
法
一

O
条
の
復
活
で
あ
っ
た

が
、
凶
家
接
収
下
の
鉄
道
に
お
い
て
は
、
ア
デ
ィ
ア
事
件
の
よ
う
な
問
題
が

生
ず
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
第
二
は

一
九
一
八
年
に
な
さ
れ
た
鉄
道
調
整

局
(
閉
山
E
一
若
々
〉
丘

E
E河
口
同
国
富
三
)
の
設
置
で
あ
る
。
労
使
代
表
同
数

か
ら
構
成
さ
れ
る
鉄
道
調
整
局
は
、
労
働
協
約
の
解
釈
適
用
か
ら
生
ず
る
紛

争
の
解
決
に
あ
た
っ
た
。

反
組
合
的
行
為
の
禁
止
と
紛
争
処
理
機
構
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
回
避
・
処

理
を
め
ざ
す
鉄
道
労
働
法
制
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
は
こ
こ
に
完
成
し
た
、

と
忽
わ
れ
る
。
し
か
し
、
労
働
条
件
の
最
終
的
決
定
権
を
国
が
も
っ
て
い
る

状
況
の
も
と
で
は
、
真
の
意
味
の
団
交
制
度
は
、
機
能
し
う
る
余
地
は
な
か

っ
た
。五

輸

送

法

(
H，
S
E司
2
U立
C
ロ
〉
え
一
九
二

O
年
)

鉄
道
の
民
間
経
営
移
行
に
伴
っ
て
輸
送
法
が
制
定
さ
れ
た
。
本
法
は
、
第

一
次
大
戦
時
の
鉄
道
労
働
行
政
と
同
様
、
当
事
者
の
直
接
交
渉

(
L
F

門司昨

ncロ『
2
2】
2m)

に
よ
る
紛
争
解
決
を
め
ざ
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
鉄
道
労
働

調
整
局
(
H
N

巳
-
3邑
∞

S
与

え

ピ

σ
2
L
P丘
E
仲
間
出
自
円
以
下
、

R
B
L
A

と
、
よ
ぶ
)
と
鉄
道
労
働
局
(
同
丘
町

E
ι
c
r
q円
切

S
H
L
以
下
、

R
B
L

と
、
よ
ぶ
)
の
設
置
が
定
め
ら
れ
た
。

R
B
L
A
は
、
苦
情
・
諸
規
則
・
労

働
条
件
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
を
目
的
と
し

労
使
双
方
の
合
意
に
基
づ

き
設
置
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
設
置
さ
れ
た
例

(
7〉

は
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
他
方
、

R
L
B
は
、
常
設
機
関
で
あ
り
、
三

者
構
成
九
名
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
委
員
か
ら
な
る
。

R
L
B
の
役
割
も
、
苦
情

(
8〉

・
諸
規
則
・
労
働
条
件
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
で
あ
っ
た
。

R
L
B
は
、
当
事
者
に
よ
る
直
接
交
渉
を
推
奨
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
第
一
時
大
戦
時
の
鉄
道
管
理
局
と
違
っ
て
、
代
表
者
選
出
の
自
由
の
保

障
や
差
別
待
遇
の
禁
止
を
十
分
に
な
し
え
な
か
っ
た
J

そ
れ
故
、

使
用
者

北法24(2・136)368



は
、
生
産
位
向
上
と
外
部
組
合
排
除
を
目
的
と
し
て
工
場
委
員
会
の
会
社
組

合
化
を
め
ざ
し
か
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
た
。
か
よ
う
に
本
法
は
、
会
社
組

合
助
長
に
関
し
て
、
全
菌
戦
時
労
働
局
と
同
様
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ

一
九
二
六
年
鉄
道
労
働
法
に
作
か
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
当
事
者
の
直
接
交
渉
の
内
容
が
「
代
表
者
選
出
の
権
利
」

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
経
験
は
、

(寸

を
意
味
す
る
ま
で
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
、
真
の
意
味
の
直
接
交
渉
は
あ
り
得

な
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
9
)
 

六
鉄
道
労
働
法
(
何
日
一
さ
ミ

F
p
r
2
〉
三
一
九
二
六
年
)

r
i
L
 
輸
送
訟
の
規
定
に
は
強
制
力
が
な
く
、
紛
争
を
十
分
に
処
理
し
き
れ
な
か

っ
た
の
で
、
鉄
道
労
働
法
が
労
使
双
方
の
要
求
に
よ
り
立
法
化
さ
れ
た
。
木

アメリカにおける「不当労働行為制度j の形成

法
の
主
要
な
目
的
は
、
紛
争
の
凶
避
と
そ
の
処
理
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
諸

機
構
が
か
な
り
整
備
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
団
結
権
、
団
交
権
を
保
障

す
る
と
の
視
点
も
、
以
上
の
目
的
に
規
定
さ
れ
つ
つ
明
確
化
さ
れ
た
。
第
一

次
大
戦
時
の
労
働
行
政
に
お
い
て
成
立
し
た
鉄
道
労
働
法
制
の
基
本
的
ハ
タ

ー
ン
は
、
本
法
に
お
い
て
法
形
態
を
と
り
名
実
と
も
に
完
成
し
た
、
と
い
え

ト

ι
吊
ノ
。

本
法
二
条
は
、
当
事
者
の
責
務
と
し
て
「
労
使
間
の
あ
ら
ゆ
る
紛
争
か
ら

生
じ
る
、
通
商
や
運
輸
業
者
の
営
業
に
対
す
る
妨
害
を
回
避
す
る
た
め
に
、

賃
金
率

(
E
Z
m
C『
宮
巴
・
諸
規
則

(
E
-
2
)
・
労
働
条
件
に
関
す
る
協

定
を
な
し
、
そ
れ
を
維
持
す
べ
く
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
努
力
を
な
す
こ
と
、
及

び
、
そ
の
よ
う
な
協
定
の
適
用
や
そ
の
他
の
原
因
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
紛

争
を
解
決
す
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
具
体
化
と
し
て
次
の
方
策
が

と
ら
れ
た
。
第
一
は
、
労
使
双
方
の
代
表
者
に
よ
る
自
主
的
紛
争
解
決
を
推

奨
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
紛
争
処
理
機
構
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
共

に
、
「
代
表
者
選
出
の
権
利
」
な
る
観
念
を
も
坐
ぜ
し
め
た
。
つ
ま
り
、
双
方

の
代
表
者
ど
う
し
の
「
話
し
合
い
」
を
奨
励
す
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
前
提
と
し

て
、
双
方
が
互
い
に
相
手
の
干
渉
を
う
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
代
表
者
を
選

出
す
ベ
し
(
二
条
三
項
〕
、
と
の
結
論
に
迷
す
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ェ
ア
プ
レ

ー
の
精
神
と
で
も
い
う
、
へ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
代
表
者
選
出
の
自
由

を
実
効
あ
ら
し
め
る
機
構
の
設
置
ま
で
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
立

法
上
の
不
備
が
、
裁
判
所
に
よ
る
反
組
合
的
行
為
の
直
接
的
規
制
を
許
す
結

果
に
な
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
第
-
一
は
、
紛
争
処
理
機
関
の
設
置
で
あ
る
。

調
整
局
(
〉
(
ご

5
門口
d
o
p
丹
∞
富
三
)
は
、
賃
金
率
、
諸
規
則
、
労
働
条
件
に
関

す
る
協
定
の
解
釈
、
適
用
か
ら
生
ず
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
当
事
者

の
合
意
に
よ
っ
て
個
別
的
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
定
め
ら
れ
た
。
常
設
機
関

と
し
て
は
、
大
統
領
任
命
の
五
名
の
委
員
よ
り
な
る
調
停
局

(
ζ
a
z丹

回
日
高
牛
〉

が
設
置
さ
れ
た
。
調
停
局
の
任
務
は
、
賃
金
率
、
諸
規
則
、
労
働
条

件
の
変
更
か
ら
生
ず
る
紛
争
及
び
調
整
局
で
解
決
さ
れ
え
な
い
紛
争
の
解
決

北法24(2・137)369



ギ}

で
あ
っ
た
。

1ft 

(

1

)

賃
上
げ
分
の
料
金
へ
の
転
化
と
い
う
形
で
労
使
双
方
が
州
際
通
商

委
員
会
(
目
見
2
m
gな
の

c
E
E
2
2
(
U
2
H
M
E
2
2
8
)
に
対
し
共
通

の
利
害
を
見
い
出
し
て
い
た
。

(
2
〉

〉

-HN・
何
-
一
百
四
2ccLW
刷

、

H，r。
刃
包
-
刊
誌
可
戸
山
寸
GH
〉
口
件
。
[
一

UMm
・

』

C己叶ロ
ω
一
C『

HUcztg-
開
ncロ
C
E可
〈
G一・

ωm
〈
一
回
日
∞
)
℃
・
印
ム
・

(
3
)
図
。
司
自
ら
『
了
司
己
)
一
円
。
。
三
円
。
一
色
H
A
m
wゲ
G
円
何
色
白
門
3
口ω
(

一回ム
N
)

℃目一一
N
.

(
4
)

紛
争
処
理
の
実
態
は
、
開
ニ
百
四
百
g
p
c℃
2
f
司
・
印
印
に
詳
し

、しV

(
5
)
 
調
停
委
員
会
の
運
営
は
、
成
功
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

川
凶
寿
「
ア
メ
リ
カ
鉄
道
産
業
関
係
労
働
立
法
の
研
究
」
法
学
研
究

二
六
巻
四
号
(
一
九
五
三
年
〉
九
頁
、

F
2
5
7
8
2
f
℃-
A
プ

な
お
、
一
九
一
六
年
に
な
さ
れ
た
八
時
間
制
要
求
の
争
議
の
際
に

は
、
本
委
員
会
は
十
分
機
能
し
え
ず
、
大
統
領
が
直
接
に
争
議
に
関

与
し
た
。
こ
の
結
果
成
立
し
た
の
が
、
八
時
間
労
働
制
を
定
め
る

〉
仏
印
口
出
。
ロ
〉
円
円
で
あ
る
。

(
6
)

巧
同
門
口
予
告

n
F
3・
石

G
I
E
-

(
7
)

何一
-
E
m
2
0
0
L
・
0℃
・
門
広
w

℃由〔〕・

(
8
)
R
L
B
の
決
定
に
は
法
的
強
制
力
は
存
せ
ず
、
世
論
の
み
が
そ
の

決
定
を
実
施
さ
せ
る
力
が
あ
っ
た
。
一
章
三
節
同
参
照
。

(
9
)

別
名
を
巧
民
ω
3
3
r
o門
〉
え
と
も
い
う
。

(
川
〉
簡
単
な
立
法
史
は
、
巴
}
同
局
者
《
〕
O
L
・
8
・円

xu
害
田
町
N
I
B
-
を

み
ら
れ
た
い
。
な
お
、
木
法
は
、
下
院
で
、
賛
成
三
八
一
、
反
対
一

一
一
一
、
上
院
で
、
賛
成
六
九
、
反
対
一
三
の
圧
倒
的
多
数
で
成
立
し

た。

(

け

)

、

H
J
Z
E
E門{
Z何者
O
L
2
2印刷
N
H
W
(
U
G
H
H
d
E可
〈
・
回
S
子
2
7
8仏

(
A
M
P
-
ニ玉、ミロロハ凶

ω同
2
5凹
Z
℃(リ一
mRrω
・
N

∞一己・

ω
ま
∞
w

(

一回
ω
O
)
・

二JW;24(2・138)370

第

蒜〈

鉄
道
労
働
法
人
口
憲
判
決

一
九
一
二

O
年
ま
で
最
高
裁
は
、
ア
デ
ィ
ア
判
決
や
コ
ッ
パ
ジ
判
決
に
み
ら

れ
る
如
く
、
多
く
の
団
結
権
保
障
立
法
を
違
憲
と
判
示
し
て
き
た
。
川
際
通

商
条
項
の
厳
格
な
解
釈
と
形
式
的
な
契
約
自
由
の
原
則
が
そ
の
基
礎
と
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
一
二

O
年
に
な
っ
て
、
最
高
裁
は
、
こ
れ
ま
で
の
判

例
を
実
質
的
に
変
更
し
、
鉄
道
労
働
法
を
合
意
と
し
た
。
本
判
決
に
よ
っ

て
、
団
結
権
保
障
立
法
の
合
憲
性
を
認
め
る
法
的
フ
レ
ー
ム
が
出
来
上
っ
た

と
恩
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
判
決
の
内
容
と
そ
の
判
例
法
上
の
位
置
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

け〔ー〕

事
実
関
係
及
び
判
示
内
容

主主

実

関

係

一
九
二
五
年
に
鉄
道
・
汽
船
職
員
友
愛
会
(
旬
。
子
q
z
c
L
q『

H
N
E
z
a



E
L
2
2
5
m
r
s
o
-
E
H
Z
)
は
、
テ
キ
サ
ス
・
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
鉄
道
会

社
に
賃
上
げ
を
要
求
し
、
会
社
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
が
事
件
の
発
端

と
な
っ
た
。
友
愛
会
は
、
全
国
調
停
局

(C-ω
・∞
cm
三
丘
三

a
z
zロ)

に
紛
争
の
調
停
を
委
託
し
た
。
一
方
、
会
社
は
、
調
停
に
よ
り
賃
上
げ
が
認

め
ら
れ
る
の
を
お
そ
れ
て
、
会
社
組
合
た
る
「
南
太
平
洋
線
事
務
従
業
員
組

合

(

〉

5
9己
主
5
2
0『
2
2
M
B
-
肘

2
1
0宮内切
lωcc昨
日

5
5
H
ν
R
M『貯のピコ
2
)」

の
結
成
を
援
助
し
、
友
愛
会
組
合
員
に
対
し
て
友
愛
会
か
ら
脱
退
す
る
よ
う

け

に
と
威
嚇
、
強
制
し
、
さ
ら
に
、
友
愛
会
の
指
謀
者
を
解
雇
し
、
被
用
者
、
が

集
団
的
行
為

(
n
o
-
-
R
t
s
ω
円
昨
日

D
口
)

に
よ
っ
て
自
由
に
代
表
者
を
選
出
す

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

る
の
を
妨
害
し
た
。

そ
こ
で
、
友
愛
会
は
、
鉄
道
労
働
法
二
条
三
項
に
基
づ
き
、
連
邦
地
裁
に

対
し
、
会
社
の
な
し
て
い
る
職
員
代
表
選
出
へ
の
干
渉
を
禁
止
す
る
よ
う
、

差
止
命
令
の
発
布
を
求
め
た
。
な
お
、
一
一
条
一
一
一
項
は

「
こ
の
法
律
の

μ的

の
た
め
、
法
人
又
は
非
法
人
団
体
の
規
定
に
従
い
若
し
く
は
他
の
集
団
的
行

為
に
よ
っ
て
、
代
表
者
は
、
団
結

(mm一『
l
q沼
町
民
口
一

Nmtcロ
)

や
代
表
者
選
出

に
つ
き
相
手
側
か
ら
の
干
渉
、
威
圧
、
強
制
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
各
当
事

者
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
し
と
の
規
定
で
あ
っ
た
。
連
邦
地
裁

(

1

)

(

2

〉

一
九
二
七
年
八
月
及
び
一
九
二
八
年
二
月
に

は
、
友
愛
会
の
主
張
を
認
め
、

差
止
命
令
を
発
布
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
会
社
は
、
①
事
務
従
業
員
組
合
の

解
散
、
②
自
由
投
票
に
よ
る
代
表
者
の
選
出
が
な
さ
れ
る
ま
で
友
愛
会
を
承

認
す
る
こ
と
、
③
解
雇
さ
れ
た
従
業
員
の
再
雇
用
、
を
命
じ
ら
れ
た
。
搾
訴

審
が
地
裁
の
判
断
を
支
持
し
た
の
で
v

会
社
は
、
上
告
に
及
ん
だ
。
一
上
告
理

出
は
、
以
下
で
あ
っ
た
。
①
鉄
道
労
働
法
二
条
三
項
は
、
法
的
強
制
力
を
有

す
る
規
定
で
は
な
い
。
②
も
し
、
そ
れ
に
法
的
強
制
力
あ
り
と
す
れ
ば
、
木

条
は
、
滋
法
一
条
(
州
際
通
商
条
項
)
及
び
修
正
五
条
(
適
法
手
続
条
項
)

に
違
反
し
、
違
憲
。
③
労
働
争
議
へ
の
差
止
命
令
の
発
布
は
、
ク
レ
イ
ト
ン

法
二

O
条
違
反
。

口

半リ

刀て

内

ι4  

1":t 

主
要
な
判
一
示
内
容
は
、
次
の
二
一
点
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
述

ベ
る
。抽

出
一
は
、
鉄
道
労
働
法
に
い
う
「
代
表
者
選
出
の
権
利
」
と
立
法
目
的
と

の
関
係
で
あ
る
。
鉄
道
労
働
法
の
日
的
は
、
労
働
紛
争
か
ら
生
ず
る
州
際
通

商
の
阻
害
を
、
公
益
的
立
場
か
ら
凶
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

労
使
関
係
の
友
好
的
調
整
公
邑
E
r
k
邑
]
己
注
目

2
ご
と
任
意
仲
裁
(
〈
C
ア

E
g
q
日
玄
丹
E
E
C
Z
)
が
推
奨
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
代
表
者
選
出
の
権
利
」

は
、
「
制
定
法
の
日
的
の
不
可
欠
な
基
礎
で
あ
る
。
友
好
的
調
整
や
紛
争
仲
決

協
定
の
た
め
の
す
べ
て
の
手
続
及
び
木
法
の
全
体
的
方
針
(
の
実
効
性
)

は
、
当
事
者
に
と
っ
て
満
足
す
べ
き
合
怠
が
な
さ
れ
且
つ
州
際
通
商
機
構
の

~t:W24(2・ 139)371



料

円
滑
な
遂
行
に
と
っ
て
不
可
欠
な
平
和
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
代

資

表
者
を
通
じ
て
他
か
ら
制
約
な
う
け
る
こ
と
の
な
い
行
為
(
ロ
R
S
R
E
E
l

〈

4
v

t
c口
〉
が
当
事
者
に
よ
り
な
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
そ
し
て
立
法
目
的
及
び
立
法
経
過
に
よ
り
、
「
代
表
者
選
出
の
権

利
」
は
、
本
法
の
不
可
欠
な
基
盤
合
E
S同
E
F
E
Lえ
5
ロ)

そ
れ
故
、
差
止
命
令
の
保
護
法
益
と
な
る
。

で
あ
り
、

第
二
は
、
本
法
二
条
三
項
の
合
憲
性
に
関
す
る
。
労
働
者
は
、
自
己
の
利

益
追
求
の
た
め
に
合
法
的
に
集
団
的
行
為
を
な
し
う
る
。
し
か
し
、
「
代
表
者

選
出
の
権
利
」
が
使
用
者
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
集
団

的
行
為
は
、
無
意
味
(
ヨ

R
r円
も
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
労
使
聞
の
交

渉
や
協
議
の
た
め
に
、
議
会
が
代
表
選
出
に
対
す
る
制
限
を
禁
止
す
る
の

は
、
当
事
者
一
方
の
慾
法
上
の
権
利
の
侵
害
で
は
な
く
、
両
当
事
者
の
権
利

(
6
v
 

の
承
認
で
あ
る
」
。
ま
た
、
本
条
項
は
、
使
用
者
が
通
常
行
使
す
る
採
用
、
仰
肝

原
の
権
利
を
制
限
し
な
い
。
制
限
さ
れ
る
の
は
、
使
用
者
の
な
す
被
用
者
代

表
選
出
へ
の
干
渉
行
為
の
み
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
条
項
は

適
法
手
続
条
項
に
違
反
し
な
い
。

第
三
は
、
州
際
通
商
条
項
に
関
す
る
。
連
邦
の
州
際
通
商
規
制
権
は
、
「
通

〈

G
)

商
の
保
護
と
促
進
の
た
め
に
適
切
な
す
べ
て
の
立
法
を
制
定
す
る
権
限
」
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
州
際
輸
送
を
問
答
す
る
に
い
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
労
使
紛

争
の
友
好
的
解
決
を
め
ざ
す
本
法
は
、
州
際
通
商
規
制
作
似
の
適
正
な
行
使
に

あ
た
る
。

(
1
〉∞
5仲
Z
H
r
c
a
o
h
H
Nと
}
g
H
E
L
2
8
2
ω
r
w
u
h
F
R
F
〈・

4
2
5
m
5門戸

Z
。君。ュ
2
5
m
E
-
E
R
目。
p
w
M
K話
u
，

(NL)
品
同
町
・

(
2
)

同
事
件
、
忠
明
。
ι)
ム
M
m
-
M印
明
，

O
L
)
∞吋
ω
・

(
3
)
同
事
件
、

ωω
司

(Nes・

(
4〉
同
事
件
、

N
∞
一

C
・

ω・
印
ム
∞
w

包
片
山
町
田
・

(
5
)
手
正
-
w

釦

昨

日

吋

0
・

(
6〉

HZL
よ
九
日
0
.

二本
判
決
は
、
「
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
の
観
念
を
媒
介
に
し

判
例
法
上
の
位
置

て
、
団
交
権
、
団
結
権
保
障
法
の
合
憲
性
を
始
め
て
認
め
た
爾
期
的
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
判
決
以
降
、
団
交
権
、
団
結
権
保
障
法
が
現
実
に
機
能
し
う

る
法
的
基
盤
が
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
本
判
決
を
ア
デ
ィ
ア

判
決
と
二
点
に
つ
き
比
較
し
、
本
判
決
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
ο

第
一
は
、
州
際
通
商
条
項
の
問
題
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
ア
デ
ィ
ア
判
決

に
お
い
て
、
差
別
待
遇
及
び
黄
犬
契
約
の
禁
止
と
州
際
通
商
条
項
の
聞
に
は

な
ん
ら
関
連
が
存
し
な
い
と
判
示
し
た
。
一
方
、
本
判
決
は
、
州
際
通
商
の

円
滑
化
に
は
労
使
紛
争
の
平
和
的
調
整
が
不
可
欠
で
あ
り
、
平
和
的
調
整
の

北法24(2・140)372



た
め
に
は
労
使
双
方
の
代
表
者
選
出
の
自
由
が
そ
の
前
提
と
な
る
、
と
両
者

を
関
連
づ
け
た
。
判
示
内
容
の
か
よ
う
な
差
異
は
、
主
に
両
立
法
の
規
定
方

法
の
相
速
に
よ
る
と
こ
ろ
大
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
エ
ル
ド
マ
ン
法
一

O

条
は
、
差
別
待
遇
と
黄
犬
契
約
を
そ
の
も
の
と
し
て
直
接
禁
止
し
て
い
た
。

他
方
、
鉄
道
労
働
法
は
、
労
使
紛
争
の
友
好
的
調
整
の
前
提
と
し
て
「
同
交

の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
を
位
置
づ
け
て
い
た
。
最
高
裁
は
、
以
前

か
ら
、
州
際
通
商
の
保
護
と
労
使
紛
争
の
友
好
的
調
整
と
の
関
連
を
認
め
て

ハ
2
v

い
た
。
問
題
は
、
労
使
紛
争
の
友
好
的
調
整
と
判
断
の
対
象
と
な
る
具
体
的

け

規
定
と
の
関
連
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
労
使
紛
争
の
友
好
的
調

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

整
と
「
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
と
の
関
連
は
認
め
ら
れ
や
す

か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

「
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
労
働
組
合
運
動
自
体
の
保
護
(
差
別
待
遇
、
会
社
組
合

の
禁
止
)
も
不
可
欠
で
あ
る
と
の
解
釈
さ
え
な
さ
れ
た
。

他
方
、
エ
ル
ド
マ
ン
法
は
、
単
に
黄
犬
契
約
、
差
別
待
遇
を
声
援
禁
止
す

る
だ
け
で
あ
り
、
州
際
通
商
の
保
護
と
そ
れ
ら
の
規
定
と
を
関
連
=
つ
け
る
媒

介
概
念
に
欠
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
は
、
適
法
手
続
条
項
の
問
題
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
鉄
道
労
働
法

条
二
一
頃
に
法
的
強
制
力
を
認
め
且
つ
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
適
法
手
続
条
項
に

違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
点
に
釘
い
て
も
、
刑
事
制
殺
を
も
っ
て
、

黄
犬
契
約
、
差
別
待
遇
を
禁
止
す
る
エ
ル
ド
マ
ン
法
を
適
法
手
続
条
項
違
反

と

L
た
ア
デ
ィ
ア
判
決
と
比
較
さ
れ
る
。
両
判
決
の
理
論
構
成
は
左
表
の
よ

決 lアディ市民 1-1 
一一 l一 一一一-!CDI

1立
州際通商の保護 1州、i際通商ーの保護 法

目
的

一一一一一 壱ア
;兵

組合員たる地位 l体
i的

(献契約lの禁l保
差別待遇j"-'ll二l護

|芸
① ⑦  
↓!な l①

労使紛争の友好 し l ② 
的調整 I の

関

一一② 一!一一一一ー l}t 
I :t'11 H-r rr.. e::r .--h Iさ@

②を制限する使 l契約の自由 ih@
用者の自由。 I労使間の平等るとl
使用者が通常行 !利よ
使する採用、解 !益つ
濯の自由は、制 I て
限きれず。 I侵l

|劃

う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本平Ij

前
述
し
た
よ
う
に
、
卜H交のための代

表者選li¥の権利

ア
デ
ィ
ア
判
決
は
、
差
別
待
遇
及
び
寅
犬
契
約
の
禁

止
と
州
際
通
商
の
保
護
と
の
関
連
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
エ
ル
ド
マ
ン
法
一

Jti.去24(2・141)373

O
条
は
、
本
来
の
規
則
目
的
で
あ
る
州
際
通
商
の
保
護
で
は
な
く
、
労
働
組

合
運
動
自
体
の
擁
護
を
目
的
と
す
る
と
み
な
さ
れ
た
。
労
働
組
合
運
動
は

な
ん
ら
法
的
保
護
の
対
象
と
さ
れ
ず
、
且
つ
、
そ
れ
白
体
と
し
て
は
連
邦
の

規
制
権
の
範
関
内
に
な
か
っ
た
の
で
、
エ
ル
ド
マ
ン
法
一

O
条
は
、
適
正
な



市i

権
限
及
び
目
的
に
よ
ら
ず
し
て
契
約
の
F

ハ
山
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
、
適
法
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
判
示
さ
れ
た
。

資

他
方
、
本
判
決
は
、
州
際
通
商
保
護
の
た
め
に
は
「
団
交
の
た
め
の
代
表

者
選
出
の
権
利
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、
「
間
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権

利
」
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
使
用
者
の
有
す
る
採
用
、
解
一
艇
の
自
由

を
制
限
し
う
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
鉄
道
労
働
法
二
条
一
三
項
は
、
確
か
に
使

則
者
の
自
由
を
制
限
す
る
が
、
そ
れ
は
適
正
な
権
限
と
日
的
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
、
適
法
手
続
条
項
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。
二
条
三
項
と
州
際

通
商
条
摂
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
た
が
放
に
、
か
よ
う
な
理
論
構
成
が
可
能

に
な
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
判
決
の
意
義
を
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
「
団
交

の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
を
州
際
通
商
の
保
護
に
と
り
不
可
欠
と
み

な
し
た
こ
と
ぜ
あ
る
。
第
二
は
、
州
際
通
商
の
保
護
を
理
山
に
し
て
、
使
用

者
の
有
す
る
採
用
、
解
雇
の
権
利
を
そ
の
目
的
の
範
囲
内
で
制
限
し
た
と
し

て
も
、
適
法
手
続
条
項
違
反
と
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
よ

う
に
し
て
、

ワ
グ
ナ

l
法
の
合
憲
性
を
認
め
る
法
的
フ
レ
ー
ム
は
、
本
判
決

に
よ
り
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

本
判
決
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
何
回
2
E
E
-
-
R
H，F
m

∞
=
司
自
ョ
。

(UCFR丹
同
向
井
ぬ
円
七
月
宮
己
凶
作
附
N
2
7
E可円、
ω寸
CH
〉
♀
.
〉
ヨ
2
Rロ
ロ
何
5
1

5
2口
同
望
月
君
、
〈
G
}
-
M
O
(
一
80)
・
が
あ
る
。

(
2
)

ア
デ
q

ア
判
決
に
お
い
て
も
、
エ
ル
ド
マ
ン
法
の
仲
裁
、
調
停
条

項
は
合
意
と
さ
れ
た
。

(
3
)
州
際
通
商
条
項
は
、
州
際
鉄
道
に
お
け
る
労
働
条
件
規
制
法
及
び

反
ト
ラ
ス
ト
法
に
関
す
る
判
決
に
よ
り
次
第
に
拡
大
解
釈
さ
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
前
者
の
例
と
し
て
、
何
百
三
C
苫
え
ピ
ロ
ゲ
日
々
の
2
2・

M
O
ユ」・

ω・品目
ω入
一
山
口
吋
〉
一
切
と
Z
E
C見
山
口
(
-
0
7
5
H
N
-
H
N

〈
-
H
h
(
Y

M吋一
C
ω

町一
N
b
u
一一

)
U
4
5
m
g
〈・

2
2・
N
お
d
・
ω
ω
ω
M
-

(
-
2
3
が
あ
げ
ら
れ
る
。
後
者
の
例
と
し
て

戸
日
乙
む
吋
〈
・
「
c
m
Z
P
N
ω
印
d
ω
・印一
N
M
u
(
-
u

一
向
)
一
口
広
三
ぬ
vh

句コロ円
l

E
h
司

3
2
ゎ
Q
-

〈・』
q
ロ】
1
E
q自
己
】
∞
円
。
ロ
ぬ

(UZ32u.
〉加担》円
E
2
q口、

旧工
C
-
ω
・

ωア
(
S
N
3
二
U
2
8
P
E
n
s
-
n
o
L
C
ζ
巧
w
M
E

d
・
ω
-
M
U
?
(
一UM印
〕
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
4
)

前
述
し
た
の
O
℃
宮
間
ぬ
〈
岡
山
E
S
F
N
ω
自己・

ω
'
f
c
u
↓
印
)
も
ア

デ
ィ
ア
判
決
と
同
様
の
理
論
構
成
を
係
っ
て
い
る
。

〈

5
)

エ
ル
ド
マ
ン
法
、
鉄
道
労
働
法
双
方
と
も
間
結
権
、
団
交
権
の
保
障

を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
保
障
方
法
は
呉
っ
て
い
る
。

鉄
道
労
働
法
自
体
に
は
な
ん
ら
具
体
的
な
保
障
方
法
が
定
め
ら
れ
て

い
な
い
が
、
最
高
裁
は
、
鉄
道
労
働
法
の
解
釈
を
通
じ
て
‘
本
法
違

反
行
為
に
対
す
る
差
止
命
令
を
発
布
し
た
。
他
方
、
エ
ル
ド
マ
ン
法

は
、
違
反
者
に
刑
事
制
裁
を
課
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
論
議

は
こ
の
相
違
を
二
応
捨
象
し
て
い
る
。
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第

款

一
九
三
四
年
修
正
鉄
道
労
働
法

一
九
二
九
年
以
降
の
大
恐
慌
の
影
響
を
強
く
う
け
た
鉄
道
産
業
に
対
し
、

修
正
に
い
た
る
背
景

政
府
は
、
鉄
道
再
建
と
経
蛍
合
理
化
を
助
け
る
幾
多
の
施
策
を
な
し
た
。
団

結
権
、
回
突
権
を
保
障
す
る
側
面
も
有
す
る
破
産
法

(∞ωロ}
Q
C
官
庁
可
〉
広

一
九
三
一
二
年
)
及
び
緊
急
鉄
道
輸
送
法

(
H
U
H
-
q
m
g円
可

同

E
r己主
H
，
E
5℃
l

2
U
C辛
口
〉
三

A

九
一
二
三
年
)
は
、
そ
の
政
策
の
一
環
で
あ
る
と
い
わ
れ

る。

け

破
産
法
は
、
破
産
管
財
下
に
あ
る
鉄
道
業
者
の
要
求
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

(
1
)
(
2
)
 

た
。
本
法
七
七
条
P
及
び

q
は
、
裁
判
官
と
破
産
管
財
人
公

E
m宮
内
〉
に
対

アメリカにおける「不当労働行為市j度」の形成

し
、
被
用
者
の
団
結
権
、
団
交
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
た
。
特

に
、
黄
犬
契
約
と
会
社
組
合
が
禁
止
さ
れ
た
。

破
産
法
の
対
象
を
州
内
鉄
道
ま
で
広
げ
、
立
つ
、
「
不
必
要
に
し
て
非
能
率

〔

3
〉

的
な
重
複
線
の
運
営
か
ら
生
ず
る
一
浪
費
を
避
け
る
」
目
的
を
も
っ
て
、

緊
急
鉄
道
輸
送
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
遂
行
の
た
め
に
連

。7
2会
コ
己
2
E『
吋

E
E吉
見
巳
5
ろ
が
置(4〉

か
れ
た
。
労
働
事
項
に
関
す
る
調
整
官
の
権
限
は
、
被
用
者
の
権
利
の
保
障

邦
輸
送
調
整
官
句
作
牛
02-

及
び
労
働
条
件
、
労
使
関
係
の
改
善
方
法
を
議
会
に
勧
告
す
る
こ
と
で
あ
っ

た。

こ
れ
ら
の
諸
法
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
、
特
に

黄
犬
契
約
及
び
会
社
組
合
は
、
十
分
規
制
さ
れ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ

」
で
、
黄
犬
契
約
及
び
会
社
組
合
を
主
要
な
規
制
対
象
と
し

一
九
二
六
年

鉄
道
労
働
法
の
原
則
を
よ
り
徹
底
化
さ
せ
る
方
向
で
、
鉄
道
労
働
法
の
修
正

(
6
)
 

が
な
さ
れ
た
。

(
1
〉
「
裁
判
官
若
し
く
は
破
産
管
財
人
は
、
自
ら
選
ん
だ
労
働
組
合
に

加
入
す
る
被
用
者
の
権
利
を
否
認
し
、
或
い
は
こ
れ
に
い
か
な
る
疑

も
さ
し
は
さ
ん
で
は
な
ら
な
い
。
被
用
者
団
体
に
な
ん
ら
か
の
干
渉

を
加
え
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
会
社
組
合
の
維
持
の
た
め
に
資
金
を
流

用
す
る
こ
と
、
若
し
く
は
、
会
社
組
合
の
構
成
員
と
な
ら
せ
又
は
そ

こ
に
残
留
さ
せ
る
た
め
に
、
被
用
者
に
影
響
力
な
い
し
強
制
を
加
え

る
こ
と
は
、
裁
判
官
若
し
く
は
破
産
管
財
人
に
と
っ
て
違
法
と
な

る」。

(
2
)

「
裁
判
官
、
破
産
管
財
人
若
し
く
は
収
益
管
理
人

(
2
2
F
Z
H
)

は
、
何
人
に
対
し
て
も
一
土
真
犬
契
約
一
の
署
名
を
要
求
し
て
は
な
ら

な
い
。
も
し
財
産
が
、
裁
判
官
、
破
産
管
財
人
若
し
く
は
収
益
管
理

人
の
管
理
下
に
あ
る
時
、
こ
の
種
の
契
約
が
締
結
さ
れ
た
な
ら
ば
、

被
用
者
は
、
そ
の
契
約
が
破
棄
さ
れ
、
も
は
や
全
く
拘
束
力
を
も
た

な
い
旨
の
通
知
を
う
け
る
も
の
と
す
る
」
。

(
3
)

ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
縦
一
ニ
ュ

l
デ
ィ

i
ル
の
経
済
政
策
」
(
一

九
六
五
年
)
二
凶
九
頁
。
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料

(
4
)

調
整
官
は
、
反
組
合
的
行
為
の
禁
止
や
団
交
当
事
者
の
決
定
を
も

な
し
た
と
い
わ
れ
る
。
本
多
前
掲
寄
四
八
頁
。

(
5
)

回
日
σ
2仲
間

N
Z
R子
2
-
y
a
d
=
E門
戸

ω
r
q門
司
自
口
同
回
口
命
日

ν
お
〈
0
2
1

t
c口
三
丘

q
子
σ
刀
巳

-45『
円
、

ω
r
q円
〉
込
-
w

F
L
E
E
-
z
L
ピ
σ
2
p
r
v昨
F
O
E
H
N
2
2
5一・
ω
(一∞

Au--

一
∞
印
〔
〕
)
一

y
ω
N吋・

(
6
)

修
正
が
な
さ
れ
え
た
他
の
原
凶
と
し
て
は
、
①
緊
急
鉄
道
輸
送
法

が
-
-
年
間
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
こ
と
・
②
一
九
三

O
年
の
鉄
道
労

働
法
合
議
判
決
の
影
響
、
が
考
え
ら
れ
る
。
当
』
宮
内
予
告
・

2
7
勺

江
戸
田
泊
国
内
門
口
回
同

ap--】
円
同
門
よ
匂
・
ム
吋
・

資

、11
J

r
i
l
」本
法
は
、
団
結
権
、
団
交
権
を
明
確
に
保
障
し
、
且
つ
、
紛
争
処
理
機
構

を
整
備
し
た
。
以
下
、
本
法
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

修
正
訟
の
内
符

ハ
け
団
結
権
、
団
交
権
保
障
に
関
す
る
規
定

本
法
二
条
同
は
、
「
本
法
の
目
的
の
た
め
、
代
表
者
は
、
各
当
事
者
が
、
代

表
者
の
指
名
に
つ
い
て
他
の
当
事
者
か
ら
干
渉
、
威
圧
ま
た
は
強
制
を
う
け

る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
何
れ
の
当
事
者
も
、
他

の
当
事
者
の
代
表
者
の
選
出
に
対
し
て
、
如
何
な
る
手
段
を
も
っ
て
も
干

渉
、
威
圧
ま
た
は
強
制
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
団
交
の
た
め
の
代
表

者
選
出
の
自
由
を

2
4口
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
鉄
道
労
働
法
二
条
三
項

と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
が
、
修
正
法
は
、
さ
ら
に
、
団
結
権
自
体
を
も
保
障

す
る
以
下
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。
一
般
的
な
問
結
権
の
保
障
と
会
社
組
合

の
禁
止
に
つ
き
、
二
条

ωは
、
「
被
用
者
は
、
組
合
を
組
織
し
、
自
己
の
選
出
し

た
代
表
者
を
通
じ
て
団
交
を
行
な
う
権
利
を
有
す
る
。
被
用
者
の
あ
る
職
積

ま
た
は
あ
る
階
層
の
過
半
数
は
、
木
訟
の
目
的
の
た
め
、
そ
の
職
穐
ま
た
は
そ

の
階
層
の
代
表
者
を
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
。
運
輸
業
者
、
そ
の
役
員
ま

た
は
代
理
人
は
、
被
用
者
が
自
己
の
選
択
に
よ
り
労
働
組
合
に
加
入
し
、
そ

れ
を
組
織
し
ま
た
は
そ
の
組
織
に
対
し
て
援
助
す
る
こ
と
に
つ
い
て
有
す
る

権
利
を
、
否
認
し
ま
た
は
い
か
な
る
手
段
を
も
っ
て
も
そ
の
権
利
に
対
し
異

議
を
述
べ
て
は
な
ら
な
い
。
運
輸
業
者
が
何
ら
か
の
手
段
を
も
っ
て
被
用
者

の
組
織
に
干
渉
す
る
こ
と
、
労
働
組
合
、
労
働
者
代
表
も
し
く
は
そ
の
他
の

団
交
代
理
人
を
維
持
し
、
援
助
し
も
し
く
は
こ
れ
ら
に
寄
付
す
る
た
め
、
ま

た
は
そ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
の
た
め
運
輸
業
者
の
資
金
を
使
用
す
る
こ
と

被
用
者
を
し
て
労
働
組
合
に
加
入
さ
せ
も
し
く
は
継
続
し
て
労
働
組
合
員
と

し
て
置
く
た
め
、
又
は
、
被
用
者
を
し
て
労
働
組
合
に
加
入
さ
せ
ず
も
し
く

は
継
続
し
て
労
働
組
合
員
と
し
て
慌
か
な
い
た
め
干
渉
ま
た
は
強
制
す
る
こ

と
(
中
略
)
は
、
違
法
と
す
る
」
と
定
め
た
。
ま
た
、
黄
犬
契
約
の
禁
止
に

っ
き
、
二
条
例
は
、
「
運
輸
業
者
、
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の
代
理
人
は
、
求
職

者
に
対
し
て
、
労
働
組
合
に
加
入
し
ま
た
は
加
入
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る

北i1;24C2・144)376



い
か
な
る
契
約
に
も
署
名
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
契

約
が
本
法
の
効
力
発
生
以
前
に
履
行
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
運
輸
業
者
は
、

そ
の
契
約
が
破
棄
さ
れ
、
す
で
に
全
く
被
用
者
を
拘
束
し
な
い
旨
を
、
適
当

な
命
令

(
O
H巴《
r
H
)

に
よ
り
被
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定

め
た
。か

よ
う
に
、
本
法
は
、
明
確
に
団
結
権
、
団
交
権
を
保
障
し
て
い
る
。
こ

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成 (→ 

れ
は
、
鉄
道
労
働
法
と
比
べ
て
大
き
な
前
進
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
鉄
道

労
働
法
は
、
州
際
通
商
の
保
護
に
と
り
労
使
紛
争
の
友
好
的
調
整
が
必
要
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
が
前
提
と

さ
れ
る
、
と
の
シ
ェ
ー
マ
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
法
は
、
さ
ら
に
、

団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
を
実
効
あ
ら
し
め
る
に
は
労
働
組
合
運

動
向
体
の
保
護
(
会
社
組
合
、
支
配
介
入
、
黄
犬
契
約
の
禁
止
)
を
も
必
要

と
す
る
と
み
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鉄
道
労
道
法
二
条
三
項
の
解

釈
と
し
て
な
さ
れ
た
労
働
組
合
運
動
自
体
の
保
護
を
、
本
法
は
、
条
文
化
を

通
じ
正
面
か
ら
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
団
結
権
が
保
障
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
法
で
定
め
ら
れ
た
そ
れ

の
具
体
的
保
障
方
法
は
、
当
該
規
定
の
違
反
者
に
対
す
る
刑
事
制
裁
の
み
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
発
動
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

ハ
詰
〉る
。
そ
こ
で
、
労
働
組
合
は
、
本
法
を
理
由
に
、
裁
判
所
に
対
し
、
使
用
者

の
反
組
合
的
行
為
を
禁
止
す
る
差
止
命
令
の
発
布
を
申
請
し
、
裁
判
所
も
か

ハ
3
)

か
る
救
済
方
法
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
。
団
結
権
、
聞
か
〈
権
侵
害
に
対
す
る

民
事
的
救
済
、
が
本
法
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

。
紛
争
処
理
機
構
に
関
す
る
規
定

本
法
は
、
紛
争
処
理
機
構
と
し
て
、
全
国
鉄
道
調
整
局
〈
Z
弘
芯
ロ
ロ
一
一
刃
包
l

ニ
さ
邑
〉
《
と

5同
E
E門
出

S
丘
以
下
、

N
R
A
B
と
、
よ
ぶ
)
及
び
全
国
調

停
局

(
Z
P昨

E
E
-
ζ
a
u
t
g

∞S
丘
以
下
、

N
M
B
と
、
よ
ぶ
〉
を
設

閉
院
し
た
。
N
R
A
B
は
、
組
合
代
ぷ
一
人
名
、
運
輸
業
者
代
表
一
人
名
、
計
三
六
名

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
役
割
は
、
賃
金
、
労
働
時
間
及
び
労
働
条
件
を
定

め
る
労
働
協
約
の
解
釈
、
適
用
か
ら
生
ず
る
紛
争
の
調
整
で
あ
る
。

N
R
A

B
で
解
決
に
い
た
ら
な
い
事
件
は
、
仲
裁
若
し
く
は
緊
急
委
員
会
に
付
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

N
M
B
は
、
大
統
領
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
こ
名
の
公
益
委
員
よ
り
構
成
さ

れ
る
。
そ
の
主
要
な
役
割
は
、
賃
金
、
労
働
時
間
及
び
労
働
条
件
に
関
す
る

新
協
約
の
締
結
に
際
し
て
な
さ
れ
る
争
議
を
調
停
す
る
こ
と
で
あ
る
。

N
M

B
は
、
調
停
の
前
提
と
し
て
、
多
数
決
原
理
に
基
づ
く
被
用
者
代
表
者
選
出

手
統
合
)
学
り
、
使
用
者
に
対
し
、

N
M
B
が
認
証
し
た
代
表
者
と
交
渉
す
ベ

し
、
と
命
じ
た
。
「
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
を
実
効
あ
ら
し
め

北法24(2・145)377



ギ}

る
具
体
的
手
続
は
、
こ
こ
に
一
応
完
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

資

(
1〉
一
一
条
〈
一

O
)
は
、
禁
止
規
定
に
「
故
意
に
(
三
己
主
)
従
わ
ず

ま
た
は
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
た
場
合
:
・
」
に
は
、
軽
罪
(
千

ド
ル
か
ら
二
万
ド
ル
ま
で
の
罪
金
、
ま
た
は
六
月
以
下
の
拘
束
、
若

し
く
は
両
者
の
併
科
)
に
処
す
と
規
定
し
て
い
る
。

(
2〉
日
米
比
較
労
働
法
研
修
議
書
五
五
号
七
二
頁
。

(
3〉
〈
町
四
5
2
H
N巳
-
司
印
可
。
0
・u

〈・

ω
3
Z
B
Hり止。
E
t
cロ
Z

0
・
A
〔
〕

w

ω
O
口白・

ω・
印
一
印
入
一

8
3
・

第
四
款

鉄
道
労
働
法
制
に
お
け
る
同
結
権
、
間
交
権
の
位
置

こ
こ
で
は
、
鉄
道
労
働
法
制
に
お
い
て
、
団
結
権
、
団
交
権
が
い
か
な
る

位
置
を
占
め
る
か
を
、
ま
ず
、
あ
き
ら
か
に
し
、
次
に
、
鉄
道
労
働
法
制
と

ワ
グ
ナ

l
法
と
の
比
較
を
行
な
う
。
な
お
、
鉄
道
労
働
法
制
の
最
も
完
成
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、

一
九
三
四
年
修
正
鉄
道
労
働
法
が
主
要
な
考
察
対
象
と

さ
れ
る
。

修
正
鉄
道
労
働
法
の
構
造
は
、
概
ね
以
下
の
よ
う
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。

①
事
実
認
識

i
州
際
鉄
道
は
、
州
際
通
商
の
主
要
な
媒
介
手
段
で
あ
り
、
州

際
鉄
道
に
お
け
る
労
使
紛
争
は
、
州
際
通
商
の
自
由
な
流
れ
を
阻
害
す
る
。

②
政
策
目
標

l
労
使
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
よ
る
州
際
通
商
の
円
滑
な
流
れ

の
保
護
。
③
目
標
達
成
手
段

l
川
紛
争
処
理
機
構
の
確
立
。
労
働
組
合
が
あ

る
程
度
の
地
歩
を
占
め
、
団
交
制
度
が
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
る
分
野
に
お

い
て
、
紛
争
処
理
機
構
は
、
団
交
過
程
よ
り
生
ず
る
紛
争
の
迅
速
、
平
和
的

処
理
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
、
沿
革
的
に
も
、
立
法
目
的
か
ら
も
、
鉄
道

労
働
法
制
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
同
団
結
権
、
団
交
権
を
保
障
す
る

こ
と
に
よ
る
団
交
制
度
の
確
立
。
使
用
者
が
労
働
組
合
を
承
認
せ
ず
団
交
制

度
、
か
未
確
立
の
分
野
に
お
い
て
は
、
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
、
就
中
、
外

部
組
合
勢
力
の
侵
入
を
防
ぐ
会
社
組
合
及
び
黄
犬
契
約
が
、
労
使
紛
争
の
主

要
な
原
悶
と
な
っ
た
。
組
合
承
認
か
ら
生
ず
る
か
よ
う
な
紛
争
を
回
避
す
る

一
定
の
ル
!
ル
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ル

l
ル
の
基

た
め
に

礎
と
な
る
の
は
、
労
使
間
の
友
好
的
交
渉
の
前
提
と
な
る
「
団
交
の
た
め
の

代
表
者
選
出
の
権
利
」
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
そ
の
観
念
の
具
体
化
と
し

て
、
団
結
権
、
団
交
権
が
保
障
さ
れ
る
。
な
お
、
紛
争
の
迅
速
、
平
和
的
処

理
と
い
う
至
上
目
的
か
ら
、
代
表
者
選
出
手
続
は
、
国
家
機
関
た
る

N
M
B

に
よ
り
掌
握
さ
れ
る
に
い
た
る
。

次
に
、
修
正
鉄
道
労
働
法
を
ワ
グ
ナ

l
法
と
比
較
し
、
そ
の
特
徴
を
あ
き

ら
か
に
し
た
い
。
両
者
の
差
異
は
、
主
に
立
法
目
的
の
相
違
に
由
来
す
る
。

第
一
は
、
全
般
的
な
規
定
方
法
に
関
す
る
。
ワ
グ
ナ

l
法
は
、
団
交
制
度

の
確
立
自
体
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
紛
争
処
理
機
構
を
設
置
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
修
正
法
は
、
紛
争
の
回
避
・
処
理
を
主
要
な
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目
的
に
し
て
い
る
の
で
、
団
結
権
、
団
交
権
の
保
障
と
と
も
に
、
紛
争
処
理

機
構
を
も
設
置
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
紛
争
処
理
機
構
が
修
正
法
の
支
柱
で

あ
り
、
団
結
権
、
団
交
権
の
保
障
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
次
第
に
認
め
ら
れ

(
2
)
 

る
に
い
た
っ
た
と
し
た
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
団
結
権
、
団
交
権
の
保
障
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
行
為
に
関

す
る
。
修
正
法
は
、
労
働
組
合
の
な
す
使
用
者
に
対
す
る
強
制
的
行
為
を
も

禁
止
し
て
い
る
。
労
働
組
合
の
な
す
強
制
的
行
為
が
労
使
紛
争
の
原
因
と
な

り
州
際
通
商
を
阻
害
す
る
に
い
た
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
、
「
団
交
の
た

め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
は
、
そ
の
理
論
的
基
礎
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ

アメりカにおける「不当労働行為市j度」の形成

の
観
念
は
、
相
互
不
介
入
の
原
則
を
も
意
味
し
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
及

び
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
の
禁
止
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
つ
一
条
刷
〉
。
相
手
側
の
協

力
に
よ
り
自
己
の
組
織
強
化
を
図
る
の
は
、
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
精
神
に
反
す

(
4
)
 

る
と
い
う
の
が
、
そ
の
禁
止
の
理
由
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、

ワ
グ
ナ

l
法
は
、
使
用
者
の
反
組
合
的
行
為
の
み
を
禁
止
し
て
い

る
。
ワ
グ
ナ
|
法
の
基
礎
と
な
る
考
え
は
、
修
正
法
と
同
様
に
「
団
交
の
た

め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
で
あ
る
が
、
ワ
グ
ナ

l
法
は
、
前
述
し
た
フ
ェ

ア
プ
レ

l
の
原
則
を
多
少
緩
和
し
、
主
に
労
働
組
合
強
化
に
よ
る
不
況
克
服

と
の
政
策
目
的
に
規
定
さ
れ
て
、
被
用
者
の
み
の
団
結
権
、
団
交
権
を
保
障

す
る
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
修
正
法
は
、
ヮ
グ
ナ

l
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
差
別
待
遇
、
団
交

拒
否
を
条
文
上
禁
止
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
反
組
合
的
行
為

は
、
実
質
上
「
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権
利
」
を
侵
害
す
る
と
み
な

さ
れ
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

第
三
は
、
団
結
権
、
団
交
権
の
保
障
方
法
に
関
す
る
。
修
正
法
二
条
帥

は
、
団
結
権
、
団
交
権
を
保
障
す
る
規
定
に
故
意
に
従
わ
な
い
者
を
軽
罪
に

処
す
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
条
文
上
定
め
ら
れ
た
保
障
方
法
は
、

違
反
者
に
対
す
る
刑
事
制
裁
だ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
保
障
方
法
は
、
次
の

理
由
に
よ
り
実
効
性
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。
①
「
故
意
に
規
定
に
従
わ
な
い

」
と
の
構
成
要
件
事
実
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
。
②
陪
審
員
の
多
く
は
、
い

か
な
る
行
為
が
反
組
合
的
行
為
に
該
当
す
る
か
か
を
認
定
す
る
知
識
、
経
験

を
有
し
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
刑
事
制
裁
の
対
象
と
な
る
と
陪
審
員
に
説
得

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
③
刑
事
制
裁
は
、
反
組
合
的
行
為
に
よ
っ
て
不

利
益
を
う
け
た
組
合
及
び
組
合
員
に
と
っ
て
真
の
救
済
と
は
な
ら
な
い
。

実
効
性
の
な
い
刑
事
制
裁
に
代
っ
て
利
用
さ
れ
た
の
が
民
事
的
救
済
で
あ

る
。
裁
判
所
は
、
組
合
ま
た
は
、
被
用
者
の
申
請
に
よ
り
、
使
用
者
の
反
組

(
8
)
 

合
的
行
為
を
禁
止
す
る
差
止
命
令
を
、
修
正
法
に
基
づ
い
て
発
布
し
た
。
か

よ
う
な
救
済
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
修
正
法
に
よ
っ
て
当
事
者
に
私
的
権

(
9
v
 

利
守
口

E
Z
円
高
「
門
)
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
か
よ
う
な
救
済
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手?

は
確
か
に
刑
事
制
裁
よ
り
笑
効
性
を
有
し
て
い
た
が
、
①
裁
判
費
用
が
か
か

る
、
②
証
拠
法
上
の
拘
束
厳
し
い
、
@
救
済
が
巡
滞
す
る
、
等
の
欠
点
な
有

門
川
)

し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。
ヲ
グ
ナ

l
法
上
の
行
政
的
救
済
は
、
前
述
し

資

た
、
刑
事
制
裁
を
背
景
に
し
た
紋
済
及
び
民
事
的
救
済
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欠
点

の
是
正
を
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

紛
争
形
態
の
差
具
に
応
じ
て
紛
争
処
理
機
構
も
次
第
に
整
備
さ
れ

て
き
た
。
例
え
ば
、
利
益
紛
争
を
処
理
す
る
の
は
、

N
R
B
で
あ

り
、
協
約
の
解
釈
、
適
用
か
ら
生
ず
る
紛
争
を
処
理
す
る
の
は
、

N

R
A
B
で
あ
る
。

(

2

)

修
正
法
、
か
紛
争
回
避
、
処
理
を

M
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
争
議
規

定
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
修
正
法
は
、
国
家
緊
急
事
態
に
お
け
る

六

O
日
の
冷
却
期
間
を
も
う
け
、
争
議
権
に
一
定
程
度
の
制
約
を
加

え
て
い
る
(
一

O
条
)
。
他
方
、
ワ
グ
ナ

i
法
に
は
争
議
権
を
制
約
す

る
規
定
は
な
い
(
一
三
条
〉
。

(
3
)

二
条

ω、
川
刊
の
規
定
。

(
4
)

一
連
の
鉄
道
労
働
法
制
に
は
、
労
使
間
の
交
渉
力
が
不
平
等
で
あ

る
と
の
視
点
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

(
5
)

も
っ
と
も
、
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
イ
法
は
、
再
び
規
制
を
組
合
に

ま
で
及
ぼ
し
た
。
修
正
法
的
な
、
「
団
交
の
た
め
の
代
表
者
選
出
の
権

利
」
は
、
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
イ
法
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
思
わ

れ
る
。

(
6〉
〈

可

m
F
E白
河
川
ニ
-
当
白
川
。
。
.
W
4・

ω
M
E円
。
ロ
戸
市
ぬ
牛
耳
弘

5
3
Z
p
h
s
w

ω
o
o
d
ω
・
2
印入一

5
3
は
、
使
用
者
に
対
し
、
団
交
に
応
ぜ
よ
と

命
じ
て
い
る
。

〈

7
〉

Z
Q
H
子
E
H
Y
8・
n
F
f
ω
同一

ωMM-

(
8
)

タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
イ
法
下
の
事
件
で
あ
る
が
、
連
邦
巡
回
控
訴

裁
判
所
は
、
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
イ
訟
を
規
出
と
す
る
差
止
命
令
の

発
布
を
な
さ
な
か
っ
た
。
〉
え
E
H
J
2四
Z
ピロ
3

4
・
2
3
Z
D
-

MM
胃

oeω
∞
?
(
一
回
印
印
)
・
〉

2
5ロ
hcg=宗
一

Eo--〈・
0
l

H
立一
σ
ぜ
ぐ
G
ユ内
σ
円♂↓市山司(叫内山〉-∞
ω
・(一一∞品目山)・

(

9

)

前
掲
日
米
比
較
労
働
法
七
二
頁
。

(問〉

X
2
F
E
H
y
a
n
E
W
H
)
ω
ω
M
|
ω
ω
品
・
参
照
。
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第
三
節

団
交
制
度
の
確
立
を
め
ざ
す
立
法

団
交
制
度
確
立
型
の
二
形
態

一
九
一
二

0
年
代
に
な
っ
て
始
め
て
、
団
交
制
度
の
確
立
自
体
を
目
的
と
す

第
一
款

る
連
邦
労
使
関
係
法
が
制
定
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
立
法
は
、
そ
の
規
定
方
、
法

の
相
違
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
類
型
化
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
は
、
争
議
の
自
由
を
広
範
に
認
め
る
こ
と
に
よ
り
間
接
的
に
団
，
交
制

度
の
確
立
を
め
ざ
す
立
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
争
議
権
型
」
と
よ
ぶ
。
ノ
リ

ス
・
ラ
ガ

l
デ
ィ
ア
法
が
こ
れ
に
該
当
し
、
次
の
二
特
徴
を
有
し
て
い
る
と

円

1
〉

思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
争
議
を
な
し
得
る
労
働
組
合
の
存
在
が
立
法
の
前
提

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
型
は
、
直
媛
的
に
団
結
権
、
団
交
権
を
保



障
す
る
の
で
は
な
く
、
争
議
の
自
由
を
広
く
認
め
る
こ
と
に
よ
り
労
働
組
合

の
交
渉
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
自
由
を
享
受
し

う
る
に
足
る
組
合
の
存
在
が
立
法
の
前
提
と
な
る
。
少
く
と
も
、
自
主
的
に

団
結
し
た
労
働
者
集
団
の
存
在
が
そ
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、

労
使
関
係
に
関
す
る
既
成
の
法
的
枠
組
の
質
的
変
更
は
、
な
さ
れ
な
い
。

九一一一

O
年
以
前
に
、
争
議
行
為
を
主
に
規
制
し
た
の
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
〈
れ

t→ 

業
制
限
の
共
謀
の
法
理
、
契
約
違
反
誘
致
の
法
理
)
及
び
反
ト
ラ
ス
ト
法
で

あ
っ
た
。
規
制
方
法
と
し
て
は
、
違
法
争
議
を
理
由
と
す
る
差
止
命
令
に
争

議
を
抑
圧
す
る
力
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ
l
デ
ィ
ア
法

は
、
争
議
行
為
に
対
す
る
国
家
不
介
入
と
の
政
策
を
と
り
、
争
議
を
理
由
と

アメりカにおける「不当労働行為市lJ度」の形成

す
る
差
止
命
令
の
発
布
を
禁
止
し
、
争
議
行
為
の
自
由
を
原
則
的
に
保
障
し

た
。
と
い
っ
て
も
、
本
法
は
、
労
使
双
方
の
な
す
経
済
的
強
制
、
つ
ま
り
争

(
2
v
 

議
行
為
の
う
ち
労
働
組
合
の
な
す
そ
れ
を
以
前
よ
り
広
く
認
め
た
に
す
ぎ
な

い
と
の
評
価
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
な
ら

ば
、
あ
る
べ
き
取
引
秩
序
、
つ
ま
り
、
合
法
的
と
み
な
さ
れ
る
経
済
的
強
制

の
目
的
及
び
態
様
か
部
分
的
に
修
正
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
既
成
の
法
的
枠

組
自
体
の
質
的
変
更
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
は
、
団
結
権
、
団
交
権
を
直
接
に
国
家
が
保
障
す
る
立
法
で
あ
り
、

反
組
合
的
行
為
を
禁
止
す
る
不
当
労
働
行
為
制
度
と
交
渉
代
表
制
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
団
交
・
団
結
権
型
」
と
よ
ぶ
o

ニ
ラ
七
条
例
と
ワ
グ

ナ
l
法
が
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
こ
の
型
の
第
一
の
特
徴
は
、
一
以
組
合
的
行

為
の
禁
止
に
工
る
団
結
権
、
団
交
権
の
保
障
で
あ
る
。
こ
の
型
ば
、
労
働
組

合
の
存
在
し
て
い
る
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
組
合
の
不
存
在
若
し
く
は

そ
の
弱
体
な
分
野
に
お
い
て
も
、
労
働
組
合
運
動
の
助
長
を
め
ざ
し
て
い

る
。
と
い
う
よ
り
、
不
当
労
働
行
為
制
度
だ
け
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
よ

う
な
分
野
を
主
な
規
制
対
象
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
主
な
理
由

ハ
3
)

は
、
ニ
ラ
七
条
例
、
ヮ
グ
ナ

l
法
の
社
会
経
済
的
に
み
た
立
法
目
的
が
労
働

組
合
の
強
化
に
よ
っ
て
賃
上
げ
を
な
さ
し
め
、
そ
れ
に
よ
り
大
衆
購
買
力
を

増
加
し
、
も
っ
て
不
況
克
服
を
め
ざ
す
と
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
で

A
a
e
d
 

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
た
め
に
、
未
組
織
分
野
に
お
け
る
労
働
組
合
の
組

織
化
が
不
可
欠
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
国
家
機
関
に
よ

る
団
交
の
場
の
設
定
で
あ
る
。
行
政
委
員
会
に
よ
る
交
渉
単
位
及
び
交
渉
代

表
者
決
定
と
い
う
交
渉
代
表
制
が
そ
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
交
渉
代

表
制
は
、
団
交
制
度
を
早
急
に
確
立
す
る
必
要
と
団
交
ル

l
ル
を
確
定
し
て

そ
れ
を
め
ぐ
る
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
目
的
か
ら
制
定
さ
れ
た
。
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(
1
)

ノ
ワ
ス
・
ラ
ガ
l
デ
ィ
ア
法
三
条
は
、
貰
犬
契
約
の
効
力
を
否
認

し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
団
結
権
の
保
障
も
な
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
三
条
は
、
使
用
者
団
体
に
加
入
す
る
使
用
者
の
自
由
も
保
障
し



料

て
い
る
。

(
2
)

ノ
リ
ス
・
ラ
、
カ

l
デ
ィ
ア
法
は
、
組
合
に
「
合
理
的
に
営
業
を
制

限
す
る
権
利
(
ユ
悶

z
z
z
m丹
E
百
件
仲
町
邑
ゆ
円
。

sgmr}可
〉
」
を
付
与

し
た
と
い
わ
れ
る
。
木
多
前
掲
書
四
四
頁
。
ま
た
、
最
高
裁
は
、
「
ノ

リ
ユ
・
ラ
、
ガ
|
デ
ィ
ア
法
は
、
労
働
者
を
連
邦
規
制
か
ら
解
放
し
、

彼
ら
を
し
て
、
経
済
力

(
2
3
9
2
K
F
R⑦
の
自
由
な
行
使
に
よ

資

っ
て
目
擦
を
達
成
せ
し
め
よ
う
と
助
力
し
た
己
と
判
示
し
て
い
る
。

∞B円
r
q
r
g仏

a
H
N
H
N
吋

B
E
B
Z

ぐ・。
r
F
g悶
G
M
N
F〈
2
5
L

E
L・
HN可
J
g
ω
C
ω
ω
0・
(
-
8
0
・

(
3
)

七
条
同
の
立
法
目
的
は
、
ニ
ラ
全
体
の
関
連
か
ら
い
え
ば
、
大
衆

購
買
力
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
だ
が
、
七
条
例
の
運

営
の
み
に
焦
点
を
あ
て
れ
ば
、
争
議
の
友
好
的
調
整
に
か
な
り
の
ウ

イ
ト
が
置
か
れ
て
お
り
、
鉄
道
労
働
法
制
と
の
類
似
も
み
ら
れ
る
。

そ
の
点
、
ワ
グ
ナ

l
法
は
、
紛
争
調
整
に
関
す
る
規
定
を
ほ
と
ん
ど

有
し
て
い
な
い
。

(
4
)

ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
側
F

ニ
ュ
|
デ
ィ

l
ル
の
経
済
政
策
』
(
一

九
六
五
年
Y
三

O
六
頁
。

tiヲ

款

〈-

ノ
リ
ス
・
ラ
カ

I
デ
イ
ア
法

一
九
世
紀
末
か
ら
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
若
し
く
は
契
約
違
反
誘
致
を
理

由
と
す
る
差
止
命
令
が
濫
発
さ
れ
、
労
働
組
合
運
動
は
、
か
な
り
の
打
撃
を
う

け
た
。

A
F
L
を
中
心
と
す
る
労
働
組
合
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
対
象
か

ら
労
働
組
合
を
除
外
す
る
た
め
に
立
法
活
動
を
な
し
、

一
九
一
四
年
に
ク
レ

北法24(2・150)382

イ
ン
法
を
成
立
せ
し
め
た
一
勢
力
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
デ
ュ
プ

レ
ッ
ク
ス
印
刷
機
械
会
社
対
デ
ィ
ア

l
リ
ン
グ
事
件
、
ロ
ロ
ロ

-2
匂
ユ
=
江
口
閣

で

HEn--
〈

り

2
2口問
u
M
E
C
ω

き
と
山
町
一
及
び
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー

ド
石
材
会
社
対
北
米
石
切
労
働
組
合
事
件
、
∞
丘
『
q
E
h
c同

ωぎ
ロ
ぬ
の
《
Y
〈・

]
9
5ロ
q
S
2
2
0
5
(
U
Z
3
2
m、
〉

E
2
5
2
8
0
h
Z
2子
〉
ヨ
耳
目
P
N
Z

C-ω
・
ω吋
E

(

一U
M
3
・
で
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
内
容
を
限
定
解
釈
し
、
ク
レ
イ

ト
ン
法
を
実
質
的
に
骨
抜
き
に
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
対
し
、

A
F
L
を
中
心
と
す
る
労
働
組
合
の

反
差
止
命
令
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
盛
り
あ
が
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
二

0
年
代
後

(
3〉

半
か
ら
、
差
止
命
令
発
布
手
続
を
制
限
す
る
州
法
及
び
黄
犬
契
約
の
効
力
を

〈

4
v

否
認
す
る
州
法
が
数
多
く
制
定
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
状
況
下
で
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
タ

l

(
明
。
一
尻
町
包
ロ

E
R
Z乙
ら
、
が
中
心
と
な
り
、
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ

l

デ
ィ
ア
法
の
法
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
作
成
判
官
に
よ
る
忍
意
的
解
釈

(
5〉

の
余
地
を
可
能
な
か
ぎ
り
少
く
す
る
こ
と
及
び
違
憲
判
決
を
問
避
す
る
こ
と

が
特
に
留
意
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
本
法
案
は
、
上
院
に
お
い
て
賛
成
七
五
、

反
対
五
、
下
院
に
お
い
て
賛
成
三
六
二
、
反
対
一
四
の
圧
倒
的
多
数
の
支
持

を
得
て
議
会
を
通
過
し
、

フ
ー
パ

l
大
統
領
の
署
名
を
経
て
一
九
二
一
二
年
二
一

月
二
三
日
に
成
立
し
た
。



本
法
の
内
容
は
、
①
基
本
方
針
、
②
差
止
命
令
の
発
布
制
限
、
③
賞
犬
契

約
の
効
力
否
認
、
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら
を
順
次
検
討
す
る
。

け

基

本

方

針

本
法
二
条
は
、
次
の
よ
う
な
基
本
方
針
を
定
め
た
。
「
有
産
者
が
会
社
そ
の

他
の
資
木
団
体
形
式
を
組
織
す
る
の
を
政
府
機
関
が
助
長
す
る
こ
と
に
よ
り

発
展
し
た
現
経
済
状
態
の
下
に
お
い
て
は
、
個
々
の
未
組
織
労
働
者
は
、
通

常
、
契
約
の
実
質
的
自
由
を
行
使
し
、
労
働
の
自
由
を
守
り
、
よ
っ
て
適
正

(一)

な
一
一
雇
用
条
件
を
確
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
未
組
織
労
働
者

は
、
そ
の
仲
間
と
団
結
し
な
い
自
由
を
持
つ
べ
き
こ
と
は
否
定
し
え
な
い

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

が
、
そ
の
一
雇
用
条
件
に
つ
い
て
交
渉
す
る
た
め
に
団
結
し
、
自
主
的
に
組
織

し
、
白
己
の
選
ん
だ
も
の
を
代
表
者
に
指
名
す
る
完
全
な
自
由
を
も
ち
、
ま

た
、
団
交
ま
た
は
他
の
相
互
扶
助
若
し
く
は
保
護
の
た
め
に
か
か
る
代
表
者

を
指
名
し
、
自
主
的
に
組
織
し
そ
の
他
国
体
活
動
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
、

使
用
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
干
渉
、
制
限
、
強
制
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を

必
要
と
す
る
」
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
労
使
関
係
法
の
基
礎
た
る
交
渉
カ

(
g
a丘
三
百
四
官
D
F
d
)
理
論
の
典
型
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
法
の
基
本
方
針
が
、
団
結
権
、
団
交
権
の
必
要
性
を
明
確
に
宣
言
し
て

い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
具
体
的
に
保
障
す
る
現
定
は
、
黄
犬
契

約
の
効
力
を
否
認
す
る
三
条
を
除
き
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。
本
法
の

規
定
の
多
く
は
、
争
議
行
為
に
対
す
る
不
介
入
、
つ
ま
り
、
差
止
命
令
の
発

布
制
限
の
み
を
定
め
て
い
る
。
基
本
方
針
で
述
べ
ら
れ
た
団
結
権
、
団
交
権

の
保
障
の
必
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
規
定
が
そ
れ
を
具
体
的
に
保
障

せ
ず
、
争
議
の
自
由
の
み
を
保
障
し
た
理
由
は
以
下
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
違
憲
判
決
の
回
避
の
た
め
で
あ
る
。
通
常
、
連
邦
に
よ
る
団
交
権
、

団
結
権
の
保
障
は
、
多
様
な
規
制
を
な
し
う
る
州
際
通
商
条
項
に
基
づ
く
こ

と
、
か
必
要
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
州
際
通
商
条
項
は
、
最
高
裁
に
よ
り
か
な
り

厳
格
に
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
を
団
結
権
、
団
交
権
の
保
障
と
関
連
づ
け
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
違
憲
判
決
の
回
避

の
た
め
、
連
邦
の
権
限
た
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
な
、
最
高
裁
を
除
く
連
邦
裁
判

所
の
手
続
を
規
制
す
る
権
限
(
憲
法
一
条
八
節
九
項
)
に
基
づ
い
て
、
本
法

(
B
d
 

は
立
法
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
実
体
的
に
団
結
権
、
団
交
権
を
保
障
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
単
に
絞
判
所
手
続
の
変
更
、
つ
ま
り
争
議
行
為
に
対
す

る
差
止
命
令
の
発
布
制
限
の
み
が
可
能
と
な
っ
た
。
第
二
の
理
由
は
、

A
F

L
の
要
請
で
あ
る
。

A
F
L
の
基
本
方
針
は
、
い
ま
だ
自
立
主
義

(
5
7
5
7

日
目
白
)
で
あ
り
、
労
使
関
係
に
対
す
る
直
接
的
国
家
介
入
に
は
反
対
の
立
場

を
貫
い
て
い
た
。
労
働
政
策
に
対
す
る

A
F
L
の
最
大
の
不
満
は
、
争
議
行

為
に
対
す
る
差
止
命
令
の
濫
用
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
禁
止
の
み
が
立
法
者
に

要
請
さ
れ
て
い
た
。
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f;t 

同

差
止
命
令
の
発
布
制
限

資

本
法
の
内
容
に
関
し
て
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
詳
細
な
紹
介
が
な

(
9
v
 

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
概
略
の
み
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

本
法
は
、
差
止
命
令
の
発
布
制
限
と
し
て
、
実
体
的
制
限
と
手
続
的
制
限

を
定
め
た
。
実
体
的
制
限
と
し
て
、
争
議
行
為
に
対
す
る
差
止
命
令
の
発
布

を
原
則
的
に
禁
止
す
る
四
条
、
五
条
と
、
差
止
命
令
に
関
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー

上
の
原
則
を
具
体
化
し
た
諸
規
定
が
あ
る
。
四
条
は
、
争
議
行
為
に
通
常
付

随
し
て
な
さ
れ
る
以
下
の
行
為
を
禁
止
す
る
差
止
命
令
を
発
布
し
て
は
な
ら

な
い
と
定
め
、
五
条
は
、
そ
れ
を
う
け
て
、
四
条
の
規
定
し
た
行
為
を
集
団

的
に
な
し
た
こ
と
を
理
由
に
当
該
行
為
を
な
し
た
集
団
を
「
不
法
な
結
合
又

は
共
謀
」
と
み
な
す
べ
き
に
は
あ
ら
ず
と
し
て
、
集
団
化
に
よ
る
違
法
を
チ

エ
ツ
ク
し
て
い
る
。
な
お
、
四
条
に
よ
っ
て
差
止
命
令
の
発
布
が
禁
止
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
行
為
は
以
下
で
あ
る
。
①
労
務
の
提
供
又
は
拒
否
。
②
黄
犬

契
約
違
反
の
行
為
。
③
ス
卜
資
金
等
の
支
払
い
。
④
訴
訟
の
援
助
。
⑤
咋
叶

欺
、
暴
力
を
伴
わ
な
い
各
種
手
段
に
よ
る
争
議
の
公
表
。
③
平
和
的
集
会
。

⑦
①
か
ら
⑥
ま
で
の
行
為
を
な
す
べ
し
と
の
勧
告
、
通
知
、
若
し
く
は
、
そ

れ
ら
の
行
為
を
な
し
、
又
は
、
な
さ
な
い
た
め
の
協
定
。

さ
ら
に
、
裁
判
所
に
よ
る
差
止
命
令
発
布
の
濫
用
と
い
う
事
実
に
鑑
み
、

本
法
は
、
差
止
命
令
に
関
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
諸
原
則
を
条
文
化
し
、
差

止
命
令
の
発
布
を
以
下
の
要
件
の
兵
備
に
か
か
わ
ら
し
め
た
。
①
不
法
行
為

の
発
生
又
は
そ
の
縦
続
の
お
そ
れ
(
七
条

a
Y②
原
告
の
財
産
に
対
す
る
設

大
に
し
て
回
復
す
べ
か
ら
ざ
る
公
忌

a
g
t
p一
自
《
ご
ロ
弓
回
目
立
。
)
損
害
の

お
そ
れ
(
七
条
b
)
。
③
法
益
権
衡
の
原
則
(
七
条
C

)
。
④
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の

他
の
適
当
な
救
済
手
段
の
不
存
在
(
七
条

d
Y⑤
自
主
的
解
釈
の
試
み
(
八

条
)
。
⑥
官
憲
に
よ
る
保
護
の
欠
如
(
七
条

e
)
。

手
続
的
制
限
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
①
差
止
命
令
の
誇

要
件
を
充
足
す
る
事
実
の
具
体
的
主
張
、
立
証
及
び
ぷ
判
官
に
よ
る
審
問
の

必
要
(
七
条
)
。
②
一
時
的
制
止
命
令
公

2
4
0
g
q
s
a巳
コ
百
四

C
E円
。
及

び
一
時
的
差
止
命
令
発
布
の
際
の
担
保
供
与
(
七
条
)

o

③
差
止
命
令
内
容
の

人
的
及
び
事
項
的
特
定
(
六
条
、
七
条
、
九
条
)
。
④
一
時
的
制
止
命
令
の
有

効
期
間
五
日
間
(
七
条
)
。

同

賀
大
契
約
の
効
力
否
認

本
法
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
、
貰
犬
契
約
の
効
力
を
否
認
し
て

い
る
。
「
本
条
に
規
定
す
る
約
束
又
は
契
約
(
巴
邑
2
Z
E
M
m
G門
司

3
2自
)

そ
の
他
本
法
二
条
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
基
木
原
則
に
抵
触
す
る
約
束
は
、

連
邦
の
基
本
原
則
に
違
反
す
る
も
の
と
宣
言
さ
れ
、
連
邦
裁
判
所
に
お
い
て

強
制
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
か
っ
、
か
か
る
裁
判
所
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
法
律

上
又
は
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
救
済
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
約
束
に
は
特
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に
左
の
も
の
を
含
む
。
文
書
た
る
と
口
頭
た
る
と
、
明
示
た
る
と
黙
一
ホ
た
る

と
を
関
わ
ず
、
個
人
、
商
会
、
会
社
、
協
会
又
は
法
人
と
、
そ
の
被
用
者
若

し
く
は
将
来
の
被
用
者
と
の
間
の
一
雇
用
条
件
に
関
す
る
契
約
な
い
し
合
意
を

構
成
し
、
又
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
左
の
あ
ら
ゆ
る
約
束
又
は
契
約
で
、
同
右

契
約
な
い
し
合
意
の
当
事
者
の
何
れ
か
一
方
が
、
労
働
組
合
又
は
使
用
者
団

体
に
加
入
せ
ず
、
そ
の
一
員
と
な
ら
ず
、
又
は
こ
れ
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
を

約
束
す
る
も
の
。
刷
右
契
約
な
い
し
合
怠
の
当
事
者
の
何
れ
か
一
方
が
、
労

働
組
合
又
は
使
用
者
団
体
に
加
入
し
、
そ
の
一
員
と
な
り
、
又
は
こ
れ
か
ら

け

脱
退
し
な
い
場
合
に
は
、
一
医
則
関
係
か
ら
離
れ
る
と
約
束
又
は
契
約
す
る
も

アメリカにおける「不当労働行為制度」の形成

の。」十
本
規
定
は
、
支
犬
契
約
を
閣
内
山
と
し
て
裁
判
所
が
差
止
命
令
を
発
布
す
る

こ
と
を
禁
止
す
る

μ
的
を
持
ち
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
本
法
全
体
と
の
調
和

を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
法
の
全
体
的
傾
向
が
労
使
関
係
へ
の
同
家
不

介
入
の
原
則
に
も
と
づ
き
争
議
の
自
由
化
を
め
ざ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本

規
定
は
、
団
結
自
体
の
保
障
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
は
、
注
目
に

価
す
る
。

(
1
)

別
名
を
司

E
2乙
〉
ロ
t
l
H
ロ』
C
R
E
C
Z
〉
♀
と
も
い
う
o

(
2
〉
本
判
決
に
お
い
て
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
は
、
シ
ャ
!
?
ン
訟
を
補
足

す
る
法
で
あ
り
、
以
前
の
司
法
的
解
釈
を
具
体
化
し
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
、
と
判
示
さ
れ
た
。

(
3
)

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
(
一
九
一
一
五
年
〉
、
ミ
ネ
ソ
タ
(
一
九
二
九

年
〉
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
(
一
九
一
二

O
年
)
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ェ
ニ
ア
(
一
九

一
一
一
一
年
)
の
各
州
。

〈

4
)

ア
リ
ゾ
ナ
(
一
九
一
一
一
一
年
)
、
コ
ロ
ラ
ド
(
一
九
一
一
二
年
)
、
ニ
ュ

l

ツ
ャ
!
日
ン
l
(
.
九
一
一
一
一
年
)
、
オ
ハ
イ
オ
(
一
九
一
一
一
一
年
)
、
オ
レ
ゴ

ン
(
一
九
一
二
一
年
〉
、
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
(
一
九
三
一
年
)
の
各
州
。

(
5〉
「
本
法
(
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ

l
デ
ィ
ア
法
〉
の
立
法
経
過
は
、
連
邦

裁
判
所
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
ク
レ
イ
ト
ン
訟
の
禁
止
を
拡
張

し
、
且
つ
、
裁
判
所
に
よ
る
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
(
不
当
な
)
解
釈
の

危
険
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
議
会
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
」
と
最
高
裁
は
、
判
示
し
て
い
る
。

204ミ

Z
。向
B
〉一
-
Z
Z
2
〈・

ωPDF昨
日
可
。
『
定
。
q
H
H戸内
J
ω
o
ω
C
-
ω

印
印

M
W
ω
同
印
町
一
N
・

(

6

)

本
法
の
合
憲
性
は
、
ピ
ロ
『
〈
・
何
・
。
・

ω一回目ロコゆ門戸口仏

h
c
J
ω
日

ピ・

ω・
ω
N
デ

(
]
8
8
・
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
そ
れ
以
前

に
、
本
法
と
同
内
容
の
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
反
差
止
命
令
法
が

ω
2
=
〈
・
叶
F
F
v
m
q
m
a
H
M
8
8円丘〈ぬ

C
E
C
P
ω
口一己・

ω
品
目
∞
-

c
u
ω
吋
〉
・
に
お
い
て
合
憲
と
判
示
さ
れ
て
い
た
。

(
7
〉
一
九
一
三

O
年
の
鉄
道
労
働
法
合
憲
判
決
に
お
い
て
、
団
交
権
、
問

結
権
と
州
際
通
商
の
保
護
と
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

本
判
一
不
は
、
州
際
鉄
道
に
お
け
る
両
者
の
関
連
を
認
め
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
両
者
の
関
連
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ワ
グ
ナ

i
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料

法
合
憲
判
決
た
る
、

Z
F
H
a
ぐ

』

8
3
5
L
C戸
田
三
宮
史
書
一

の
C
門
司

J
ω
口一

C
・
ω
・

7
(
-
8
3
以
降
で
あ
る
。

(
8
)

本
訟
の
正
式
名
は
、
「
裁
判
所
法

Q
E
E
P一
行
主
目
)
の
改
正
、
街

平
裁
判
所
の
裁
判
権
の
規
定
、
制
限
及
び
そ
の
他
の

u的
の
た
め
の

法
律
」
で
あ
る
。

(
9
)

古
向
島
良
一
「
ノ
リ
ス
・
ラ
ガ

l
デ
ィ
ア
法
の
解
説
」
比
較
労
働
法

研
究
会
制
川
米
国
労
働
差
止
命
令
』
(
一
九
五

O
年
)
所
収
。

(
叩
)
一
一
二
条
じ
は
、
労
働
争
議
。
任
。
吋
ハ
芦
田
百
三
ぬ
)
を
「
雇
用
条
件
に

関
す
る
争
議
若
し
く
は
一
雇
用
条
件
を
協
議
、
継
続
、
維
持
、
変
更
及
び

調
整
し
よ
う
止
す
る
団
体
及
び
代
表
者
に
関
す
る
争
議
を
も
含
む
。

こ
の
場
合
、
争
議
行
為
を
な
す
も
の
が
使
用
者
及
び
被
用
者
と
い
う

直
接
関
係

Q
S
H
E主
。
月

r
t
g
♀
巾

HHd-32g円
円
四
百
三
己
完
ぬ
)

に
立
一
っ
と
否
と
を
問
わ
な
い
」
と
定
義
し
た
。

(
け
)
本
規
定
は
、
「
救
済
を
許
容
せ
ら
れ
る
各
事
項
に
つ
き
、
救
済
を
制
否

す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
告
の
こ
う
む
る
旧
制
宝
円
か
、
救
済
を
許
容
す
る

こ
と
に
よ
り
、
被
告
の
こ
う
む
る
損
害
よ
り
大
な
る
こ
と
」
と
の
内

容
で
あ
る
。
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